
穂
積
陳
重
博
士
『
羅
馬
法
講
義
』
総
論
及
び
第
一
編

　羅
馬
法
律
史
（
吉
原
）

一
四
七

解
題

１
．
本
稿
は
、
穂
積
陳
重
博
士
（
１
）
の
帝
国
大
学
法
科
大
学
に
お
け
る

ロ
ー
マ
法
講
義
に
関
す
る
筆
記
録
の
う
ち
、
主
と
し
て
国
立
国

会
図
書
館
の
所
蔵
の
穂
積
陳
重
講
述
『
羅
馬
法
講
義
筆
記
』

（info:ndljp/pid/18797609

に
よ
り
つ
つ
、
そ
の
前
半
に
あ
た

る
総
論
及
び
第
一
編
　
羅
馬
法
律
史
の
部
分
を
翻
刻
し
た
も
の

で
あ
る
。
本
資
料
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
吉
原
達
也
「
穂
積
陳

重
の
ロ
ー
マ
法
講
義
に
つ
い
て
」『
日
本
法
学
』
第
八
四
巻
一

号
（
二
〇
一
八
年
）
一
─
五
一
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

２
．
穂
積
博
士
は
、
一
八
五
五
（
安
政
二
）
年
、
伊
予
宇
和
島
に

生
ま
れ
、
一
八
七
〇
（
明
治
三
）
年
に
貢
進
生
と
し
て
当
時
の

大
学
南
校
に
入
学
後
、
開
成
学
校
を
経
て
、
一
八
七
六
（
明
治

九
年
）
に
ロ
ン
ド
ン
大
学
キ
ン
グ
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
、
ミ
ド
ル
テ

ン
プ
ル
法
曹
院
に
入
学
し
、
一
八
八
七
九
（
明
治
一
二
）
年
に

バ
リ
ス
タ
ー
の
称
号
を
受
け
た
。
一
八
八
〇
（
明
治
一
三
）
年

ド
イ
ツ
・
ベ
ル
リ
ン
大
学
を
経
て
、
一
八
八
一
（
明
治
一
四
）

年
に
帰
国
後
、
東
京
大
学
法
学
部
講
師
を
経
て
、
一
八
八
二

穂
積
陳
重
博
士
『
羅
馬
法
講
義
』

総
論
及
び
第
一
編
　
羅
馬
法
律
史

吉
　
原
　
達
　
也
　
　
編

資
　
料

（
八
〇
九
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
三
号
（
二
〇
二
〇
年
一
月
）

一
四
八

第
八
四
巻
三
号
（
二
〇
一
八
年
）
四
二
三
頁
以
下
、「
宮
崎
道

三
郎
博
士
の
羅
馬
法
講
義
に
つ
い
て
」
同
第
八
五
巻
二
号

（
二
〇
一
九
年
）
一
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
（
３
）
。

４
．
穂
積
博
士
の
ロ
ー
マ
法
講
義
に
つ
い
て
は
、
講
述
筆
記
録
が

い
く
つ
か
知
ら
れ
て
い
る
。
安
達
峰
一
郎
氏
の
講
義
筆
記
録
に

関
し
て
は
、
森
征
一
・
岩
谷
十
郎
／
監
修
　
法
文
化
研
究
会

「
帝
大
生
・
安
達
峰
一
郎
の
「
法
学
」
ノ
ー
ト
　

─
『
法
律

講
義
案
集
』
の
伝
え
る
明
治
中
期
法
学
教
育

─
『
法
学
研

究
』
第
七
三
巻
一
〇
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
七
三
─
一
二
〇
頁
　

『
羅
馬
法
』（JR

19 654 13

）
清
水
裕
樹
筆
　
一
〇
六
─

一
一
〇
頁
。
京
都
大
学
法
学
部
図
書
室
所
蔵
本
（319￨￨H

o￨￨

和
装
本714532

）、
同
吉
田
南
総
合
図
書
館
所
蔵
本
（
図

316￨￨￨￨1￨￨

三
高
和200021826680

）、
東
京
大
学
総
合
図
書

館
所
蔵
本
（L

11:1940005733191

）
の
ほ
か
、
国
立
国
会
図

書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
、
不
破
彦
蔵
手
写
『
穂
積
陳
重
　
講
述
』

一
八
八
九
（
明
治
二
二
年
）、
冊
子
体
、
一
六
一
丁
（
請
求
記

号322.315-H
734r2

　

国

立

国

会

図

書

館

書

誌

ID
000000904794:info:ndljp/pid/1880330

）
及
び
穂
積
陳

重
講
述
『
羅
馬
法
講
義
筆
記
』info:ndljp/pid/1879760

な
ど
。

後
者
に
つ
い
て
、
と
く
に
吉
原
・
前
掲
「
穂
積
陳
重
の
ロ
ー
マ

（
明
治
一
五
）
年
東
京
大
学
教
授
兼
法
学
部
長
に
就
任
し
、
法

理
学
、
民
法
、
比
較
法
学
な
ど
法
律
学
の
幅
広
い
分
野
で
日
本

の
先
駆
者
、
開
拓
者
と
し
て
活
躍
し
た
。
一
八
八
六
（
明
治

一
九
）
年
以
後
、
帝
国
大
学
法
科
大
学
教
授
と
し
て
、
法
理
学

と
と
も
に
、「
羅
馬
法
」
を
講
じ
た
時
期
が
あ
り
、
法
科
大
学

に
お
け
る
邦
語
に
よ
る
ロ
ー
マ
法
講
義
は
穂
積
陳
重
に
始
ま
っ

た
こ
と
に
な
る
。
原
田
慶
吉
教
授
は
、
穂
積
陳
重
、
富
井
政
章
、

梅
謙
次
郎
の
三
人
を
評
し
て
「
孰
れ
も
他
を
凌
駕
し
、
当
時
の

最
高
水
準
に
位
し
た
羅
馬
法
学
者
で
あ
っ
た
」
と
し
、
と
く
に

穂
積
陳
重
に
つ
い
て
「
儒
帝
の
立
法
事
業
に
付
い
て
御
進
講
申

し
上
げ
た
穂
積
陳
重
は
、
過
去
の
学
歴
に
於
て
も
明
治
十
九
年

度
よ
り
二
十
二
年
度
迄
帝
国
大
学
に
於
て
羅
馬
法
を
担
当
し
、

其
比
較
法
的
進
化
論
論
述
中
に
散
在
す
る
羅
馬
法
に
関
す
る
事

項
の
外
、
其
早
期
の
「
万
法
帰
一
論
」
や
「
羅
馬
法
を
講
ず
る

の
必
要
」
と
等
の
全
部
又
は
大
部
分
羅
馬
法
に
関
す
る
論
文
に

於
て
、
其
学
力
の
片
鱗
を
覗
か
せ
て
ゐ
る
」、
と
記
し
て
い
る
（
２
）
。

３
．
明
治
初
年
か
ら
二
〇
年
代
に
か
け
て
の
ロ
ー
マ
法
講
義
の
変

遷
に
つ
い
て
は
、
吉
原
達
也
・
前
掲
「
穂
積
陳
重
の
ロ
ー
マ
法

講
義
に
つ
い
て
」『
日
本
法
学
』
第
八
四
巻
一
号
二
─
六
頁
、

「
宮
崎
道
三
郎
博
士
の
講
述
『
比
較
法
制
史
』
に
つ
い
て
」
同

（
八
一
〇
）



穂
積
陳
重
博
士
『
羅
馬
法
講
義
』
総
論
及
び
第
一
編

　羅
馬
法
律
史
（
吉
原
）

一
四
九

申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
（
４
）
。

（
1
） 

穂
積
陳
重
に
関
す
る
研
究
文
献
は
多
岐
に
わ
た
る
。
松
尾
敬

一
「
穂
積
陳
重
」（
潮
見
俊
隆
、
利
谷
信
義
編 

『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増

刊 

日
本
の
法
学
者
』 

日
本
評
論
社
、
一
九
七
四
年
）
五
五
頁
。
長

尾
龍
一
『
法
思
想
史
研
究
』
創
文
社
、
一
九
八
一
年
。
穂
積
重
行

「
明
治
十
年
代
に
お
け
る
ド
イ
ツ
法
の
受
容
─
東
京
大
学
法
学
部
と

穂
積
陳
重｣

（
家
永
三
郎
編
『
明
治
国
家
の
法
と
思
想
』
御
茶
の
水

書
房
、
一
九
六
六
年
、
五
三
八
頁
。
穂
積
重
行
『
明
治
一
法
学
者

の
出
発
：
穂
積
陳
重
を
め
ぐ
っ
て
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
。

『
法
学
者
・
穂
積
陳
重
と
妻
・
歌
子
の
物
語
』 

公
益
財
団
法
人
　
渋

沢
栄
一
記
念
財
団 

渋
沢
資
料
館
。
堅
田
剛
『
独
逸
法
学
の
受
容
過

程
：
加
藤
弘
之
・
穂
積
陳
重
・
牧
野
英
一
』 

御
茶
の
水
書
房
、

二
〇
一
〇
年
。

（
2
） 

原
田
慶
吉
「
我
が
国
に
於
け
る
外
国
法
史
学
の
発
達
」『
東
京

帝
国
大
学
学
術
大
観
　
法
学
部
・
経
済
学
部
』（
一
九
四
二
年
）

二
九
四
頁
。

（
3
） 

矢
田
一
男
「
明
治
時
代
の
ロ
ー
マ
法
教
育
（
１
）（
２
）」『
法

学
新
報
』
第
四
四
巻
三
、
四
号
（
一
九
三
四
年
）、「
需
斯
知
尼
安

法
典
」
同
誌
四
八
巻
五
号
、「
明
治
以
来
ロ
ー
マ
法
源
邦
訳
事
歴
」

同
誌
四
九
巻
六
号
─
一
二
号
。
原
田
慶
吉
「
我
が
国
に
於
け
る
外

国
法
史
学
の
発
達
」『
東
京
帝
国
大
学
学
術
大
観
　
法
学
部
・
経
済

学
部
』（
一
九
四
二
年
）
二
九
四
頁
。
佐
藤
篤
士
「
日
本
に
お
け
る

法
講
義
」『
日
本
法
学
』
第
八
四
巻
一
号
三
六
頁
以
下
注
二
五

を
参
照
。

５
．
翻
刻
に
当
た
り
、
次
の
よ
う
な
方
針
を
採
っ
た
。

・
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
、
片
仮
名
遣
い
を
平
仮
名
遣
い
に
し

た
ほ
か
、
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
濁
点
、
句
読
点
と
送
り
仮

名
を
増
や
し
た
。
編
者
の
補
っ
た
部
分
は
［
　
］
で
く
く
っ
て
、

本
文
と
区
別
し
た
。

・
本
文
は
、
英
語
、
ド
イ
ツ
語
、
ラ
テ
ン
語
が
混
在
し
て
お
り
、

綴
り
の
誤
り
を
訂
正
し
た
ほ
か
は
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
残
す
こ

と
と
し
た
。
た
だ
し
、
固
有
名
詞
以
外
は
、
各
単
語
を
小
文
字

表
記
と
し
て
全
体
を
統
一
し
た
。
例
え
ば
、Justinian; 

com
itia curiata

な
ど
。

・
原
典
と
の
対
応
を
容
易
に
す
る
た
め
、
丁
数
を
［
一
丁
表
］

［
一
丁
裏
］
の
よ
う
に
、
各
丁
の
冒
頭
部
分
に
挿
入
し
て
記
述

し
た
。

６
．
本
稿
は
、
二
〇
一
四
─
二
〇
一
八
年
度
東
京
大
学
大
学
院
人

文
社
会
系
研
究
科
多
分
野
交
流
演
習
「
東
京
大
学
草
創
期
の
授

業
再
現
」
報
告
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
資
料
の
一
部
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
機
会
を
与
え
ら
れ
た
葛
西
康
徳
教
授
、
さ
ま
ざ
ま

な
ご
教
示
を
た
ま
わ
っ
た
関
係
各
位
に
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼

（
八
一
一
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
三
号
（
二
〇
二
〇
年
一
月
）

一
五
〇

穂
積
陳
重
講
述
　
羅
馬
法
講
義
筆
記

羅
馬
法
講
義
目
次

第
一
巻

………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五
三

総
論

………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五
三

羅
馬
法
の
必
要

………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五
三

第
一
　
立
法
上
の
必
要

………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五
三

甲
　
欧
米
現
行
法
の
淵
源

乙
　
国
際
法
の
基
礎

第
二
　
法
学
上
の
必
要

………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五
六

羅
馬
法
の
完
美
な
る
点

用
語
厳
正

編
纂
整
正

原
則
に
富
む

第
一
編
　
羅
馬
法
律
史

………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五
八

第
一
章
　
第
一
期
　
不
文
法
の
時
代 

紀
元
前
七
百
五
十
年
よ
り
四
百
五
十
年
に
至
る

………
一
五
九

十
二
銅
表

………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
六
二

第
一
表
　
訴
訟
法
に
関
す

………
…
…
…
…
…
…
…
…
一
六
四

第
二
表
　
訴
訟
［
手
続
］
法

………
…
…
…
…
…
…
…
一
六
四

第
三
表
　
負
債
の
事

………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
六
五

第
四
表
　
家
長
権
に
関
す
、patria potestas

……
…
一
六
七

第
五
表
　
相
続
及
び
後
見
の
事
に
関
す

………
…
…
…
一
六
九

第
六
表
　
所
有
権
に
関
す

………
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
二

ロ
ー
マ
法
学
の
役
割
─
日
本
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
研
究
の
歩
み
に

た
い
す
る
一
つ
の
反
省
─
」『
早
稲
田
法
学
』
第
四
〇
巻
第
一
号

（
昭
和
四
〇
年
一
月
二
〇
日
刊
）
五
三
－
九
九
頁
、
と
く
に
五
九
、

六
三
頁
、
同
『
古
代
ロ
ー
マ
法
の
研
究
』
敬
文
堂
出
版
部
、
昭
和

五
〇
年
四
月
二
五
日
刊
に
、
第
一
章
「
日
本
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法

学
の
発
達
─
日
本
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
研
究
の
歩
み
に
た
い
す
る

一
反
省
─
」
と
改
題
し
て
再
録
、
一
─
四
六
頁
。『
東
京
帝
国
大
学

五
十
年
史
　
上
冊
』
一
一
一
七
─
一
一
四
八
頁
を
参
照
。
岩
野
英

夫
「
わ
が
国
に
お
け
る
法
史
学
の
歩
み
（
１
８
７
３
〜
１
９
４

５
）：
法
制
史
関
連
科
目
担
任
者
の
変
遷
」『
同
志
社
大
学
法
学
』

第
三
九
巻
第
一
・
二
号
（
一
九
八
七
年
）、
二
二
五
─
三
一
二
頁
。

〈https://doors.doshisha.ac.jp/duar/repository/
ir/11524/kj00000658370.pdf

〉

（
4
） 

吉
原
達
也
「
東
京
大
学
草
創
期
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
講
義

─
穂
積
陳
重
博
士
・
宮
崎
道
三
郎
博
士
・
戸
水
寛
人
博
士
の
場

合

─
」
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
『
二
〇
一
四
─

二
〇
一
八
年
度
多
分
野
交
流
演
習
「
東
京
大
学
草
創
期
の
授
業
再

現
」
報
告
集
』
二
〇
一
九
年
三
月
刊
二
一
九
─
二
六
二
頁
を
参
照
。

（
八
一
二
）



穂
積
陳
重
博
士
『
羅
馬
法
講
義
』
総
論
及
び
第
一
編

　羅
馬
法
律
史
（
吉
原
）

一
五
一

第
七
表
　
地
所
建
築
道
路
樹
木
［
等
］
に
関
す

………
一
七
八

第
八
表
　
私
犯
法
に
関
す

………
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
八

第
九
表
　
刑
法
に
関
す

………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
六

第
十
表
　
宗
教
に
関
す

………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
八

第
十
一
表
　
婚
姻

………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
九

第
十
二
表
　
奴
隷

………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
九

第
二
章
　
第
二
期
　
成
文
法
の
時
代 

紀
元
前
四
百
五
十
年
よ
り
紀
元
前
百
年
に
至
る

………
一
九
〇

平
民
権
伸
張
を
助
け
た
る
法
典

………
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
〇

第
一
　lex C

anuleia 
紀
元
前
四
百
四
十
五
年
　 

両
族
の
交
婚
を
許
す

第
二
　lex V

aleriae et Horatiae 
紀
元
前
四
百
四
十
四
［
九
］
年
　

平
民
国
会
立
法
権
原
の
端
緒
を
開
く

第
三
　lex P

ublilia

　
紀
元
前
三
百
卅
九
年
　 

平
民
法
は
元
老
院
の
認
可
を
要
せ
ず

第
四
　lex H

ortensia

　
紀
元
前
［
二
八
六
年
］
年
　 

平
民
法
は
国
民
全
部
を
支
配
す

此
時
羅
馬
に
法
行
は
る

固
有
法jus civile

　
俗
人
法
に
し
て
羅
馬
人
に
行
は
る 

普
通
法jus gentium

　
族
隷
諸
国
就
中
伊
国
地
方
に 

普
通
な
る
慣
習
を
云
う

普
通
法
を
有
形
の
自
然
法
と
見
倣
し
遂
に
固
有
法
を 

圧
倒
せ
り

第
二
期
に
羅
馬
に
行
は
れ
た
る
法
律
の
種
類

………
…
…
…
一
九
五

第
一
　leges 

法
　
公
法
に
属
す

第
二
　plebiscita 

平
民
法

第
三
　senatus consulta 

元
老
院
令
　 

主
と
し
て
公
法
に
関
す

第
四
　praetoris edicta 

プ
レ
ー
ト
ル
告
受
書

第
五
　leges non scriptae

　
不
文
法
又
は
慣
習
法

第
三
章
　
第
三
期
　
学
説
法
の
時
代

………
…
…
…
…
…
…
…
一
九
六

紀
元
前
一
百
年
よ
り
紀
元
二
百
五
十
年
に
至
る
、
即
ち 

「
シ
セ
ロ
」
の
時
よ
り
「
ア
レ
キ
サ
ン
ド
ル
　
セ
ヴ
ェ
ラ
ス
」
帝

に
至
る

………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
六

皇
帝
の
権
力

………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
七

第
三
期
に
於
て
羅
馬
に
行
れ
た
る
法
律
の
種
類

………
…
…
一
九
八

第
一
　lex 

及
び plebiscita

………
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
八

第
二
　senatus consulta

………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
八

第
三
　constitutiones 

帝
憲

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
八

一
、edicta

　
勅
令

……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
九

二
、m

andata

　
勅
諭

……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
九

三
、decreta

　
勅
裁

………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
九

四
、rescripta

　
勅
答

………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
九

第
四
　praetoris edictum

 

（i.e. edicta praetorum

）　 

プ
レ
ー
ト
ル
告
受
書

………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
九

第
五
　responsa prudentum

　
法
律
家
の
学
説

……
…
二
〇
〇

羅
馬
に
於
る
法
律
五
大
家

………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
〇

P
apinianus

（
八
一
三
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
三
号
（
二
〇
二
〇
年
一
月
）

一
五
二

第
二
　
西
帝
国
に
於
け
る
羅
馬
法
の
運
命

………
…
…
…
二
一
〇

帝
国
と
共
に
亡
ぶ

第
三
　
中
世
羅
馬
法
の
再
興

………
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
一

イ
ル
ネ
リ
ヤ
ス
、
ボ
ロ
ナ
ー
に
講
筵
を
開
く

羅
馬
法
の
欧
州
に
起
こ
り
た
る
は
伊
国
之
を 

近
世
に
伝
へ
た
る
は
仏
国
之
を 

完
全
な
ら
し
め
た
る
は
独
逸
国
な
り

第
四
　
第
十
六
世
紀
の
仏
国
法
律
家

………
…
…
…
…
…
二
一
二

ア
ル
シ
ャ
ス
［
ア
ル
チ
ャ
ー
ト
］、
ブ
ル
ジ
ス
に 

講
筵
を
開
く
キ
ュ
ジ
ャ
ス
之
を
次
ぐ

P
andectae Justinianae in novum

 ordinem
 D

igestae

第
五
　
イ
ス
パ
ニ
ヤ
及
び
ヲ
ラ
ン
ダ
に
於
け
る
羅
馬
法 

………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
四

グ
ロ
シ
ャ
ス
　
ビ
ン
ケ
ル
シ
ョ
ッ
ク

第
六
　
英
国
に
於
る
羅
馬
法

………
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
四

英
法
学
者
の
功
少
し

第
七
　
独
逸
国
に
於
け
る
羅
馬
法

………
…
…
…
…
…
…
二
一
五

ガ
イ
ヤ
ス
の
イ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
ト
、 

セ
ヲ
ド
シ
ヤ
ス
法
典
、 

ウ
ル
ピ
ヤ
ン
著
書
等
を
発
見
せ
る
は
「
皆
独
逸
」
也

羅
馬
法
律
歴
史
終
り

………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
五

P
aulus

U
lpianus

G
aius

M
odestinus

第
三
期
中
の
二
学
派

………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
一

P
roculiani

S
abiniani

ガ
イ
ヤ
ス
発
見
の
困
難

………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
二

第
四
章
　
第
四
期
　
法
典
編
纂
の
時
代
　 

紀
元
二
百
五
十
年
よ
り
紀
元
五
百
五
十
年
に
至
る

……
二
〇
四

政
体
の
変
遷

………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
四

法
律
の
変
遷

………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
五

グ
レ
ゴ
リ
ヤ
ン
・
ヘ
ル
モ
［
ゲ
］
ニ
ア
ン
法
典

………
…
…
二
〇
五

セ
ヲ
ド
シ
ヤ
ス
法
典

………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
六

ジ
ヤ
ス
チ
ニ
ア
ン
法
典

………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
七

第
一
　C

odex

　
第
一
法
典

第
二
　C

odex T
ripetita P

relectiones

　
第
二
法
典

第
三
　D

igesta or P
andecte

　
会
典

第
四
　Institute

　
教
科
書

第
五
　N

ovelle C
onstitutiones

　
新
法

C
orpus Juris C

ivilis

ジ
ヤ
ス
チ
ニ
ア
ン
帝
以
後
羅
馬
法
の
衰
亡
及
び
再
興

………
二
一
〇

第
一
　
東
帝
国
に
於
け
る
羅
馬
法
の
運
命

………
…
…
…
二
一
〇

B
asilica

（
八
一
四
）



穂
積
陳
重
博
士
『
羅
馬
法
講
義
』
総
論
及
び
第
一
編

　羅
馬
法
律
史
（
吉
原
）

一
五
三

律
の
精
心マ

マ

と
も
云
ふ
可
き
な
り
。

此
の
如
く
羅
馬
法
は
近
世
法
律
世
界
を
統
一
せ
し
を
以
て
、

我
々
が
法
律
を
研
究
す
る
の
材
料
と
し
て
尤
も
大
切
な
る
こ
と
は

云
ふ
迠
も
な
く
、
且
［
つ
］
羅
馬
法
の
勢
力
は
未
だ
消き
え

ず
し
て
猶な

ほ

漸
く
将
来
世
界
に
及
ぶ
の
勢
力
な
り
。
予
は
万
法
帰
一
論
を
書
き

し
中
に
云
ひ
し
如
く
此
後
開
明
諸
国
の
法
律
は
羅
馬
法
の
子
孫
た

る
可
し
。 

［
二
丁
表
］

斯
く
大
な
る
勢
力
な
る
故
に
、
予
は
羅
馬
法
を
研
究
す
る
に
当

り
現
今
欧
法
の
淵
源
を
探
り
、
且
つ
羅
馬
法
の
実
績
に
由
り
法
理

学
を
研
究
す
る
の
材
料
と
な
す
積
り
に
て
之
を
研
究
す
る
な
り
。

左
れ
ば
羅
馬
法
を
研
究
す
る
の
理
由
二
あ
り
、
一
は
立
法
上
の
必

要
な
り
、
二
は
法
理
学
上
の
必
要
な
り
。

第
一
　
立
法
上
の
必
要

（
甲
）　
羅
馬
法
は
欧
州
諸
国
現
行
法
の
淵
源
な
り
。

其
故
に
苟
も
欧
州
諸
国
現
行
法
を
理
解
せ
ん
と
な
れ
ば
其
淵
源

に
遡
り
て
羅
馬
法
を
学
ば
ざ
る
を
得
ず
。

抑
も
羅
馬
法
の
完
美
せ
る
は
五
百
年
頃Justinian

帝
の
時
に

し
て
、
其
後
一
旦
帝
国
瓦
壊
と
共
に
其
力
を
失
ひ
し
。
然
る
に

十
二
世
紀
の
頃
に
伊
国
に
イ
ル
ネ
リ
ヤ
スIrnerius

な
る
学
者

あ
り
た
り
。 

［
二
丁
裏
］

羅
馬
法
講
義
筆
記 

［
一
丁
表
］

第
一
巻

総
論

羅
馬
法
の
必
要

羅
馬
帝
国
亡
滅
せ
し
よ
り
千
百
余
年
を
経
過
せ
る
今
日
に
あ
っ

て
何
故
に
此
亡
国
の
法
律
を
研
究
す
る
や
。

此
の
題
は
第
一
に
諸
君
に
説
明
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
の
点
な
ら

ん
と
信
ず
。

彼
の
有
名
な
る
獨
逸
「
イ
エ
リ
ン
［
グ
］」
がS

pirit of 
R

om
an L

aw

［『
ロ
ー
マ
法
の
精
神
』］
の
冒
頭
に
書
し
て
因
り
、

羅
馬
は
三
度
世
界
に
号
令
し
三
度
万
国
を
統
一
せ
り
。
第
一
は
羅

馬
の
隆
盛
の
時
に
当
り
兵
力
を
以
て
（B

y force of arm
s

）
万

国
制
伏
せ
し
め
た
り
し
、
以
て
邦
国
の
統
一
を
為
せ
り
。
第
二
回

は
帝
国
破
壊
の
後
に
於
て
猶
ほ
教
法
の
権け
ん

柄ぺ
い

を
握
り
、
宗
教
の
統

一
を
為
せ
り
。
第
三
回
は
中
世
以
後
欧
州
の
諸
国
を
し
て
相
率
ひ

て
羅
馬
法
を
継
受
せ
し
め
、
以
て
法
律
の
［
一
丁
裏
］
統
一
を
為

せ
り
（R
eception of R

om
an L

aw

［
ロ
ー
マ
法
の
継
受
］）。
此

「
イ
エ
リ
ン
グ
」
は
今
に
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
に
て
羅
馬
法
を
講
義
せ

る
人
に
て
、
此
書
は
只
に
羅
馬
法
の
精
神
の
み
な
ら
ず
、
一
般
法

（
八
一
五
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
三
号
（
二
〇
二
〇
年
一
月
）

一
五
四

律
継
受
に
直
接
間
接
の
二
つ
あ
り
。
而
し
て
直
接
継
受
をdirect 

reception

と
云
ひ
、
間
接
継
受
をindirect reception

と
云
ふ
。

直
接
継
受
と
は
、
他
国
の
法
律
を
取
り
て
直
に
自
国
に
輸
入
す

る
な
り
。
又
間
接
継
受
と
は
、
立
法
の
基
礎
を
他
国
に
採
り
其
精

神
若
く
は
体
裁
等
を
他
国
に
俲な
ら

ふ
を
云
ふ
な
り
。 

［
三
丁
裏
］

羅
馬
法
を
欧
州
に
継
受
し
た
る
と
き
は
羅
馬
尚
ほ
盛
ん
な
る
時

に
限
ら
ず
し
て
其
国
亡
び
て
後
数
百
年
を
歴へ

て
諸
国
之
を
受
け
た

る
な
り
。
然
に
は
兵
力
に
よ
り
優
劣
の
関
係
を
有
せ
し
に
あ
ら
ず
。

只
其
法
の
精
神
発
達
の
整
ふ
を
以
て
拡
が
り
し
も
の
な
り
。
之
れ

羅
馬
法
の
美
質
を
有
す
る
一
証
と
す
べ
し
。
羅
馬
法
は
性
質
上
余

程
優
等
な
る
所
あ
る
を
以
て
、
帝
国
亡
ほ
ろ
び

た
る
後
に
至
り
て
世
に

出
で
し
て
な
り
。
羅
馬
法
の
価
値
あ
る
こ
と
は
亡
び
た
る
後
に
世

界
に
広
が
り
た
り
と
の
事
実
が
之
れ
羅
馬
法
の
美
な
る
一
証
な
り
。

近
世
に
至
り
羅
馬
法
継
受
の
尤
も
著
し
き
も
の
は
仏
のC

ode 
C

ivil

な
り
。
此
の
法
典
の
羅
国
ジ
ヤ
ス
チ
ニ
ヤ
ン
のInstitutes

［『
法
学
提
要
』］
に
俲な

ら

ひ
し
こ
と
は
能
く
人
の
知
る
所
な
り
。

ナ
ポ
レ
オ
ン
は
天
才
を
以
て
諸
国
を
制
伏
せ
し
め
其
国
に
仏
法

を
輸
入
せ
り
。
故
に
仏
法
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
勢
力
と
共
に
欧
州
の

南
部
諸
国
［
四
丁
表
］
に
広
が
り
た
り
し
。
然
る
に
ナ
ポ
レ
オ
ン

亡
ぶ
る
の
後
は
欧
州
の
南
部
諸
国
に
仏
法
を
放
追
せ
ん
と
余
程
熱

之
れ
近
世
の
法
律
家
の
元
祖
と
も
云
ふ
可
き
人
に
し
て
、
彼
れ

は
ボ
ロ
ナ
府
に
大
学
を
起
し
盛
さ
か
ん

に
羅
馬
法
の
研
究
を
初

は
じ
め

た
り
し
。

而
し
て
此
の
イ
ル
ネ
リ
ヤ
ス
氏
の
後
を
称
し
てG

lossators

解

釈
派
と
は
云
ふ
な
り
。
抑
も
此
ボ
ロ
ナ
大
学
が
欧
州
に
羅
馬
法
の

輸
入
せ
る
中な
か

立だ
ち

と
な
り
た
り
。
則
ち
欧
州
諸
国
よ
り
留
学
生
を
此

大
学
に
派
遣
し
或
は
解
釈
派
の
欧
州
に
来
り
な
ぞ
し
て
遂
に
欧
州

諸
国
の
立
法
の
基
礎
を
羅
馬
の
ジ
ヤ
ス
チ
ニ
ヤ
ン
の
法
典
に
採
る

の
勢
と
な
り
し
。
例
へ
ば
彼
の
有
名
な
る
フ
レ
デ
リ
ツ
ク
法
典
の

如
き
は
其
初
め
に
明
に
ジ
ヤ
ス
チ
ニ
ヤ
ン
法
典
の
編
纂
法
に
習
ふ

た
り
と
書
せ
り
。

此
の
如
く
欧
州
諸
国
に
羅
馬
法
を
輸
入
し
又
は
之
に
俲
ひ
て
自

国
の
法
を
立
て
し
を
称
し
て
羅
馬
法
継
受R

eception of R
om

an 
L

aw

と
云
ふ
。 
［
三
丁
表
］

凡
そ
開
化
の
異
り
た
る
諸
国
が
戦
争
若も
し

く
は
商
業
に
よ
っ
て
交

通
を
初
む
る
と
き
は
其
劣
等
な
る
国
に
し
て
優
等
国
の
文
物
を
輸

入
す
る
は
之
れ
通
常
の
現
象
な
り
。
故
に
法
律
に
於
て
も
数
国
交

通
す
る
と
き
は
、
劣
国
は
優
国
の
法
を
継
受
す
る
は
恰
も
水
の
低

き
に
就
く
が
如
き
も
の
な
り
。
此
の
如
く
他
国
の
法
律
を
其
儘
に

輸
入
し
、
或
は
其
外
形
精
心
［
神
］
等
を
輸
入
す
る
を
称
し
て
沿

革
法
理
学
に
てreception

即
ち
継
受
と
云
ふ
。
而
し
て
此
の
法

（
八
一
六
）



穂
積
陳
重
博
士
『
羅
馬
法
講
義
』
総
論
及
び
第
一
編

　羅
馬
法
律
史
（
吉
原
）

一
五
五

米
国
に
於
て
はL

ouisiana

［
ル
イ
ジ
ア
ナ
］
地
方
メ
キ
シ
コ

及
び
南
米
諸
国
は
皆
羅
馬
法
を
継
受
し
た
る
の
国
な
り
。
又
カ
ナ

ダ
及
び
合
衆
国
と
は
英
国
と
同
じ
く
羅
馬
法
を
継
受
せ
し
な
り
。

此
く
羅
馬
法
は
文
明
諸
国
の
法
律
の
基
礎
と
な
り
し
を
以
て
其

文
明
諸
国
の
法
律
を
模
範
と
し
て
自
国
の
法
律
を
編
纂
す
る
東
洋

諸
国
の
時
来
の
法
律
は
必
ず
羅
馬
法
の
末
孫
と
な
る
に
相
違
な
し
。

 

［
五
丁
表
］

（
乙
）　
羅
馬
法
は
国
際
法
の
基
礎
と
な
り
た
り

羅
馬
法
は
独
り
欧
州
諸
国
法
律
の
基
礎
と
為
り
し
の
み
な
ら
ず

国
際
公
法
の
基
礎
と
な
り
し
も
の
な
り
。
初
めH

ugo G
rotius

の
デ
ジ
ュ
レ
ベ
リ
エ
ッ
ト
［
パ
チ
ェ
、D

e jure belli et pace

『
戦
争
と
平
和
の
法
』］
を
著
は
し
国
際
法
の
基
礎
を
置
き
諸
国
行

通
の
条
規
を
論
究
す
る
藩
国
は
悉
く
羅
馬
法
を
参
考
せ
し
な
り
。

何
故
に
羅
馬
法
は
万
国
公
法
の
基
礎
と
な
り
し
や
、
之
れ
如
何

と
な
れ
ば
昔
日
羅
馬
の
藩
国
は
欧
米
諸
国
に
跨
が
り
し
か
ば
、
従

て
羅
馬
国
と
羅
馬
国
属
隷
の
諸
国
と
の
交
通
最
も
繁
忙
な
り
し
。

之
れ
数
国
の
法
律
を
規
定
す
べ
き
元
［
原
］
則
に
富
め
る
を
以
て

な
り
。

第
二
回
　
十
五
日

望
し
て
一
旦
之
を
［
廃
］
し
た
る
国
も
あ
り
た
れ
ど
も
遂
に
之
を

再
用
せ
り
。

斯
の
如
く
羅
馬
法
は
欧
州
諸
国
の
法
律
の
基
礎
と
為
せ
り
。
抑

も
英
人
は
全
体
他
国
の
法
律
を
継
受
せ
る
な
ぞ
の
こ
と
を
云
ふ
は

大
に
好
ま
ざ
る
性
質
な
れ
ば
、
近
代
迄
は
其
事
を
明
言
す
る
人
は

甚
だ
少
な
か
り
し
が
、
近
世
に
至
り
羅
馬
法
の
英
国
に
て
盛
な
り

し
こ
と
及
び
英
法
も
亦
羅
馬
法
の
末
孫
な
る
こ
と
を
発
見
す
る
に

至
れ
り
。
例
へ
ば
英
国
法
律
の
大
家
な
るB

racton, G
ranville

氏
の
如
き
の
著
書
な
ぞ
も
皆
ジ
ヤ
ス
チ
ニ
ヤ
ン
帝
のInstitutes

に
基
き
し
も
の
な
り
。

且
英
国
古
来
の
判
決
例
を
見
る
に
、
英
法
は
盡
く
羅
馬
法
よ
り

出
で
た
る
に
相
違
な
し
。
即
ち
彼
の
附
託
法
［
寄
託
法
］

B
ailm

ent

の
［
四
丁
裏
］leading case

な
るC

oggs v. B
ernard

［1703

］
の
如
き
は
其
判
決
は
盡
く
羅
馬
法
に
基
き
た
り
し
。

M
ansfield

［L
ord, W

illiam
 M

urray, 1705-93

］, H
olt 

［S
ir 

John, C
hief Justice of the K

ing ’s B
ench,1642-1710

］
等
の

大
家
の
裁
判
は
殆
ど
皆
な
羅
馬
法
な
り
。
故
に
当
時
に
在
っ
て
は

英
国
に
て
も
羅
馬
法
の
研
究
尤
も
盛
ん
に
し
てInns of C

ourt

［
イ
ン
ズ
・
オ
ブ
・
コ
ー
ト
、
法
曹
学
院
］
に
て
も
羅
馬
法
の
み
は

特
別
の
試
検
を
行
ふ
位
な
り
。

（
八
一
七
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
三
号
（
二
〇
二
〇
年
一
月
）

一
五
六

イ
ル
ネ
リ
ヤ
ス
死
し
て
羅
馬
法
研
究
一
変
し
て
紀
元
一
千
二
百

五
十
年
頃
よ
り
十
六
世
紀
頃
迄
は
学
者
は
独
り
注
釈
に
止
ま
ら
ず

し
て
、
此
法
の
欧
州
に
入
り
込
み
た
る
よ
り
以
来
如
何
な
る
変
遷

を
経
過
せ
し
や
を
研
究
す
る
に
至
れ
り
。
而
し
て
此
［
の
］
学
派

を
称
し
て
後
の
註
釈
派
と
云
ふ
な
り
。
当
時
欧
州
諸
国
は
盛
に
此

法
を
継
受
し
た
る
が
故
に
此
［
の
］
法
に
精
し
き
学
者
を
要
す
る

に
至
れ
り
。
此
に
於
て
或
は
諸
国
よ
り
ボ
ロ
ナ
［
ー
］
府
に
留
書

生
を
派
遣
し
或
は
註
釈
派
諸
学
士
を
自
国
に
迎
へ
之
を
教
授
せ
し

め
た
り
し
見
に
於
て
羅
馬
法
学
は
諸
国
に
伝
播
せ
り
。
当
時
羅
馬

法
学
を
諸
国
に
及
ぼ
す
に
功
あ
り
し
は
、
仏
国
のJacques 

C
ujas 

千
五
百
廿
二

年
─
九
十
年

［
六
丁
裏
］、
独
逸
国K

arpzov, P
ufendorf, 

［
英

国
］V

accarius, B
racton, G

ranville

［
な
り
］。

英
国
に
て
も
伊
国
の
僧V

accarius

な
る
人
、P

andects

（D
igest

）
法
典
を
持も

ち

来
り
、O

xford

大
学
に
て
講
筵
を
開
け
り
。

其
後
英
国
に
於
て
は
羅
馬
法
を
研
究
す
る
を
禁
ず
る
の
法
令
出
で

た
れ
ど
も
、
一
旦
入
り
込
み
た
る
勢
力
は
消
滅
せ
ず
し
て

G
ranville

及
びB

racton

な
ぞ
のtextbook

も
皆
羅
馬
法
の
主

義
に
基
け
り
。

此
の
如
く
欧
州
諸
国
に
於
て
は
独
り
羅
馬
法
を
継
受
し
た
る
の

み
な
ら
ず
其
学
を
も
継
受
せ
る
な
り
。

第
二
　
法
学
上
の
必
要

羅
馬
法
は
何
故
に
法
学
上
に
必
要
な
り
や
と
云
ふ
に
、
近
世
欧

州
の
［
五
丁
裏
］
現
行
法
律
は
少
な
く
と
も
多
数
は
羅
馬
法
よ
り

来
り
し
も
の
に
し
て
、
皆
其
子
法
な
れ
ば
な
り
。

抑
も
羅
馬
法
律
は
帝
国
の
時
代
に
は
盛
な
り
し
が
、
旧
帝
国
の

滅
亡
と
共
に
其
勢
力
を
失
ひ
た
り
し
。
然
る
に
十
二
世
紀
に
至
り

伊
国
ボ
ロ
ナ
府
に
一
の
法
律
大
学
校
を
設
立
し
、
一
千
百
年
よ
り

一
千
百
十マ
マ八

年
頃
に
至
る
迄
、
専
ら
法
典
を
註
釈
し
以
て
学
生
を

教
授
し
た
り
し
。
但
し
羅
馬
法
の
法
典
と
はC

orpus juris 
C

ivilis

に
し
て
ボ
ロ
ナ
大
学
設
立
家
な
るIrnerius

は
之
に
註

解
を
為
せ
し
な
り
。

此
に
於
て
羅
馬
法
再
び
欧
州
諸
国
に
勢
力
を
得
た
り
し
。
而
し

て
当
時
勢
を
得
た
り
し
諸
蛮
族
の
法
律
を
圧
倒
せ
り
。
左
れ
ば
ボ

ロ
ナ
［
ー
］
大
学
校
は
法
律
学
中
興
の
大
学
校
と
も
称
す
可
き
に

し
て
、
仏
国
学
者
の
ル
ミ
ニ
ェ
ー
氏
の
如
き
は
同
氏
の
仏
律
歴
史

の
内
に
も
羅
馬
法
の
産
地
な
る
伊
大
利
国
［
六
丁
表
］
は
同
法
再

興
の
舞
台
た
る
の
美
誉
を
得
た
り
と
。

イ
ル
ネ
リ
ヤ
ス
は
羅
馬
法
典
の
註
釈
に
止
ま
れ
り
故
に
世
人
之

を
称
し
て
註
釈
派
と
云
ふ
。
斯
の
如
く
初
め
は
法
典
註
釈
に
止
り

た
れ
ど
も
之
れ
よ
り
後
に
至
り
て
法
律
の
原
理
を
解
く
に
至
れ
り
。

（
八
一
八
）



穂
積
陳
重
博
士
『
羅
馬
法
講
義
』
総
論
及
び
第
一
編

　羅
馬
法
律
史
（
吉
原
）

一
五
七

る
が
上
に
実
用
も
疎
か
ら
ず
、
故
に
分
析
法
理
学
に
取
り
て
は

甚
だ
貴
重
な
る
材
料
な
り
。

（
乙
）
羅
馬
法
は
近
世
文
明
諸
国
の
法
律
の
基
礎
た
る
を
以
て
、

一
度
之
を
学
び
た
る
後
は
真
に
究
易
く
諸
国
の
法
律
を
学
ぶ
を

得
べ
し
、
故
に
之
を
基
と
し
て
諸
国
法
律
を
比
較
す
る
に
得
る

な
り
。
然
れ
ば
羅
馬
法
は
比
較
法
学
に
も
亦
貴
重
な
る
材
料
と

云
ふ
可
し
。

（
丙
）
羅
馬
法
は
其
発
達
生
の
年
よ
り
発
達
死
亡
に
至
る
迄
一
代

記
を
為
す
も
の
な
り
、
故
に
歴
史
法
学
研
究
に
は
他
に
比
類
な

き
良
材
料
な
り
。

（
丁
）
羅
馬
法
は
前
述
の
如
く
国
際
法
の
材
料
と
為
り
し
も
の
な

れ
ば
、
国
際
法
を
究
た
る
も
の
に
も
貴
重
な
る
参
考
な
り
。 

 

［
八
丁
表
］

以
上
述
べ
た
る
所
は
立
法
上
学
理
と
羅
馬
法
研
究
の
大
切
な
る

こ
と
の
最
な
る
も
の
な
り
、
予
曽
て
世
界
中
の
法
律
を
分
別
し
て

五
大
法
と
為
せ
る
こ
と
あ
り
。
即
ち
印
度
法
族
、
支
那
法
族
、

回
々
法
族
（
、
ペ
ル
シ
ヤ
、
イ
ン
ド
、
ト
ル
ク
）
英
国
法
及
び
羅

馬
法
族
之
れ
な
り
。
而
し
て
此
五
大
族
の
内
自
然
の
淘
汰
あ
り
て

或
は
其
法
律
の
範
囲
の
縮
小
す
る
あ
り
拡
張
す
る
あ
り
て
、
遂
に

世
界
の
法
族
は
羅
馬
法
族
に
一
統
す
る
な
ら
ん
と
の
こ
と
を
述
論

其
後
羅
馬
法
研
究
の
力
を
三
変
し
て
其
研
究
法
は
一
方
に
於
て

は
羅
馬
法
を
材
料
と
し
て
法
律
に
関
す
る
諸
観
念
を
研
究
し
、
一

方
に
於
て
は
其
法
を
材
料
と
し
て
法
律
沿
革
の
道
理
を
究
政
す
る

の
学
派
［
七
丁
表
］
を
生
ぜ
り
。
近
世
歴
史
法
学
派
の
初
祖
な
る

独
逸
国
の
「
ザ
ビ
ニ
ー
」
氏
の
如
き
は
羅
馬
法
を
以
て
其
材
料
と

為
せ
り
。
又
近
世
歴
史
法
学
派
の
「
メ
ー
ン
」
氏
の
如
き
も
此
法

を
以
て
立
論
の
基
礎
と
せ
り
。

又
分
析
法
理
学
を
盛
大
に
起
し
た
り
し
ゼ
オ
ン
　
ヲ
ー
ス
チ
ン

氏
の
如
き
も
其
材
料
は
悉
く
羅
馬
法
に
採
れ
り
。
只
法
律
学
派
の

中
に
於
て
究
理
を
論
ず
る
自
然
法
学
派
の
み
羅
馬
法
の
実
歴
を
頼

ま
ざ
る
の
み
。

之
に
依
り
て
見
れ
ば
羅
馬
法
の
研
究
は
独
り
近
世
諸
国
の
法
律

羅
馬
よ
り
伝
来
せ
り
と
の
過
去
の
理
由
の
み
に
在
ら
ず
し
て
、
羅

馬
法
は
過
去
に
於
け
る
も
時
来
に
於
け
る
も
法
律
学
と
称
す
る
建

物
を
建
築
す
る
に
は
欠
く
可
か
ら
ざ
る
の
材
料
な
り
と
謂
ふ
べ
し
。

予
は
之
れ
よ
り
其
完
美
な
る
点
を
列
挙
す
可
し
。

（
甲
）
羅
馬
法
は
之
と
哲
学
者
に
し
て
実
際
家
を
兼
ち
た
る
者
の

手
に
［
七
丁
裏
］
成
り
し
も
の
に
し
て
（C

ato, C
icero, 

G
reek S

toioc S
chool

）、
其
用
語
甚
だ
厳
正
な
り
、
又
其
編

纂
批
判
の
方
法
も
亦
能
く
整
へ
り
、
且
つ
原
則
に
余
程
富
み
た

（
八
一
九
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
三
号
（
二
〇
二
〇
年
一
月
）

一
五
八

に
て
序
述
法
を
得
た
る
も
の
は
歴
史
家
「
ギ
ボ
ン
」
氏
の
羅
馬
帝

国
盛
衰
記
中
の
法
律
沿
革
論
之
れ
な
り
。

同
氏
は
羅
馬
の
法
律
歴
史
を
四
つ
に
分
て
り
。

第
一
期
は
羅
馬
建
国
よ
り
十
二
銅
表
の
時
に
至
［
る
］、
即
ち

紀
元
前
七
百
五
十
年
よ
り
四
百
五
十
年
迄
に
至
る
。
此
時
代
は
不

文
法
の
時
代
に
し
て
未
だ
成
文
法
の
制
定
な
し
、
国
民
の
所
為
に

関
す
る
法
律
は
過
半
慣
習
に
て
定
ま
れ
り
。

第
二
期
は
十
二
銅
表
制
定
よ
り
「
シ
セ
ロ
ー
」
の
時
代
に
至
る
、

即
ち
紀
元
前
四
百
五
十
年
よ
り
紀
元
前
百
年
に
至
る
な
り
。
此
時

代
は
称
し
て
成
文
法
の
時
代
と
は
云
ふ
な
り
。
羅
馬
に
於
て
初
て

十
二
銅
表
の
制
定
あ
り
、
其
後
国
会
に
於
て
往
々
成
文
法
を
発
布

せ
り
。 

［
九
丁
裏
］

第
三
期
は
「
シ
セ
ロ
ー
」
の
時
代
よ
り
「
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
　
セ

ベ
ラ
ス
」
の
時
代
に
至
る
、
即
ち
紀
元
前
百
年
よ
り
紀
元
二
百

五
十
年
に
至
る
。
此
時
代
は
成
文
法
発
達
の
時
代
と
も
云
ふ
べ
き

な
り
。

羅
馬
社
会
の
進
歩
す
る
に
従
ひ
、
往
々
十
二
銅
表
及
び
其
他
此

に
少
の
成
文
法
を
以
て
社
会
万
般
の
事
を
規
定
す
る
に
は
不
充
分

と
な
り
、
故
に
或
は
成
文
法
を
解
釈
敷
衍
或
は
学
者
の
論
説
法
庭

［
廷
］
の
裁
判
等
を
以
て
成
文
法
の
欠
点
を
補
ひ
以
て
法
律
を
し

せ
り
。

「
メ
ー
ン
」
氏
古
代
法
理
学
に
曰
く
、
我
輩
の
羅
馬
法
の
研
究

を
必
要
と
為
す
所
以
は
独
り
英
国
の
之
を
継
受
し
た
る
が
故
な
り

の
み
に
あ
ら
ず
、
他
日
両
国
の
法
律
は
遂
に
一
と
帰
す
べ
き
者
な

れ
ば
な
り
。
独
り
両
国
の
法
律
一
途
に
帰
す
べ
き
が
故
の
み
に
在

ら
ず
、
万
国
法
律
幼
稚
の
時
に
在
り
て
如
何
程
其
性
質
を
異
と
す

る
と
も
、
其
発
達
す
る
に
従
ひ
、
漸
く
其
規
を
一
に
す
べ
き
［
八

丁
裏
］
を
以
て
な
り
と
。
之
を
要
す
る
に
羅
馬
法
は
一
方
よ
り
見

れ
ば
過
去
の
法
律
に
し
て
一
方
よ
り
見
れ
ば
現
在
の
法
と
云
ふ
可

く
、
又
之
を
未
来
の
法
律
と
云
ふ
も
過
言
に
あ
ら
ざ
る
べ
き
な
り
。

今
日
よ
り
見
れ
ば
羅
馬
法
は
一
時
の
法
典
と
し
て
貴
重
の
み
な

ら
ず
其
歴
史
頗
る
貴
重
な
り
、
故
に
予
は
中
頃
歴
史
を
述
び
、
中

頃
よ
り
規
則
正
し
く
羅
馬
法
を
研
究
す
可
し
。

第
一
編
　
羅
馬
法
律
史

前
述
の
如
く
羅
馬
法
は
一
の
完
全
な
る
法
律
歴
史
を
邑
［
有
］

す
る
も
の
に
し
て
、
其
法
律
の
起
原
よ
り
帝
国
と
共
に
滅
亡
し
た

る
迄
の
法
律
の
一
代
紀
を
為
す
故
に
、
先
づ
其
沿
革
を
見
る
こ
と

尤
も
大
切
な
り
。 

［
九
丁
表
］

羅
馬
法
の
歴
史
を
論
じ
た
る
書
籍
頗
る
多
し
と
雖
ど
も
、
其
中

（
八
二
〇
）
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　羅
馬
法
律
史
（
吉
原
）

一
五
九

に
せ
る
と
云
ふ
事
に
て
、
其
結
果
は
遂
に
十
二
銅
表
と
為
れ
り
。

之
れ
よ
り
し
て
平
民
己お
の

れ
の
権
利
あ
る
こ
と
を
知
る
に
至
れ
り
。

成
文
法
の
出
で
た
る
後
は
必
ず
之
を
解
釈
敷
衍
す
る
の
必
要
生

ず
る
な
り
。
如
何
と
な
れ
ば
成
文
法
な
る
も
の
は
不
動
に
結
晶
し
ょ
を

せ
り
、
之
れ
非
常
に
国
法
を
尊
重
し
て
俄
に
之
を
変
更
す
る
能
は

ざ
れ
ば
な
り
。
左
れ
ば
学
者
及
び
法
庭
［
廷
］
に
於
て
は
斯
る
法

律
を
は
拡
張
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
又
何
れ
の
国
に
て
も

成
文
法
の
発
達
せ
る
と
き
はcodification

の
必
要
も
亦
従
て
生

ず
べ
し
。
彼
の
英
法
の
如
き
も
頃
日
に
至
り
て
は
之
をcodify

す
る
の
傾
あ
り
。

第
一
章
　
第
一
期
　
不
文
法
の
時
代

紀
元
前
七
百
五
十
年
よ
り
四
百
五
十
年
に
至
る

羅
馬
建
国
以
来
の
国
体
は
有
限
君
主
制
な
り
。
君
主
はrex

と

［
十
一
丁
表
］
称
し
国
会com

itia curiata

に
選
挙
さ
れ
終
身
其

職
に
在
る
も
の
な
り
。rex

は
独
り
政
治
上
の
み
な
ら
ず
宗
教
上

の
最
高
権
を
有
せ
し
な
り
。
又
此
君
主
の
外
元
老
院
即
ち

S
enatus

あ
り
て
専
ら
議
定
に
寄
与
せ
り
。
又
元
老
院
の
外
に

com
itia curiata

国
会
あ
り
て
君
主
選
挙
及
び
君
主
の
発
布
せ
る

法
律
を
認
可
す
る
の
権
を
有
せ
り
。
羅
馬
建
国
の
初
め
人
民
を
別

つ
て
三
族
と
為
せ
り
、R

am
nes, T

ities, L
uceres

之
れ
な
り
。

て
社
会
の
進
歩
に
伴
は
せ
し
め
た
り
し
。

第
四
期
は
「
ア
レ
キ
サ
ン
ド
ル
　
セ
ベ
ラ
ス
」
時
代
よ
り
「
ジ

ヤ
ス
チ
ニ
ヤ
ン
」
帝
の
時
代
に
至
る
。
即
ち
法
典
編
製
の
時
代
と

も
云
ふ
可
き
な
り
。
羅
馬
の
成
文
法
も
其
数
を
増
し
学
者
の
論
説

法
庭
［
廷
］
の
裁
判
も
沢
山
と
は
な
り
た
り
。
此
に
於
て
か
之
を

一
編
の
法
典
に
編
纂
す
る
の
必
要
生
じ
、
遂
に
［
十
丁
表
］
千
五

［
→
五
百
］
年
頃
に
至
り
「
ジ
ヤ
ス
チ
ニ
ヤ
ン
」
帝
は
羅
馬
法
律

全
典
編
纂
大
業
を
為
遂
ぐ
る
に
至
れ
り
。

抑
も
右
の
区
別
は
実
に
要
用
に
し
て
羅
馬
法
を
攻
究
す
る
に
は

尤
も
大
切
な
り
。
又
斯
く
の
如
く
此
四
段
の
区
別
は
独
り
羅
馬
法

の
み
な
ら
ず
諸
国
法
律
皆
此
四
段
の
変
遷
を
経
る
も
の
な
り
。

偖さ
て

右
歴
史
の
分
ち
方
種
々
な
れ
ど
も
「
ギ
ボ
ン
」
氏
尤
も
正
し

き
様
な
り
。

何
れ
の
国
に
て
も
初
め
よ
り
文
字
あ
る
筈
な
け
れ
ば
皆
不
文
法

の
時
代
よ
り
起
る
な
り
。
羅
馬
に
於
て
も
亦
斯
の
如
し
。
而
し
て

斯
る
時
代
に
在
っ
て
は
法
を
知
れ
る
も
の
は
僧
徒
に
非
ら
ざ
れ
ば

朝
庭
［
廷
］
に
出
る
貴
族
等
の
み
な
り
。
而
し
て
斯
の
如
き
利
器

を
掌
中
に
握
れ
る
も
の
必
ず
専
横
の
傾
あ
る
は
勢
止
む
を
得
ざ
る

所
な
り
。
左
れ
ば
に
や
羅
馬
国
に
於
て
は
貴
族
平
民
の
争
起
れ
り
。

而
し
て
其
争
の
不
平
の
一
つ
は
貴
族
法
律
を

肆
ほ
し
い
ま
ま

［
十
丁
裏
］

（
八
二
一
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
三
号
（
二
〇
二
〇
年
一
月
）

一
六
〇

［
十
二
丁
表
］
五
年
毎
に
検
査
し
て
階
級
を
改
む
。
而
し
て
財
産

を
基
礎
と
し
て
新
し
（
い
）
第
二
国
会
を
起
せ
り
。
之
れ
を
称
し

てcom
itia centuriata

と
云
へ
り
。
而
し
て
国
会
に
於
て
投
票

権
も
財
産
の
高
に
依
り
多
少
の
別
あ
り
。
故
に
「
セ
ン
チ
ュ
リ
ヤ

タ
」
国
会
に
於
て
は
貴
族
平
民
の
別
な
く
財
産
高
を
以
て
標
準
と

為
せ
る
が
故
に
、
平
民
と
雖
ど
も
財
産
を
有
す
る
も
の
は
政
権
を

有
す
る
に
至
れ
り
。
之
れ
希
臘
に
於
て
「
タ
イ
モ
ク
ラ
シ
イ
」
即

ち
財
産
制
［
政
］
な
る
も
の
な
り
。
而
し
て
之
れ
平
民
政
治
上
の

権
利
を
得
た
る
第
一
段
な
り
。

此
新
法
を
称
し
て
後
世
「
セ
ル
ビ
ヤ
ン
、
コ
ン
ス
チ
チ
ュ
ー
シ

ヨ
ン
」
と
は
云
ふ
な
り
、
是
に
於
て
従
来
の
国
会
の
政
権
は
第
二

国
会
「
セ
ン
チ
ュ
リ
ヤ
タ
」
に
遷
れ
り
。

第
二
国
会
「
セ
ン
チ
ュ
リ
ヤ
タ
」
は
宣
戦
媾
和
の
権
、
高
等
官

選
任
の
［
十
二
丁
裏
］
権
、
法
律
制
定
の
権
、
刑
事
裁
判
の
権
等

を
有
し
第
一
国
会
「
キ
ユ
リ
ヤ
タ
」
は
宗
教
に
関
す
る
権
と
法
律

に
宗
教
上
に
制
可
を
与
ふ
る
の
権
に
止
ま
れ
り
。

凡
そ
社
会
は
宗
教
督
制
よ
り
兵
力
督
制
の
制
に
至
る
を
通
常
の

順
序
な
り
。
而
し
て
羅
馬
のS

ervius T
ullius

の
と
き
は
尤
も

著
し
き
例
な
ら
ん
。

抑
も
第
一
国
会
は
血
統
に
基
き
祭
司
を
司
さ
ど
り
政
事
を
司
さ

而
し
て
各
族
即
ちtribe

を
分
ち
部curiae

と
為
し
各
「
キ
ユ
ー

リ
エ
」
を
分
ち
てgentes

と
為
す
。
故
に
当
時
羅
馬
に
於
て
は

三
族
を
分
ち
三
十
部
に
再
別
し
、
更
に
三
百
「
ゼ
ン
チ
ス
」
に
分

類
せ
り
。
而
し
て
各
「
ゼ
ン
チ
ス
」
の
長
を
以
て
元
老
院
議
官
と

為
す
。
而
し
て
各
「
ゼ
ン
チ
ス
」
を
組
織
す
る
家
族
長
を
以
て

com
itia curiata

を
組
織
せ
り
。 

［
十
一
丁
裏
］

後
年
に
於
て
羅
馬
人
は
其
の
府
外
に
居
住
す
る
「
ラ
チ
ン
」
人

種
を
制
服
し
た
り
し
、
茲
に
於
て
従
来
の
み
族
を
以
て
貴
族
と
為

し
、
新
に
制
伏
し
た
る
も
の
を
以
て
平
民P

lebian

と
為
せ
り
。

此
の
如
く
貴
族
平
民
の
区
別
生
し
て
よ
り
以
来
国
家
の
政
権
悉
く

貴
族
に
属
し
、
平
民
は
少
し
も
之
に
寄
与
す
る
の
権
な
か
り
し
。

然
る
に
羅
馬
国
の
兵
力
稍
盛
大
と
為
り
、
其
版
図
漸
く
広
張
す
る

に
従
い
、
新
旧
人
民
の
人
口
の
割
合
大
に
異
な
る
に
至
り
初
め
て

大
変
革
を
見
る
に
至
れ
り
。

固
有
人
民
は
著
し
き
増
加
は
な
き
も
数
に
限
り
あ
り
。
而
る
に

平
民
は
帝
国
の
広
ま
る
に
従
ひ
増
加
し
随
て
勢
力
あ
る
に
至
れ
り
。

茲
に
於
て
人
民
階
級
を
改
正
す
る
の
必
要
再
び
起
り
「
セ
ル
ビ
ア

ス
　
タ
リ
ヤ
ス
」［
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
・
ト
ゥ
リ
ウ
スS

ervius 
T

ullius

］
は
新
に
羅
馬
全
国
を
区
別
し
て
人
民
を
三
十
「
ツ
ラ

イ
ブ
」
に
別
て
り
。
且
つ
人
民
貧
富
に
応
し
之
を
六
級
に
別
ち

（
八
二
二
）



穂
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　羅
馬
法
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史
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一
六
一

praetor

　
な
る
官
を
置
き
民
事
訴
訟
を
司
さ
ど
ら
し
め

censor

　
を
置
き
戸
籍
凡
俗
事
務
を
委
任
し

aedile

　
を
以
て
警
察
の
官
を
司
ど
ら
し
め

qu

［a

］estor

　
に
命
じ
て
租
税
の
事
を
司
ら
し
む
。

然
る
に
右
の
高
等
の
内
「
エ
ダ
イ
ル
」
を
除
く
の
外
は
悉
く
貴

族
之
に
任
用
せ
ら
れ
、
平
民
は
之
に
任
ぜ
ら
る
る
こ
と
を
得
ざ
り

し
。
左
れ
ば
当
時
の
政
事
は
譬
ひ
名
は
民
政
な
り
と
雖
ど
も
、
其

実
や
は
り
豪
族
政
事
な
り
し
。
之
れ
貴
族
の
富
に
し
て
且
賢
な
り

し
に
よ
る
な
り
。

平
民
は
「
コ
ミ
シ
ヤ
セ
ン
チ
ュ
リ
ヤ
タ
」
に
於
て
多
少
参
政
の

権
を
有
せ
ど
も
固
よ
り
同
国
会
は
財
産
に
基
き
た
る
国
会
な
る
を

以
て
其
実
力
は
専
ら
貴
族
に
帰
し
た
り
し
。 

［
十
四
丁
表
］

斯
の
如
き
有
様
な
れ
ば
平
民
の
不
平
止
と
ど
ま

る
こ
と
無
く
、
建
国

後
二
百
六
十
年
に
至
り
平
民
は
遂
に
羅
馬
府
外
の
「
ア
ベ
ン
チ
ー

ン
」
山
に
集
合
し
貴
族
に
迫
り
、
左
の
三
事
を
要
求
せ
り
。
即
ち
、

第
一
　
従
来
平
民
に
対
す
る
負
債
を
一
切
帰
却
す
る
こ
と

第
二 

　
二
人
の
「
ツ
リ
ビ
ユ
ン
」
官
を
置
き
専
ら
平
民
の
利
益
を

保
護
せ
し
む

第
三
　
現
任
の
「
コ
ン
サ
ル
」
官
を
火
刑
に
処
す
る
こ
と

此
三
ヶ
条
を
要
求
し
遂
に
前
二
ヶ
条
の
承
諾
を
得
る
に
至
り
て

ど
り
し
。
而
し
て
第
二
に
起
り
し
「
コ
ミ
シ
ヤ
、
セ
ン
チ
ュ
リ
ヤ

タ
」
は
財
産
に
基
き
兵
制
及
び
政
事
を
為
し
た
り
し
。

何
れ
の
国
の
古
き
歴
史
記
録
を
読
む
に
皆
一
様
の
現
象
を
見
出

す
る
も
の
に
し
て
僧
侶
皆
初
め
に
は
非
常
の
勢
力
を
持
つ
も
の
に

し
て
社
会
稍
や
進
歩
す
る
に
従
ひ
宗
教
兵
力
の
二
つ
各
分
離
す
る

な
り
。
而
し
て 

［
十
三
丁
表
］

羅
馬
の
「
セ
ル
ビ
ヤ
ン
　
コ
ン
ス
チ
ユ
ー
シ
ヨ
ン
」
は
其
尤
も

著
し
き
段
落
た
る
所
た
り
。
右
の
二
国
会
に
作
り
た
り
し
古
代
の

法
律
はP

apirius

［
前
五
〇
〇
年
頃
の
大
神
官
］
な
る
僧
侶
之

を
編
纂
せ
り
と
雖
ど
も
後
世
迄
は
存
在
せ
ず
。

羅
馬
王
国
は
建
国
後
二
百
四
十
二
年
に
「
タ
ー
キ
ナ
ス
」
王

T
arquinus

を
追
ひ
共
和
政
治
を
建
て
二
人
の
「
コ
ン
サ
ル
」
を

貴
族
よ
り
挙
げ
之
に
政
事
の
最
高
権
を
依
託
せ
り
。

而
し
て
「
コ
ン
サ
ル
ス
」［consules

］
はsenatus
及
び

com
itia

を
徴
集
しsenatus

の
議
長
と
な
り
又
元
老
院
の
議
決

を
執
行
す
る
の
権
を
持
せ
り
。
然
れ
ど
も
羅
馬
は
常
に
外
国
と
の

戦
争
絶
へ
ず
。
而
し
て
「
コ
ン
サ
ル
」
は
兵
馬
の
権
を
握
り
た
り

し
こ
と
な
れ
ば
屢
外
国
に
行
か
ざ
る
可
か
ら
ず
。
故
に
遂
に
己
れ

の
職
務
の
一
分
部
を
分
つ
て
他
人
に
委
任
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
の

［
十
三
丁
裏
］
場
合
に
立
至
れ
り
。
此
に
於
て
…
…

（
八
二
三
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
三
号
（
二
〇
二
〇
年
一
月
）

一
六
二

し
て
神
意
の
あ
る
所
を
占
わ
し
め
以
て
裁
判
せ
し
な
り
と
。
又
羅

馬
に
は
憲
法
上
長
は
宗
教
の
長
に
し
て
又
政
事
の
最
高
権
を
握
り

た
る
を
見
て
も
知
る
可
し
。

斯
の
如
く
宗
教
法
律
相
混
同
す
る
は
何
れ
の
国
に
て
も
元
初
会

社
の
通
則
に
し
て
宗
教
書
籍
中
に
法
律
あ
る
を
見
て
も
知
る
可
き

な
り
。
印
度
の
「
メ
ニ
ュ
ー
」［
マ
ヌ
］
の
法
律
は
其
初
と
。「
リ

カ
ル
グ
ス
」［
リ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
］
の
法
律
は
「
ジ
ュ
ピ
タ
ー
」
神

よ
り
得
た
り
と
称
し
。
斯
く
何
れ
の
国
に
て
も
皆
同
一
の
現
象
を

見
る
可
し
。
即
ち
羅
馬
国
に
て
も
建
国
の
初
め
に
は
皆
神
授
法
な

り
。 

［
十
五
丁
裏
］

十
二
銅
表

凡
そ
不
文
法
の
時
代
に
て
は
其
法
律
は
人
民
一
般
に
之
を
知
る

能
わ
ざ
る
を
以
て
当
時
法
律
を
知
り
し
も
の
は
非
常
に
其
権
力
を

保
ち
た
り
し
。
左
れ
ば
羅
馬
国
に
て
も
当
時
貴
族
平
民
と
の
間
に

は
次
の
如
き
関
係
あ
り
た
り
し
。

第
一
　
貴
族
は
法
律
の
智
識
を
有
し
而
し
て
平
民
は
之
を
知
ら
ず

第
二
　
貴
族
は
債
主
に
し
て
平
民
は
負
債
主
な
り

第
三
　
貴
族
は
地
主
に
し
て
平
民
は
借
主
な
り

而
し
て
貴
族
は
法
律
の
智
識
を
専
ら
に
せ
し
を
以
て
、
若
し
貴

族
と
平
民
中
に
財
産
上
の
争
等
の
起
る
場
合
に
は
、
貴
族
は
屡
々

事
止
み
た
り
。
此
に
於
て
「
ツ
リ
ビ
ユ
ン
」
官
起
り
又
全
く
平
民

よ
り
組
織
す
る
第
三
国
会
即
ち
「
コ
ミ
シ
ヤ
ツ
リ
ビ
ュ
ー
タ
」
起

れ
り
。
之
れ
実
に
平
民
国
会
な
り
。

而
し
て
「
ツ
リ
ビ
ユ
ン
」
官
は
「
コ
ン
サ
ル
」
及
び
元
老
院
の

出
し
た
る
法
令
に
［
十
四
丁
裏
］
対
し
てV

eto

（I forbid

）
即

ち
不
認
可
又
は
拒
絶
の
権
を
持
ち
た
り
し
か
ば
平
民
に
不
便
不
利

な
る
法
は
悉
く
之
を
改
定
せ
り
。
又
「
ツ
リ
ビ
ユ
ン
」
官
は
後
に

至
り
て
立
法
権
を
も
得
る
に
至
れ
り
。
之
に
よ
り
て
見
れ
ば

S
ervian C

onstitution

は
平
民
の
政
権
を
得
る
の
第
一
手
段
に

し
て
「
ツ
リ
ビ
ユ
ン
」
官
及
び
「
ツ
リ
ビ
ユ
ン
」
国
会
の
設
立
は

之
れ
第
二
手
段
な
り
。

其
後
平
民
権
益
す
伸
張
し
て
紀
元
前
四
百
七
十
年
頃
に
は
「
ツ

リ
ビ
ユ
ン
」
官
を
五
人
と
な
し
、
紀
元
前
四
百
五
十
七
年
の
に
は

又
之
を
増
し
て
十
人
と
為
す
に
至
れ
り
。

羅
馬
法
律
歴
史
の
第
一
期
に
在
り
て
は
宗
教
法
律
の
区
別
未
だ

分
明
な
ら
ず
し
て
（
何
れ
の
国
も
亦
然
り
）
其
初
に
当
り
法
律
は

神
命
な
り
と
の
［
十
五
丁
表
］
考
へ
を
持
し
た
り
し
。

「
ス
ペ
ン
サ
ー
」
氏
の
社
会
学
に
云
ふ
所
に
よ
れ
ば
、
羅
馬
の

「
ヌ
マ
」
王
は
「
エ
ジ
リ
ア
」 E

geria

な
る
神
よ
り
法
律
を
受
け

た
り
し
。
而
し
て
之
を
適
用
す
る
も
の
は
占
卜
者
（ordal

）
を

（
八
二
四
）
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六
三

不
朽
を
形
象
す
［
る
］
も
の
な
り
。

有
名
な
る
十
二
銅
表
も
初
め
は
十
表
を
作
り
、
翌
年
二
表
を
作

り
合
せ
て
十
二
銅
表
を
為
せ
る
な
り
。

抑
も
法
律
制
定
は
国
家
の
大
改
革
に
次
ぐ
も
の
に
し
て
之
れ
一

大
原
則
な
り
。

羅
馬
に
て
も
国
内
大
乱
の
後
初
は
じ
め

て
十
二
銅
表
出
来
た
り
し
な
り
。

 

［
十
七
丁
表
］

欧
州
蹂
躙
の
後
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
」
法
典
出
来
、
ビ
ス
マ
ー
ク
独

逸
帝
国
を
制
定
し
た
る
後
、
英
国
の
「
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
」、
徳
川

家
康
戦
争
後
の
百
ヶ
条
、
又
韓
の
［
八
条
禁
法
］
の
三
条
の
法
も

皆
然
ら
ざ
る
は
な
し
。

之
れ
大
乱
後
は
之
を
治
め
ざ
る
可
か
ら
ず
。
而
し
て
治
世
の
策

中
第
一
に
着
手
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
も
の
は
之
れ
法
律
な
れ
ば
な

り
。何

時
何
国
の
歴
史
を
見
る
も
亦
然
り
。
而
し
て
羅
馬
十
二
銅
表

は
着
し
き
例
な
り
。

羅
馬
の
十
二
銅
表
は
永
くF

orum

に
掲
げ
あ
り
し
が
、
帝
国

の
末
「
ゴ
ー
ル
」
の
進
入
の
と
き
一
旦
無
く
な
り
し
、
其
れ
が
為

め
今
日
に
至
る
迄
其
法
令
の
全
文
存
在
せ
ず
。
而
し
て
今
日
に
至

る
迄
遺
有
せ
る
も
の
は
主
と
し
て
独
逸
の
羅
馬
法
学
者
の
非
常
に

法
律
を
曲
げ
た
れ
ど
も
平
民
は
之
を
知
る
に
由
な
か
り
し
。

右
の
如
き
有
様
な
り
し
を
以
て
貴
族
平
民
と
の
争
は
益
結
ん
で

解
け
ざ
り
し
。
而
し
て
此
時
に
当
り
文
字
の
使
用
既
に
盛
ん
に
な

り
、
平
民
［
十
六
丁
表
］
に
て
も
文
字
を
了
解
す
る
を
も
の
多
き

に
至
り
し
を
以
て
、
貴
族
平
民
の
争
あ
る
毎
に
平
民
は
貴
族
に
迫

り
法
律
を
筆
記
し
て
之
を
人
民
に
示
す
べ
し
と
迫
り
た
り
し
。

内
乱
数
回
の
後
、
終
に
法
律
を
告
布
す
る
の
承
諾
を
得
た
り
。

此
に
於
て
三
人
の
委
員
をA

thens

に
出
さ
し
め
古
来
有
名
な
る

「
ソ
ロ
ン
」
其
他
「
グ
リ
ー
キ
」
の
法
典
を
取
調
べ
し
た
り
。
而

し
て
紀
元
前
四
百
五
十
二
年
右
三
人
の
委
員
羅
馬
に
復
命
せ
り
。

此
に
於
て
新
に
十
名
の
委
員
を
選
び
之
に
法
律
編
纂
の
全
権
を

付
与
し
た
り
し
。
之
れ
有
名
な
るdecem

vri
（10 gentlem

en

）。

此
に
於
て
彼
等
は
先
づ
十
ヶ
条
の
法
律
を
制
定
し
之
を
銅
に
掘
り

公
市
場
即
ちforum

の
見
易
き
場
所
に
之
を
す
え
置
け
り
。
而

し
て
翌
年
に
至
り
又
之
に
二
表
を
加
へ
た
り
し
有
名
な
る
十
二
銅

表
之
れ
な
り
。

貴
族
平
民
と
の
争
ひ
は
多
く
財
産
上
の
争
［
十
六
丁
裏
］
な
り
。

故
に
其
結
果
と
し
て
成
文
法
の
発
足
と
な
れ
り
。

此
十
二
表
を
銅
に
掘
り
付
け
た
る
は
之
れ
古
風
な
り
。
支
那
の

鼎
に
［
彫
］
り
付
け
、M

oses

［
の
十
戒
］
等
、
皆
古
代
は
万
世

（
八
二
五
）
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〇
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〇
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）

一
六
四

ム
」
氏
も
法
律
を
主
法
と
助
法
の
二
つ
に
分
けsubstantive

［law

］
即
ち
主
法
は
権
利
義
務
を
確
定
しadjective law

即
ち

助
法
は
其
制
済
及
び
手
続
等
を
定
さ
だ
め

し
も
の
な
り
。

其
故
に
純
然
た
るA

 P
riori R

easoning

に
て
主
法
定
ま
り

て
而
し
て
後
助
法
之
に
次
ぐ
が
通
常
の
順
序
な
ら
ん
。
然
る
に
諸

国
の
法
律
歴
史
の
実
際
を
見
る
に
却
ち
其
順
序
は
倒
さ
ま
し
て
制

済
救
済
法
先
づ
起
り
而
し
て
後
権
利
義
務
を
確
定
［
十
八
丁
裏
］

す
る
の
法
定
ま
る
な
り
。
例た
と令

へ
ば
世
界
に
尤
も
古
き
印
度
の

「
メ
ニ
ュ
ー
」［
マ
ヌ
］
法
典
の
如
き
も
先
づ
前
に
訴
訟
法
の
規
則

を
定
め
た
り
。
又
其
後
印
度
に
制
定
せ
る
有
名
な
る
「
ナ
ラ

タ
ー
」［
ナ
ー
ラ
ダN

arada

］
の
法
典
其
他
古
代
の
法
典
に
は
先

づ
其
初
め
に
於
て
訴
訟
若
し
く
は
治
罪
の
手
続
等
を
掲
げ
、
後
に

至
り
初
め
て
婚
姻
相
続
財
産
等
の
事
を
掲
げ
た
り
。

抑
も
斯
の
如
き
法
典
の
編
纂
法
は
理
論
に
よ
り
て
之
を
定
め
た

る
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
自
然
発
達
の
順
序
に
従
ひ
し
も
の
な
り
。

此
の
如
く
助
法
先
づ
発
達
し
而
し
て
後
、
主
法
の
発
達
す
る
も
の

な
り
。

右
の
理
由
を
尋
ね
る
に
、
第
一
古
代
諸
国
に
於
て
は
現
今
の
如

く
立
法
部
の
機
関
不
完
全
に
し
て
活
発
な
ら
ず
、
左
れ
ば
社
会
の

進
歩
需
要
に
応
じ
て
成
文
の
法
律
を
制
定
播
布
す
る
こ
と
は

尽
力
し
て
諸
々
に
散
布
［
十
七
丁
裏
］
し
た
る
法
文
を
集
め
た
る

に
依
る
な
り
。
就
中G

odefroy, H
auboldt

の
諸
氏
大
に
与

あ
ず
か

り

て
力
あ
り
。
而
し
て
予
の
之
れ
よ
り
述
べ
ん
と
す
る
も
の
は
此
独

逸
学
者
の
集
め
た
る
十
二
銅
表
の
法
文
に
基
き
、
沿
革
法
理
学
の

原
則
を
解
く
可
し
。
而
し
て
予
は
前
述
の
如
く
古
き
こ
と
を
む
や

み
に
解
釈
的
好
古
物
的
に
論
ず
る
も
の
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。

第
一
表
　
訴
訟
法
に
関
す

現
今
迄
に
遺
存
す
る
も
の
九
ヶ
条

第
一
表
に
於
て
は
主
と
し
て
訴
訟
人
を
法
廷
に
呼
び
出
す
の
方

法
を
規
定
せ
る
も
の
な
り
。
譬
へ
ば
若
し
法
庭
［
廷
］
に
呼
出
せ

し
と
き
に
出
庭
［
廷
］
を
拒
む
と
き
は
公
力
を
以
て
出
廷
せ
し
む

べ
し
と
の
命
令
あ
り
。

第
二
表
　
訴
訟
［
手
続
］
法

第
二
表
も
亦
訴
訟
手
続
を
規
定
せ
る
も
の
に
し
て
現
今
に
遺
存

せ
る
も
の
四
ヶ
条
な
り
。 

［
十
八
丁
表
］

此
の
第
一
及
び
第
二
表
に
於
て
訴
訟
法
に
関
す
る
規
定
を
掲
げ

た
る
所
以
の
も
の
は
之
れ
決
し
て
偶
然
に
在
ら
ざ
る
な
り
。
法
律

の
語
に
も
此
に
権
利
あ
れ
ば
此
に
必
に
救
済
あ
り
と
の
語
も
あ
る

位
に
て
、
先
づ
権
利
な
る
も
の
あ
り
て
而
し
て
之
を
犯
す
と
き
は

初
め
て
訴
訟
起
る
が
之
れ
通
常
の
順
序
な
り
。
其
故
に
「
ベ
ン
サ

（
八
二
六
）
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一
六
五

定
め
若
し
之
を
犯
し
た
る
も
の
に
は
制
裁
を
加
ふ
る
と
云
ふ
が
如

き
順
序
を
踏
み
し
も
の
な
ら
ず
。
之
れ
古
代
に
於
て
助
法
先
づ
発

達
し
た
る
後
に
主
法
の
起
る
所
以
な
り
。
羅
馬
十
二
銅
表
の
第
一

表
第
二
表
に
於
て
訴
訟
手
続
の
事
を
定
め
た
る
も
之
に
皆
法
律
の

自
然
発
達
の
順
序
に
従
ひ
し
事
明
な
る
可
し
。

右
述
べ
た
る
こ
と
は
甚
だ
大
切
な
る
こ
と
な
れ
ば
善
く
注
意
す

べ
し
。

参
考
　
明
法
志
林
　
八
十
四
号
［
→
八
十
七
号
］

M
ain

［e

］’s E
arly law

 of C
ustom

 
Ideas as 

［the

］  am
endm

ent of A
ncient L

aw
.

第
三
表
　
負
債
の
事

遺
存
す
る
も
の
六
ヶ
条
其
必
要
な
る
も
の
を
後
に
述
ぶ
可
し
。

負
債
主
若
し
自
ら
其
負
債
を
了
認
し
若
し
く
は
負
債
の
判
決
を

受
け
た
る
と
き
は
其
後
三
〇
日
間
に
之
を
償
却
す
可
し
。
若
し

三
〇
日
の
期
限
を
過
ぐ
る
と
も
負
債
主
に
し
て
尚
ほ
之
を
払
ふ
能

は
ざ
る
か
又
は
引
受
人
を
定
め
て
債
主
を
満
足
せ
し
む
る
能
は
ざ

る
と
き
は
債
主
は
負
債
主
を
六
十
日
間
鉄
［
鎖
］
を
以
て
之
を
束

縛
し
而
し
て
其
重
さ
は
［
二
十
丁
裏
］
十
五
片
［
斤
］
を
過
ぐ
可

か
ら
ず
。
又
少
な
く
と
も
一
日
一
片
［
斤
］
以
上
の
麦
粉
食
料
を

［
十
九
丁
表
］
古
来
に
在
り
て
は
極
め
て
稀
な
り
。
故
に
何
の
国

に
て
も
数
百
若
し
く
は
数
十
年
の
後
に
至
り
英
雄
豪
傑
の
士
一
た

び
一
編
の
法
律
を
編
纂
す
る
と
き
は
其
れ
を
永
く
変
更
す
る
こ
と

な
し
。
然
る
に
社
会
は
常
に
活
動
進
歩
す
る
を
以
て
其
法
典
編
纂

の
と
き
に
は
未
だ
成
り
立
た
ざ
り
し
種
々
様
々
の
事
実
も
起
る
可

し
。
加
之
な
ら
ず
古
代
法
典
は
実
に
簡
短
に
し
て
社
会
万
端
の
事

を
制
定
す
る
能
は
ず
し
て
極
荒あ
ら

し
き
も
の
な
り

其
故
に
一
度
人
民
の
間
に
訴
訟
の
起
り
し
と
き
は
法
官
に
於
て

は
自
ら
正
し
き
理
な
り
と
信
ず
る
こ
と
を
以
て
之
を
判
決
す
る
な

り
。之

に
於
て
人
民
初
め
て
己
れ
の
権
利
義
務
を
知
る
可
し
。
加
之

な
ら
ず
未
開
の
諸
国
に
於
て
は
現
今
の
如
く
訴
訟
の
種
類
大
か
ら

ず
し
て
或
は
貸
借
の
訴
訟
と
か
地
主
と
小
作
人
と
の
間
の
訴
訟
其

過
［
十
九
丁
裏
］
半
を
占
め
た
り
し
。
其
故
に
同
様
の
訴
訟
あ
り

し
と
き
は
其
判
決
も
殆
ぼ
前
の
判
決
に
俲
ふ
て
下
す
は
自
然
の
勢

な
り
。
而
し
て
之
の
如
き
判
決
に
依
り
て
人
民
初
め
て
権
利
義
務

の
あ
る
こ
と
を
知
れ
る
な
り
。

又
判
決
例
に
よ
り
て
漸
次
慣
習
法
自
然
に
発
達
す
る
も
の
な
り
。

故
に
法
律
は
訴
訟
の
判
決
に
よ
り
て
だ
ん
々
々
と
初
め
て
定
ま
る

も
の
な
り
。
近
世
の
如
く
先
づ
初
め
に
法
律
を
以
て
権
利
義
務
を

（
八
二
七
）
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五
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第
三
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（
二
〇
二
〇
年
一
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一
六
六

平
民
は
負
債
主
と
な
り
、
貴
族
は
法
律
を
制
定
し
之
を
執
す
る
の

権
を
持
し
、
平
民
は
法
律
の
何
た
る
を
知
ら
ず
、
只
之
に
黙
従
せ

し
有
様
な
り
し
。
故
に
十
二
銅
表
制
定
以
前
の
負
債
償
却
法
は
実

に
残
酷
を
極
め
し
も
の
な
り
。 

［
二
十
一
丁
裏
］

負
債
主
其
期
限
に
至
り
其
償
却
の
義
務
を
果
さ
ざ
る
と
き
は
債

主
は
直
に
其
身
体
生
命
を
以
て
之
を
償
却
せ
し
め
し
も
の
な
り
。

即
ち
当
時
は
義
務
は
物
に
関
す
る
と
の
風
習
あ
り
た
り
。
之
に

負
債
を
子
孫
に
負
さ
ず
し
て
身
自
ら
を
殺
し
之
を
割
く
に
至
り
し

な
り
。

然
る
に
第
三
表
は
先
づ
前
三
日
の
猶
予
を
与
へ
其
繋
留
中
も
鉄

鎖
の
重
量
及
び
之
に
食
料
の
分
量
を
定
め
且
つ
近
世
の
人
身
保
護

法
律
の
如
く
屡
法
廷
に
於
て
負
債
主
身
体
の
安
全
な
る
を
保
明
す

る
の
責
［
あ
］
り
。
債
主
に
負
は
し
め
或
は
市
場
に
代
債
者
を
求

む
る
等
の
如
き
は
以
前
の
法
律
に
比
す
れ
ば
非
常
寛
典
な
り
。
故

に
平
民
の
権
利
進
歩
の
結
果
と
し
て
制
定
頒
布
せ
ら
れ
た
る
十
二

銅
表
に
斯
の
如
き
文
面
を
見
る
は
敢
て
あ
や
し
む
に
足
ら
ざ
る
な

り
。 

［
二
十
二
丁
表
］

古
代
の
法
律
に
於
て
は
債
々
負
債
主
の
関
係
を
制
定
す
る
が
余

程
肝
要
な
り
し
と
見
ゆ
。
故
に
有
名
な
る
「
グ
リ
ー
キ
」
の
「
ラ

イ
カ
ル
ガ
ス
」
の
法
典
を
初
め
と
し
、
其
他
の
古
法
典
を
見
る
に

与
へ
ざ
る
可
か
ら
ず
。

又
其
繋け
い

留
中
債
主
は
負
債
主
を
数
回
法
廷
に
呼
び
出
し
其
生
命

に
恙
な
き
こ
と
を
証
明
す
可
し
。
且
つ
市
日
毎
に
公
市
場
に
於
て

負
債
の
額
を
公
衆
に
告
げ
、
以
て
其
代
償
者
を
待
つ
可
し
。
而
し

第
三
市
日
に
至
る
迄
も
代
償
者
出
で
ざ
る
と
き
は
債
主
は
負
債
者

を
己
が
思
ふ
存
分
に
之
を
取
扱
ひ
得
る
な
り
。
左
れ
ば
債
主
の
欲

す
る
所
に
任ま

か
し
之
を
奴
隷
と
為
し
て
外
国
に
売
り
、
或
は
其
怒

を
晴
す
為
め
之
を
殺
戮
す
る
も
皆
債
主
の
自
由
な
り
。
而
し
て
其

債
主
に
し
て
数
人
あ
る
と
き
は
負
債
者
の
身
体
を
分
別
し
て
之
を

各
自
に
分
ち
得
る
な
り
。
而
し
て
若
し
其
分
か
つ
の
割
合
当
を
得

ざ
る
と
も
債
主
は
其
分
割
者
を
罰
す
る
能
は
ず
。 ［
二
十
一
丁
表
］

斯
の
如
く
実
に
古
代
の
法
律
は
奇
な
る
も
の
な
れ
ど
も
此
に
も

理
屈
あ
り
て
、
之
れ
古
代
の
法
律
よ
り
見
れ
ば
余
程
進
歩
せ
し
も

の
な
り
。

之
れ
ら
の
事
は
負
債
の
執
行
法
を
定
め
し
も
の
な
り
。
現
に
欧

州
に
て
も
廿
三
十
年
頃
前
もim

prisonm
ent for debt

も
あ
り

た
り
し
。
斯
の
如
く
右
に
述
べ
た
る
第
三
表
は
負
債
主
債
主
の
権

利
義
務
を
確
定
せ
し
も
の
な
り
。

近
世
の
目
を
以
て
之
を
見
れ
ば
奇
怪
な
る
残
酷
な
る
法
律
の
如

く
に
見
ゆ
。
然
れ
ど
も
羅
馬
に
て
は
貴
族
は
債
主
の
地
位
に
立
ち

（
八
二
八
）



穂
積
陳
重
博
士
『
羅
馬
法
講
義
』
総
論
及
び
第
一
編

　羅
馬
法
律
史
（
吉
原
）

一
六
七

き
は
自
ら
生
活
を
営
む
能
は
ざ
る
を
以
て
自
然
に
他
人
の
世

話
と
な
る
も
の
な
り
。
故
に
蛮
族
中
斯
の
如
く
食
料
少
な
く

且
つ
他
の
蛮
族
と
の
生
存
競
争
の
烈
し
き
時
に
当
り
、
斯
如

き
危
あ
や
ふ
き

人
物
の
多
き
種
族
は
自
然
に
他
の
蛮
族
に
圧
倒
さ
れ

遂
に
［
二
十
三
丁
表
］
生
存
競
争
に
堪
へ
る
能
は
ず
。
故
に

蛮
族
中
往
々
老
年
の
も
の
を
殺
し
或
は
不
具
に
し
て
自
存
の

道
な
き
も
の
等
を
殺
し
た
り
し
。
之
れ
右
の
法
律
の
社
会
上

の
理
由
な
る
可
し
。

第
二
　
不
具
異
形
の
子
を
生
ず
る
と
き
は
往
々
宗
教
上
の
迷
ひ
よ

り
し
て
以
て
神
罰
と
な
し
或
は
禍
の
前
兆
と
し
て
之
を
恐
れ

之
を
恥
る
の
風
あ
り
。
此
に
於
て
之
を
殺
す
の
習
慣
法
令
の

生
じ
た
る
な
る
可
し
。
之
れ
余
の
名
づ
け
て
宗
教
上
の
理
由

と
な
す
も
の
な
り
。

第
三
　
社
会
漸
く
進
歩
し
て
兵
力
督
制
の
時
代
に
至
つ
て
は
其
国

民
の
体
質
強
壮
に
し
て
戦
争
に
有
益
な
る
人
物
を
多
く
要
し

た
り
。
其
故
に
軍
事
に
不
適
当
な
る
不
具
異
形
の
子
を
殺
す

る
の
法
律
往
々
あ
り
。
之
れ
政
事
上
の
理
由
な
り
。

左
れ
ば
に
や
「
グ
リ
ー
キ
」
の
「
ラ
イ
カ
ル
ガ
ス
」
の
法
典
に

も
不
具
の
子
を
殺
す
の
法
典
［
二
十
三
丁
裏
］
あ
り
。
故
に
武
を

以
て
国
を
立
て
た
る
羅
馬
に
て
も
十
二
銅
表
に
此
の
如
き
ヶ
条
あ

訴
訟
法
に
次
ぐ
に
負
債
の
事
を
掲
げ
た
り
。「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
」

の
「
ブ
レ
ホ
ン
ダ
ム
」
及
ひ
印
度
「
マ
ヌ
」
法
典
の
如
き
皆
然
ら

ざ
る
は
な
し
。

第
三
表
は
奇
妙
に
見み
ゆ

る
と
云
ふ
人
も
あ
る
可
し
。
如
何
と
な
れ

ば
平
民
の
権
利
を
得
た
る
当
時
に
於
て
斯
の
如
く
負
債
主
の
責
を

重
く
す
る
は
奇
な
り
と
云
ふ
人
も
あ
る
べ
け
れ
ど
も
之
れ
等
の
人

は
当
時
の
事
法
を
知
ら
ざ
る
人
の
差
に
し
て
古
代
は
非
常
の
も
の

に
し
て
平
民
等
も
大
に
喜
び
し
位
な
り
。

「
ソ
ロ
ン
」
の
法
典
の
有
名
な
る
は
只
に
債
主
負
債
主
の
関
係

を
寛
大
せ
し
を
以
て
の
故
な
り
。
…
… 

［
二
十
二
丁
裏
］

第
四
表
　
家
長
権
に
関
す
　・patria potestas

 

遺
存
せ
る
も
の
四
ヶ
条
其
要
用
な
る
も
の
を
左
に
述

べ
ん
。

不
具
異
形
の
子
は
出
生
の
後
直
に
之
を
殺
す
可
し
。

斯
の
如
き
慣
習
は
古
代
各
国
に
其
例
少
な
し
と
せ
ず
。
而
し
て

其
原
因
は
次
の
三
つ
に
帰
着
す
べ
し
。

第
一
　
原
人
未
だ
其
生
活
の
道
を
知
ら
ず
、
食
料
を
蓄
積
す
る
こ

と
を
知
ら
ず
、
其
故
に
蛮
族
中
に
は
自
己
の
生
活
を
す
る
為

め
に
山
野
に
猟
し
河
海
に
漁
し
漸
く
其
一
身
の
性
命
を
繋
ぐ

も
の
な
り
。
其
故
に
老
人
と
か
或
は
不
具
な
る
も
の
等
の
如

（
八
二
九
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
三
号
（
二
〇
二
〇
年
一
月
）

一
六
八

た
り
。

第
一
期
　
十
二
銅
表
の
時
代
に
は
家
長
は
家
族
の
上
に
物
権

Jus in rem

を
持
て
り
。
故
に
家
長
た
る
も
の
は
家
族
の
上
に
は

［
恰
］
も
自
分
の
所
持
せ
る
土
地
牛
馬
の
如
く
所
有
権
の
要
素
を

悉
く
備
へ
持
［
二
十
四
丁
裏
］
せ
り
。

家
長
は
其
家
族
を
占
有
す
る
の
権
あ
る
は
勿
論
之
を
使
用
し
之

に
よ
り
て
収
益
し
又
は
之
を
消
費
す
る
の
権
迄
も
持
て
り
。
斯
の

如
く
家
族
た
る
も
の
は
権
利
の
物
体
た
る
の
資
格
を
有
せ
る
を
以

て
自
ら
権
利
を
有
す
る
こ
と
能
は
ざ
り
し
も
の
な
り
。
左
れ
ば
家

長
は
家
族
を
戮
殺
す
る
も
敢
て
之
を
罰
す
る
の
法
令
な
し
。

十
二
銅
表
の
と
き
は
純
然
た
る
家
族
制
度
な
り
。
而
し
て
家
長

は
家
族
の
上
に
占
有
権
、
収
益
権
、
所
［
処
］
分
権
を
持
て
る
を

以
て
完
全
な
る
所
有
権
を
持
て
る
な
り
。

第
二
期
に
至
り
て
は
法
律
漸
く
家
族
の
人
格
を
認
む
る
に
至
れ

り
。
故
に
家
族
の
生
命
身
体
に
関
す
る
権
は
幾
分
か
法
律
の
保
護

を
受
く
る
に
至
れ
り
。
然
れ
ど
も
猶
ほ
家
長
に
し
て
家
族
を
殺
し

た
る
の
罪
は
他
人
を
殺
「
二
十
五
丁
表
」
し
た
る
の
罪
よ
り
も
余

程
軽
し
。
又
家
族
の
財
産
権
に
至
つ
て
も
第
二
期
に
至
り
て
は
幾

分
か
之
れ
が
保
護
を
認
む
る
に
至
れ
り
。

抑
も
羅
馬
国
は
武
を
以
て
建
て
る
国
な
る
を
以
て
武
人
に
特
権

る
は
敢
て
定
さ
だ
む

る
に
足
ら
ず
古
代
法
律
に
能
く
見
る
所
た
り
。

社
会
上
の
理
由
と
し
て
述
べ
た
る
如
く
蛮
族
に
は
蓄
積
の
考
な

か
り
し
、
之
れ
人
類
学
上
の
現
象
な
り
。

家
長
は
其
家
族
の
上
に
生
殺
の
全
権
を
有
し
且
つ
随
意
に
之
を

懲
戒
使
役
売
却
す
る
を
得
。
家
族
の
財
産
を
自
由
に
支
配
し
得
る

な
り
。
而
し
て
家
長
た
る
も
の
其
子
を
売
す
る
こ
と
三
回
な
る
と

き
は
其
子
は
家
長
権
を
免
除
せ
ら
る
べ
し
。Jus vitae necisque, 

i. e. right of life and death
之
れ
生
殺
の
権
な
り
。

右
の
法
令
に
よ
れ
ば
十
二
銅
表
の
時
代
に
て
は
家
族
た
る
も
の

は
法
律
上
未
だ
人
格
を
得
ず
（
即
ち
権
利
の
主
格
）
家
長
の
み
が

personality

を
持
つ
の
み
な
り
。
而
し
て
家
長
た
る
も
の
の
権

は
十
二
銅
表
以
来
三
回
［
二
十
四
丁
表
］
の
変
遷
を
経
た
り
。

家
長
権
に
関
す
る
ヶ
条
は
民
法
の
全
体
を
占
む
る
に
至
れ
り
。

此
十
二
銅
表
の
頃
に
は
純
粋
な
る
族
制
の
有
様
な
り
し
。

契
約
も
所
有
権
も
皆
家
長
に
在
れ
ば
家
族
制
度
の
と
き
は
家
長

の
事
を
定
む
れ
ば
其
に
て
事
足
る
に
至
る
可
き
な
り
。
而
し
て
法

律
歴
史
は
殆
ど
家
長
権
の
歴
史
の
如
し
社
会
の
進
歩
す
る
と
共
に

家
族
の
要
用
を
感
ず
る
な
り
。

家
長
権
の
沿
革

家
長
権
は
十
二
銅
表
以
来
現
今
に
至
る
迄
三
度
び
の
変
更
を
経

（
八
三
〇
）



穂
積
陳
重
博
士
『
羅
馬
法
講
義
』
総
論
及
び
第
一
編

　羅
馬
法
律
史
（
吉
原
）

一
六
九

奇
妙
な
る
隠
居
な
る
も
の
出
来
た
り
し
。
之
れ
年
老
ひ
て
其
任
に

堪
へ
ざ
る
を
以
て
之
を
辞
せ
し
な
り
。（
隠
居
の
初
ま
り
は
主
と

し
て
仏
法
よ
り
初
ま
り
又
一
元
因
と
し
て
儒
教
に
も
よ
る
な
り
。）

第
三
期
　
社
会
進
歩
す
る
に
従
ひ
族
制
衰
へ
て
一
己
人
発
達
す

る
な
り
。
故
に
一
家
に
し
て
一
国
の
元
素
た
り
し
世
の
中
よ
り
一

己
人
一
国
の
元
素
［
二
十
六
丁
表
］
と
な
る
に
進
歩
す
る
な
り
。

然
る
と
き
に
至
り
家
族
の
人
格
全
く
備
は
る
な
り
。

故
に
其
財
産
に
関
し
て
も
法
律
は
独
立
所
有
権
を
認
む
る
に
足

り
又
生
命
身
体
の
権
に
至
り
て
も
第
二
期
と
は
全
く
反
対
の
結
果

生
じ
家
長
に
し
て
家
族
を
殺
傷
す
る
と
き
は
他
人
を
殺
せ
し
よ
り

も
尚
ほ
重
く
之
を
罰
す
る
に
至
れ
り
。
加
之
な
ら
ず
近
世
に
至
り

て
は
或
国
に
於
て
は
父
た
る
も
の
は
子
孫
教
育
の
義
務
を
負
ふ
な

り
。
強
迫
教
育
の
行
は
る
る
国
は
皆
然
り
。

第
三
期
に
至
り
て
は
法
律individual

を
認
め
家
族
の
生
命
身

体
は
家
長
と
相
異
な
る
こ
と
な
し
。

第
五
表
　
相
続
及
び
後
見
の
事
に
関
す

遺
存
す
る
も
の
十
一
ヶ
条 

［
二
十
六
丁
裏
］

（
１
）
婦
女
は
生
涯
他
人
の
後
見
を
受
く
可
し
。

（
２
）
人
若
し
遺
言
を
以
て
財
産
を
譲
与
す
る
と
き
は
法
律
之
に

効
果
を
与
ふ
べ
し
。

を
与
ふ
る
事
頗
る
多
し
。［
恰
］
も
現
今
の
独
逸
国
の
如
し
。
故

に
戦
時
に
於
て
敵
よ
り
奪
ひ
た
る
物
及
び
武
功
に
よ
り
て
受
け
た

る
賞
典
は
例
全
ひ
家
族
た
り
と
も
己
れ
が
別
産
と
す
る
を
得
た
り

し
。
所
謂
兵
事
別
産
則
ち
之
れ
な
り
。castrense peculium

軍

人
の
別
産
［
軍
営
特
有
財
産
］
な
り
。

又
其
後
に
至
り
公
務
に
従
事
し
得
た
る
の
財
産
の
如
き
も
亦
家

族
の
別
産
と
す
る
を
許
す
る
に
至
れ
り
。
准
軍
事
別
産
な
る
も
の

即
ち
之
れ
な
り
。quasi castrense peculium

［
準
軍
営
特
有
財

産
］。斯

の
如
く
第
二
期
に
至
つ
て
は
法
律
家
族
の
生
命
及
び
身
体
を

保
護
す
る
の
端
緒
を
開
け
り
且
つ
特
別
な
る
場
合
に
て
は
財
産
の

所
有
を
許
す
る
権
に
［
二
十
五
丁
裏
］
な
り
た
り
。

此
兵
事
別
産
等
の
事
に
付
て
は
後
篇
に
之
を
述
ぶ
べ
し
。

家
長
権
は
羅
馬
に
て
は
私
法
の
み
に
て
公
法
に
渉
ら
ず
。
然
れ

ど
も
日
本
な
ぞ
に
て
は
私
法
公
法
に
跨
が
れ
り
。
左
れ
ば
「
シ
セ

ロ
」
の
如
き
は
親
に
し
て
長
寿
を
保
て
る
を
以
て
「
セ
ネ
ー

タ
ー
」
に
な
つ
て
も
猶
ほ
家
族
た
り
し
。

斯
の
如
き
事
情
な
る
を
以
て
家
長
権
は
遂
に
公
法
上
よ
り
破
る

る
に
至
れ
り
。
日
本
に
て
は
家
長
権
は
公
法
私
法
に
跨
が
れ
り
。

故
に
戸
長
に
あ
ら
ざ
れ
ば
大
将
た
る
能
は
ず
。
故
に
日
本
に
て
は

（
八
三
一
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
三
号
（
二
〇
二
〇
年
一
月
）

一
七
〇

し
や
。

之
れ
に
も
理
由
あ
る
こ
と
に
し
て
抑
も
後
見
な
る
も
の
を
家
長

権
死
亡
し
て
其
［
二
十
七
丁
裏
］
相
続
人
幼
少
に
し
て
家
長
た
る

の
職
務
を
尽
し
能
ふ
ざ
る
の
と
き
に
当
り
其
先
代
の
も
の
の
家
長

権
を
引
伸
ば
し
（
伸
張
し
）
以
て
其
相
続
人
を
保
護
す
る
の
制
度

な
り
。
故
に
羅
馬
法
に
於
て
は
遺
言
を
以
て
財
産
を
他
人
に
譲
る

を
許
す
が
如
く
、
遺
言
に
よ
り
て
後
見
人
を
定
む
る
の
権
を
許
せ

り
。
而
し
て
若
し
遺
言
を
為
さ
ず
し
て
死
去
せ
る
と
き
は
男
系
の

最
近
親
之
に
任
ぜ
し
も
の
な
り
。
斯
の
如
く
後
見
は
家
長
権
の
相

続
に
当
あ
た
り

し
き
を
以
て
同
法
と
一
所
に
相
続
編
に
入
れ
し
も
の
な
り
。

族
制
時
代
に
あ
つ
て
は
法
律
な
る
も
の
は
家
長
の
権
利
義
務
を

規
定
す
る
に
止と
ど

ま
れ
り
。
然
る
に
婦
女
た
る
も
の
は
家
長
た
る
の

資
格
を
持
た
ざ
る
を
以も
っ
て而

、
婦
女
は
一
生
涯
独
立
の
地
位
を
得
る

能
は
ず
。
之
れ
第
五
表
に
婦
女
は
生
涯
他
人
の
後
見
を
受
く
べ
し

と
為
し
た
る
所
以
な
り
。

斯
の
如
き
法
律
は
古
代
の
社
会
に
於
て
は
何
国
に
も
行
れ
た
る

も
の
な
り
。 

［
二
十
八
丁
表
］

支
那
に
三
従
の
教
あ
り
。
印
度
に
母
は
其
子
の
後
見
を
受
く
る

の
法
律
あ
り
。
又
欧
州
北
部
の
諸
国
に
は
近
世
に
至
る
迄
婦
女
は

一
生
涯
他
人
の
後
見
を
受
く
べ
し
と
の
法
律
あ
り
。

（
３
）
人
若
し
無
遺
族
に
て
托
せ
る
と
き
は
其
財
産
は
相
続
人
に

帰
し
。
若
し
相
続
人
な
き
と
き
は
男
系
の
親
に
帰
し
。
若
し

男
系
の
親
な
き
と
き
は
同
族
に
帰
す
。

（
４
）
後
見
の
権
は
男
系
の
最
近
親
に
帰
す
。

注
意
す
べ
き
原
語
は
　suus heres

（pl. sui heredes

）

相
続
人

 

男
系
の
親
　agnatus

 

同
族
　gentiles 

［
二
十
七
丁
表
］

十
二
銅
表
に
於
て
は
第
四
表
に
家
長
権
第
五
表
に
相
続
及
び
後

た
る
の
事
を
規
定
し
、
第
六
表
に
財
産
法
の
事
を
規
定
せ
り
。
而

し
て
現
今
の
法
律
に
よ
れ
ば
相
続
法
は
通
常
財
産
法
の
後
に
在
り
。

然
る
に
十
二
銅
表
に
於
て
斯
く
前
後
す
る
の
理
由
は
如
何
。

斯
の
如
く
相
続
法
に
し
て
家
長
権
に
関
す
る
法
令
に
次
ぐ
の
理

由
は
、
当
時
族
制
行
は
れ
し
を
以
て
相
続
は
近
世
の
如
く
財
産
相

続
に
あ
ら
ず
し
て
、
家
長
権
相
続
の
時
代
な
り
。
之
れ
相
続
法
に

し
て
財
産
法
の
後
に
在
ら
ず
し
て
家
長
権
に
次
ぎ
た
る
の
理
由
な

り
。
之
れ
未
だ
近
世
の
財
産
相
続
の
時
代
に
至
ら
ざ
り
し
な
り
。

（
余
先
日
法
学
協
会
雑
誌
に
相
続
法
三
変
を
論
ぜ
り
。
付
て
見
る

べ
し
）。

然
ら
ば
何
故
に
相
続
法
と
後
見
の
事
と
を
一
つ
の
五
表
に
入
れ

（
八
三
二
）



穂
積
陳
重
博
士
『
羅
馬
法
講
義
』
総
論
及
び
第
一
編

　羅
馬
法
律
史
（
吉
原
）

一
七
一

第
五
表
に
依
る
に
無
遺
嘱
に
て
死
せ
る
者
の
遺
産
は
死
亡
し
た

る
家
長
の
権
内
に
居
り
し
相
続
人
に
帰
す
る
な
り
。

然
る
に
家
長
た
る
も
の
は
我
が
子
弟
に
独
立
の
地
位
を
与
へ
ん

と
欲
し
家
長
権
を
免
除
し
（［e

］mam
cipatio

）
分
家
を
為
す
な

り
。
而
し
て
其
子
弟
を
一
己
の
独
立
人
と
為
す
に
至
れ
り
。
然
る

に
其
子
弟
一
た
び
家
長
権
の
範
囲
外
［
二
十
九
丁
表
］
に
出
で
た

る
と
き
は
法
律
上
前
の
家
長
と
は
全
く
他
人
と
為
り
、
家
長
死
亡

す
る
と
も
其
遺
産
を
相
続
す
る
能
は
ず
。
故
に
家
長
の
尤
も
愛
す

る
子
弟
家
族
に
し
て
事
更
に
家
長
権
を
免
除
し
独
立
の
家
長
と
為

し
た
る
も
の
は
相
続
権
を
失
ひ
、
却
て
其
遺
産
は
遠
系
の
親
戚
に

移
り
若
し
男
系
親agnati

の
無
き
と
き
は
同
族
に
移
る
の
規
定

な
り
。
此
の
如
く
羅
馬
の
無
遺
言
相
続
法
は
家
長
の
最
愛
な
る
子

弟
に
財
産
を
失
は
し
む
る
の
制
と
な
り
し
。

之
れ
羅
馬
人
の
無
遺
嘱
相
続
法
を
辟さ

け
ん
と
す
る
の
一
理
由
な

り
。而

し
て
欧
州
諸
国
の
法
律
は
其
原
法
た
る
羅
馬
法
に
斯
く
遺
嘱

法
の
盛
に
な
り
し
が
為
め
遂
に
其
子
法
た
る
欧
州
諸
国
迄
に
相
続

法
の
事
に
付
き
や
か
ま
し
く
云
ふ
に
至
り
し
な
り
。

又
他
の
理
由
は
女
子
に
し
て
一
た
び
他
家
に
嫁
し
た
る
と
き
は

全
く
夫
の
家
の
家
族
［
二
十
九
丁
裏
］
と
な
る
を
以も
っ
て而

其
女
子
の

羅
馬
に
於
て
は
婦
女
は
家
に
在
り
て
は
家
長
の
管
制
権
内
に
在

り
。
嫁
し
た
る
後
若
し
正
婚
式
に
よ
り
た
る
と
き
は
男
夫
若
し
く

は
夫
の
家
長
の
後
見
を
受
く
。
又
若
し
正
婚
式
に
依
ら
ず
し
て
嫁

し
た
る
と
き
は
若
し
正
婚
式
に
よ
り
た
る
と
き
は
男
夫
若
し
く
は

夫
の
家
長
の
後
見
を
受
く
。
又
若
し
正
婚
式
に
依
ら
ず
し
て
嫁
し

た
る
と
き
は
其
生
家
の
家
長
の
後
見
を
受
く
。
而
し
て
若
し
其
生

家
の
家
長
若
し
く
は
夫
の
死
せ
る
と
き
は
遺
言
若
し
く
は
法
律
に

定
め
た
る
後
見
を
受
く
る
な
り
。
斯
の
如
く
婦
女
は
一
生
涯
他
人

の
後
見
を
受
く
る
を
以
て
羅
馬
法
に
て
は
婦
女
の
後
見
を
称
し
て

永
久
後
見
と
は
云
ふ
な
り
。tutela perpetua

（m
ulieris

）（of 
w

om
an

）

婦
女
の
永
久
後
見
も
族
制
の
解
体た
い

と
共
に
廃
せ
ら
る
る
に
至
れ

り
。 
［
二
十
八
丁
裏
］

第
二
の
遺
嘱
の
事

古
代
諸
国
の
法
に
於
て
遺
嘱
を
以
て
死
後
財
産
の
所
分
を
許
す

は
之
れ
羅
馬
法
に
特
別
な
る
現
象
に
し
て
、
諸
国
の
法
律
に
も

往
々
之
に
類
す
る
規
則
あ
れ
ど
も
、
遺
嘱
を
以
て
相
続
法
の
一
部

と
公
認
せ
る
は
羅
馬
法
の
外
は
之
を
見
ず
。

斯
の
如
く
羅
馬
に
遺
嘱
相
続
法
を
公
認
せ
る
は
之
れ
一
に
羅
馬

固
有
法
の
無
遺
嘱
相
続
法
の
欠
点
に
帰
因
せ
ざ
る
可
ら
ず
。

（
八
三
三
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
三
号
（
二
〇
二
〇
年
一
月
）

一
七
二

母
の
方
の
姓
を
受
け
た
り
し
と
な
ん
。
之
れ
有
名
な
る
近
世
の
発

見
に
し
て
「
ス
ウ
イ
ツ
ル
ラ
ン
ド
」［S

w
izerland

］
のB

achofen

初
め
て
之
を
唱
へ
た
り
し
。

D
as M

utterrecht

一
千
八
百
六
十
四
年
頃
に
云
ひ
初
め
た
り

し
、
之
れ
母
権
な
り
。［
初
版
は
一
八
六
一
年
刊
。］

又

John M
cL

ennan

氏
は
種
々
の
索
探
中
不
図
前
の

P
rim

itive M
arriage

［1865

］
に
符
合
せ
る
説
を
唱
へ
た
り
し
。

左
れ
ば
法
律
に
て
は
第
一
世
は
女
系
親
を
認
め
第
二
世
に
て
は

男
系
親
［
三
十
丁
裏
］
の
み
を
認
め
し
も
の
な
ら
ん
。
而
し
て
羅

馬
は
第
二
世
の
時
代
な
り
し
な
り
。

斯
く
羅
馬
の
な
り
し
理
由
は
少
し
く
徳
義
を
進
み
且
つ
家
内
の

事
も
規
律
の
立
ち
し
様
に
な
り
た
る
に
由
る
可
き
な
り
。
而
し
て

社
会
の
進
む
に
従
ひ
男
女
両
系
親
を
認
む
る
に
至
り
し
な
り
。
右

の
事
実
等
は
能
く
注
意
に
価
す
る
も
の
な
り
。

第
六
表
　
所
有
権
に
関
す

遺
存
す
る
も
の
十
一
ヶ
条
其
要
な
る
も
の
左
に
掲
ぐ
べ
し
。

（
１
）
人
若
しnexum

又
はm

ancipatio

の
儀
式
を
用
井
財
産
を

譲
与
す
る
と
き
は
其
譲
与
は
有
効
た
る
べ
き
事
。

（
２
）
期
満
効
（
又
は
時
効
）
の
期
限
は
不
動
産
に
於
て
は
二
年

動
産
な
れ
ば
一
年
な
り
と
す
。 

［
三
十
一
丁
表
］

生
し
た
る
子
の
如
き
は
固
よ
り
相
続
権
（
外が

い

戚せ
き

に
対
す
る
）
を
持

た
ず
、
故
に
若
し
一
家
長
無
遺
嘱
に
て
死
亡
せ
る
と
き
は
現
在
己

れ
の
娘
よ
り
生
じ
た
る
孫
あ
り
と
も
之
に
遺
産
を
相
続
せ
し
た
る

能
は
ず
し
て
、
却
て
一
面
識
も
な
き
同
族
の
他
人
に
其
遺
産
を
取

ら
る
る
こ
と
あ
り
。
之
れ
大
羅
馬
人
の
無
遺
言
相
続
を
辟さ

け
ん
と

せ
る
第
二
の
理
由
な
り
。

斯
の
如
く
羅
馬
の
固
有
相
続
法
は
人
情
に
悖
り
た
る
を
以
て
羅

馬
人
の
無
遺
嘱
相
続
法
を
厭
ふ
事
甚
だ
し
く
、
遂
に
は
人
を
罰
す

る
と
き
に
当
り
汝
無
遺
嘱
に
て
死
せ
よ
と
云
ふ
に
至
れ
り
。

斯
の
如
き
理
由
あ
り
し
を
以
て
遺
嘱
相
続
法
勢
力
を
得
て
第
五

表
に
て
其
遺
嘱
の
効
力
を
公
認
す
る
に
至
り
し
な
り
。
之
れ
法
律

に
し
て
人
法
に
反
す
る
を
以
て
、
遂
に
之
を
免
か
る
る
の
道
却
て

法
律
と
な
り
し
な
り
。
此
事
及
び
後
段
の
事
は
能
く
注
意
す
べ
き

な
り
。 

［
三
十
丁
表
］

然
る
に
近
代
の
索
探
に
依
る
に
、
古
代
に
あ
つ
て
は
法
律
に
は

女
の
親
族
よ
り
外
は
之
を
占
め
ざ
り
し
。
如
何
と
な
れ
ば
当
時
は

徳
義
の
何
た
る
を
知
る
も
の
な
く
不
品
行
な
る
事
多
か
り
し
か
ば
、

夫
は
一
定
せ
ざ
り
し
を
以
て
果
し
て
誰
の
子
な
り
し
や
不
分
明
な

る
こ
と
屡
々
あ
り
た
り
し
。
且
つ
一
夫
多
妻
の
風
も
行
は
れ
た
り

し
を
以
て
男
性
を
知
る
に
苦
し
む
こ
と
多
か
り
し
。
故
に
姓
は
皆

（
八
三
四
）



穂
積
陳
重
博
士
『
羅
馬
法
講
義
』
総
論
及
び
第
一
編

　羅
馬
法
律
史
（
吉
原
）

一
七
三

を
代
表
す
る
も
の
を
立
会
人
面
前
に
提
出
し
而
し
て
譲
り
受
け
人

は
其
物
権
を
握
り
此
物
は
国
法
に
従
ふ
て
余
の
所
有
す
る
所
た
り
。

而
し
て
余
は
此
の
銅
片
を
以
て
之
を
償
ひ
た
り
と
陳
述
し
一
個
の

銅
片
を
衡
の
皿
に
載
せ
代
価
の
主
と
し
て
之
を
譲
り
主
に
与
ふ
る

な
り
。
抑
も
羅
馬
の
古
代
に
於
て
は
法
律
の
公
認
し
た
る
財
産
譲

与
法
は
此
のm

ancipatio

に
限
り
た
り
し
。 

［
三
十
二
丁
表
］

抑
も
古
代
の
法
律
に
て
は
皆
儀
式
を
重
ん
じ
、
財
産
の
譲
与
結

婚
訴
訟
其
他
一
切
の
法
律
上
の
事
に
付
て
は
厳
正
な
る
儀
式
を
用

ゐ
、
若
し
其
の
関
係
人
に
於
て
一
定
の
儀
式
を
復
行
せ
ざ
る
と
き

は
法
律
は
決
し
て
其
効
力
を
認
め
ざ
り
し
な
り
。

斯
く
儀
式
を
重
ん
じ
た
る
理
由
も
多
く
あ
れ
ど
も
其
中
重
な
る

も
の
二
個
あ
り
。

第
一
蒙
昧
の
人
民
は
未
だ
権
利
の
譲
与
に
馴
れ
ず
、
動や
や

も
す
れ

ば
其
間
に
錯
誤
あ
る
を
免
れ
ず
、
又
後
日
に
至
り
闘あ
ら
そ
い争

を
生
ず
る

等
の
事
多
し
。
故
に
立
法
者
は
斯
る
錯
誤
を
止
め
ん
が
為
め
一
定

の
儀
式
を
定
め
た
り
し
。
之
に
支
那
に
て
は
政
治
も
法
律
も
皆
礼

の
一
字
の
内
に
在
る
所
以
な
る
べ
し
。

第
二
の
理
由
は
未
開
の
社
会
に
て
は
未
だ
文
字
普
通
の
用
を
為

さ
ず
。
左
れ
ば
［
三
十
二
丁
裏
］
人
民
中
未
だ
書
面
を
以
て
証
拠

を
保
存
す
る
の
方
法
を
知
ら
ず
。
故
に
証
拠
を
遺
存
せ
し
め
ん
と

（
３
）
時
効
に
よ
り
て
夫
権
を
得
る
は
一
年
を
以
て
足
れ
り
と
す
。

然
れ
ど
も
若
し
其
妻
一
ヶ
年
中
に
て
三
夜
引
続
き
外
泊
し
た

る
と
き
は
男
は
夫
権
を
得
る
能
は
ず
。

（
４
）
羅
馬
人
に
在
ら
ざ
れ
ば
期
満
効
に
由
り
て
権
利
を
得
る
能

は
ず
。

（
５
）
他
人
に
売
渡
し
た
る
物
件
の
所
有
権
は
売
主
の
満
足
を
得

た
る
時
に
於
て
買
主
に
移
る
可
き
事
。

時
効
と
は
　usucapio

夫
権
と
は
　m

anus

、
手
の
義

第
六
表
は
所
有
権
に
関
す
れ
ど
も
其
性
質
種
類
等
を
定
め
ず
し

て
主
と
し
て
之
を
獲
得
す
る
の
方
法
を
規
定
せ
る
も
の
な
り
。

第
一
　
此
第
六
表
に
認
め
た
る
所
有
権
獲
得
法
に
二
種
あ
り
。

即
ちnexum

 or m
ancipatio

及
びusucapio

之
れ
な
り
。 

 
 

［
三
十
一
丁
裏
］

nexum

と
は
厳
正
な
る
物
品
譲
与
の
儀
式
な
り
。
後
に
至
り
通

常
之
をm

ancipatio

と
称
せ
り
。
同
物
に
て
異
名
な
る
の
み
。

G
aius

のInstitutes

に
依
れ
ば
、m

ancipatio

の
儀
式
は
適

婚
年
齢
（pubertas

）
に
達
し
た
る
羅
馬
人
五
名
以
上
の
証
人
及

び
（libripens

）
と
称
し
て
衡
を
携
へ
た
る
立
会
人
面
前
に
於
て

行
ふ
儀
式
に
し
て
物
権
を
譲
与
せ
ん
と
す
る
人
は
其
物
権
又
は
之

（
八
三
五
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
三
号
（
二
〇
二
〇
年
一
月
）

一
七
四

m
ancipatio

に
依
り
し
も
の
な
り
。
然
る
に
羅
馬
社
会
の
進
歩
す

る
に
従
ひ
、
其
れ
の
不
便
を
感
じ
他
の
譲
与
法
を
以
て
之
に
代
用

せ
し
こ
と
を
企
て
た
り
し
。
而
し
て
十
二
銅
表
制
定
以
前
よ
り
し

て
無
主
物
を
獲
得
す
る
は
固
よ
り
前
占
の
法
に
よ
り
て

m
ancipatio

の
儀
式
に
依
ら
ざ
り
し
も
の
な
り
。
故
に
人
若
し
善

意bona fides

に
て
物
権
を
占
有
し
或
る
時
間
を
経
過
す
る

［
三
十
三
丁
裏
］
と
き
は
其
物
権
の
上
の
所
有
権
を
獲
得
す
る
を

許
す
る
に
至
れ
り
。
而
し
て
斯
の
如
き
獲
得
法
をusucapio

と

は
云
ふ
な
り
。
之
れ
近
世
のprescription

［praescriptio

］
時

効
の
起
源
な
り
。
然
る
に
「
ユ
ー
ス
キ
ヤ
ピ
ヲ
」
の
期
限
は
第
六

表
に
依
り
て
不
動
産
二
年
動
産
を
僅
々
一
ヶ
年
と
せ
り
。
之
れ
を

近
世
法
律
に
て
時
効
を
十
年
若
し
く
は
二
三
十
年
の
永
き
期
限
に

比
す
れ
ば
甚
だ
短
か
り
し
。

斯
如
く
時
効
の
期
限
を
短
か
く
せ
し
理
由
は
、
羅
馬
人
は
特
に

古
代
よ
り
法
律
の
活
用
に
機
敏
な
る
も
の
な
る
が
故
に
、

usucapio

の
獲
得
法
に
よ
り
てm

ancipatio

の
不
便
を
免
か
る

る
の
手
段
と
せ
る
な
り
。
即
ち
「
マ
ン
シ
パ
シ
ヨ
」
を
免
か
る
る

為
な
る
が
故
に
其
期
限
の
短
か
き
方
、
其
目
的
を
達
す
る
に
都
合

好
き
な
る
や
な
り
。

斯
の
如
く
時
効
の
期
限
を
短
縮
す
る
と
き
はm

ancipatio

の

な
れ
ば
必
ず
之
れ
を
人
の
記
憶
に
留
め
ざ
る
可
か
ら
ず
。
而
し
て

比
れ
を
人
の
記
憶
に
よ
り
て
保
存
せ
ん
と
な
れ
ば
、
別
段
な
る
所

為
を
為
さ
［
ざ
］
れ
ば
人
々
之
を
覚
へ
ず
。
且
つ
其
の
数
人
を
要

し
た
り
し
理
由
は
蓋
し
其
証
人
の
死
去
す
る
を
思
ひ
て
な
ら
ん
。

斯
の
如
き
必
要
あ
り
し
を
以
て
、
古
代
の
法
律
は
毎
に
儀
式
を

重
ん
じ
た
り
し
が
、
社
会
の
進
歩
す
る
に
従
ひ
法
律
上
の
取
引
は

寧
ろ
其
精
神
を
重
ん
じ
て
儀
式
を
軽
ず
る
に
至
れ
り
。

法
律
上
儀
式
の
衰
へ
た
る
重お
も

な
る
原
因
は
第
一
社
会
の
進
歩
す

る
に
従
ひ
商
工
業
盛
ん
に
行
は
れ
、
財
産
の
譲
与
異
［
移
］
転
も

特
に
甚
し
き
を
極
む
。
其
故
に
古
代
に
於
て
必
要
を
感
じ
た
り
し

儀
式
も
其
煩
は
し
き
に
堪
へ
ず
し
て
不
便
を
感
ず
る
に
至
れ
り
。

第
二
文
字
の
使
用
法
［
三
十
三
丁
表
］
民
間
に
行
は
れ
書
面
を
以

て
権
利
譲
与
の
重
な
る
証
拠
と
す
る
に
至
り
し
に
由
る
な
る
べ
し
。

即
ち
古
代
の
法
律
に
は
一
々
言
語
を
も
一
定
せ
り
。
一
定
の
言
語

あ
れ
ば
直
に
契
約
も
出
来
る
な
り
。
而
し
て
其
証
拠
を
保
存
せ
ん

が
為
め
に
儀
式
も
行
ひ
し
な
り
。

之
に
由
り
て
之
を
見
れ
ば
古
代
の
法
律
は
儀
式
を
重
ん
じ
、
近

世
法
律
は
取
引
の
精
心
を
重
ん
ず
。
左
れ
ば
儀
式
よ
り
精
心
に
進

歩
す
る
な
り
。

羅
馬
に
於
て
は
十
二
銅
表
以
前
財
産
の
譲
与
は
悉
く

（
八
三
六
）



穂
積
陳
重
博
士
『
羅
馬
法
講
義
』
総
論
及
び
第
一
編

　羅
馬
法
律
史
（
吉
原
）

一
七
五

を
以
て
時
効
の
期
限
も
従
て
短
か
く
せ
り
。
即
ち
若
し
時
効

の
期
限
を
永
く
す
る
と
き
は
権
利
獲
得
の
争
訴
の
起
り
し
と

き
に
当
り
其
時
効
の
効
め
し
証
明
す
る
こ
と
甚
だ
六
ヶ
敷
を

以
な
り
。

斯
の
如
き
理
由
あ
り
た
る
を
以
て
古
代
の
法
律
は
時
効
の
期
限

を
短
縮
す
る
を
以
て
便
利
な
り
と
な
し
た
れ
ど
も
、
社
会
進
歩
す

る
に
従
ひ
、
其
期
限
の
永
く
な
る
が
通
則
な
り
。
而
し
て
其
理
由

は
左
の
如
し
。

第
一
　
社
会
繁
忙
に
赴
く
に
従
ひ
繁
雑
な
る
法
律
上
の
儀
式
の

［
三
十
五
丁
表
］
不
便
な
る
を
感
じ
遂
に
之
を
全
廃
す
る
に

至
る
を
以も
っ
て而

時
効
の
如
き
の
手
段
を
以も

っ
て而

之
を
免
か
る
る
の

必
要
な
し
。

第
二
　
証
拠
保
存
の
方
法
に
往
々
進
歩
し
て
書
面
を
以
て
証
拠
を

以
て
証
拠
と
す
る
の
方
、
広
く
行
は
る
る
に
従
ひ
時
効
の
期

限
も
永
く
な
る
な
り
。
其
所
以
は
書
面
の
書
面
の
証
拠
に
よ

る
と
き
は
数
十
年
以
前
の
事
実
を
も
容
易
に
之
を
証
明
す
る

を
得
べ
し
。
左
れ
ば
敢
て
時
効
の
如
き
方
法
に
依
り
て
所
有

権
の
疑
は
し
き
時
に
於
て
其
所
有
者
を
定
む
る
の
必
要
な
り

た
る
な
り
。

第
三
　
中
世
以
来
権
利
の
思
想
の
発
達
せ
る
こ
と
。

儀
式
を
用
ゐ
［
三
十
四
丁
表
］
ず
し
て
他
人
に
物
件
を
譲
り
渡
す

と
も
、
僅
々
一
二
ヶ
年
を
経
過
す
れ
ば
忽
ち
其
所
有
権
異
転
す
る

を
得
べ
し
。
而
し
て
若
し
未
だ
時
効
の
生
ぜ
ざ
る
前
に
譲
渡
し
、

人
に
し
て
物
件
の
取
戻
を
請
求
せ
る
と
き
は
羅
馬
の
訴
訟
法
に
所

謂
詐
偽
の
答
弁
（exceptio doli m

ali

）
を
以
て
之
を
退
く
る
を

得
べ
し
。
故
に
殆
も
遺
言
相
続
法
を
以
て
無
遺
言
相
続
法
を
免
れ

た
る
と
同
じ
く
巧
にusucapio

の
法
を
以
てm

ancipatio

の
儀

式
を
免
れ
た
る
も
の
な
り
。

然
る
に
社
会
の
益
々
進
歩
す
る
に
従
ひ
、
之
に
反
し
て
時
効
は

以
前
の
如
く
其
期
限
延
長
し
た
り
し
が
、
其
理
由
は
如
何
、
左
に

陳
述
す
べ
し
。

usucapio

と
はusucapio

使
用
獲
得
と
云
ふ
義
に
し
て

近
世
はprescription

な
る
名
を
以
て
之
に
代
へ
た
り
。

答
弁
書
の
前
書
の
義
に
し
て
又
此
頃lim

itation
な
る 

名
称
を
以
て
之
に
代
え
へ
た
り
し
。 

［
三
十
四
丁
裏
］

第
六
表
に
於
て
不
動
産
の
時
効
期
限
を
僅
に
二
ヶ
年
と
し
而
し

て
動
産
は
一
ヶ
年
に
過
ぎ
ず
。
古
代
法
律
に
斯
く
時
効
を
短
く
せ

し
所
以
の
も
の
は
、
主
と
し
て
次
の
二
箇
の
理
由
に
帰
す
。

第
一
　
繁
雑
な
る
儀
式
を
免
か
る
る
の
手
段
と
せ
り
。

第
二
　
古
代
に
於
て
は
証
拠
を
保
存
す
る
こ
と
甚
だ
困
難
な
り
し

（
八
三
七
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
三
号
（
二
〇
二
〇
年
一
月
）

一
七
六

時
効
も
出
訴
期
限
法
も
其
結
果
に
至
り
て
は
殆
ど
同
一
な
り
。

斯
如
く
英
国
に
時
効
の
法
律
を
忘
れ
た
る
も
亦
欧
州
諸
国

の
時
効
の
期
限
を
追
々
永
く
な
る
も
之
れ
只
主
と
し
て
権
利

の
容
易
に
失
ふ
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
と
の
感
情
よ
り
起
れ
る

こ
と
な
り
。
又
近
世
法
理
学
者
中
に
は
往
々
時
効
全
廃
説
を

唱
ふ
る
の
人
あ
り
。
若
し
確
実
な
る
証
拠
あ
れ
ば
譬
ひ
数
百

千
年
を
経
過
す
る
と
も
尚
ほ
其
権
利
を
保
護
す
べ
し
と
迄
も

云
へ
り
。
斯
の
如
き
も
の
之
れ
進
歩
す
る
と
共
に
時
効
期
限

の
永
く
な
る
［
三
十
六
丁
裏
］
理
由
な
く
、
何
分
に
も
之
は

権
利
思
想
の
発
達
大
に
与
つ
て
力
あ
り
。
英
国
は
就
中
権
利

を
重
ぜ
し
を
以
て
、
時
効
を
用
ゐ
ず
し
て
権
利
は
失
は
ざ
れ

ど
も
、
出
訴
は
出
来
ぬ
と
のlim

ilation law

を
作
り
、
以

て
余
り
永
く
権
利
の
上
に
眠
る
も
の
は
法
律
之
を
保
護
せ
ず

と
の
精
心
な
り
。

抑
も
言
語
は
思
想
を
現
は
す
も
の
な
れ
ば
、
法
理
沿
革
論
と
し

て
は
文
字
の
使
用
等
に
も
能
く
注
意
し
て
可
な
り
。
例
へ
ば
同
じ

時
効
に
も
三
種
の
文
字
あ
り
。

usucapio

　
全
く
所
有
を
得
る
こ
と
。

praescriptio

　
答
弁
し
て
所
有
を
得
る
に
至
る

lim
itatio

　
原
所
有
主
未
だ
権
利
を
失
は
ず
と
云
ふ
に
至
る
。 

中
世
の
宗
教
法
律
家
は
人
の
権
利
は
決
し
て
剥
奪
す
る
能

は
ず
と
の
説
を
唱
へ
た
り
し
を
以
て
譬
ひ
如
何
な
る
永
き
時

間
中
之
を
放
擲
す
る
と
も
又
何
年
間
他
人
の
之
を
使
用
す
る

を
［
三
十
五
丁
裏
］
黙
視
す
る
と
も
決
し
て
之
れ
が
為
め
に

己
れ
が
権
利
を
失
ふ
可
き
も
の
に
あ
ら
ず
と
云
へ
り
。
而
し

て
其
後
欧
州
諸
国
に
権
利
を
重
お
も
ん

ず
る
の
思
想
段
々
進
歩
し

て
人
若
し
己
れ
の
所
有
品
を
他
人
に
放
棄
し
て
数
年
間
之
を

不
問
に
付
し
た
る
と
き
は
、
其
権
利
を
失
ふ
と
云
ふ
こ
と
は

果
し
て
道
理
に
協か
な

ふ
や
否
や
を
疑
ふ
に
至
れ
り
。
就
中
英
国

に
て
は
権
利
は
無
使
用
に
よ
つ
て
減
ず
る
べ
き
も
の
に
非
ら

ず
と
の
説
盛
に
行
は
れ
た
り
。
故
に
羅
馬
法
の
時
効

prescription

の
規
則
を
採
用
す
る
を
き
ら
い
た
り
し
。
而

し
て
却
て
裏
面
よ
り
し
て
出
訴
期
限
法
を
授
け
て
曰
く
、
人

若
し
数
年
の
間
権
利
を
放
擲
し
た
る
と
き
は
其
権
利
は
譬
ひ

失
は
ざ
れ
ど
も
、
只
其
法
律
は
之
に
救
済
を
与
へ
ざ
る
べ
し

と
の
原
則
を
定
め
た
り
し
。
故
に
英
国
に
て
は
出
訴
期
限
法

は
［
三
十
六
丁
表
］
救
済
は
停
止
す
れ
ど
も
、
権
利
を
し
て

消
滅
せ
し
め
ず
と
云
ふ
原
則
を
行
ふ
に
至
れ
り
。“statute 

of lim
itation

［s

］ bars the rem
edy but not the right ”

故
に
近
世
に
至
る
迄
は
英
法
に
時
効
な
し
と
云
ひ
た
れ
ど
も
、

（
八
三
八
）



穂
積
陳
重
博
士
『
羅
馬
法
講
義
』
総
論
及
び
第
一
編

　羅
馬
法
律
史
（
吉
原
）

一
七
七

然
る
に
一
年
の
間
引
続
き
三
夜
外
泊
せ
し
と
き
は
其
時
効
の
完

成
を
妨
ぐ
る
な
り
。
此
規
則
た
る
や
近
世
の
時
効
法
に
所
謂
時
効

中
断
法
に
同
じ
き
も
の
に
し
て
一
ヶ
年
間
間
断
な
く
占
有
せ
ざ
る

と
き
は
夫
た
る
の
権
を
得
る
能
は
ざ
り
し
な
り
。
而
る
に
法
律
の

実
用
に
敏
捷
な
る
羅
馬
人
は
此
の
時
効
中
断
を
利
用
し
て
後
世
婦

女
の
地
位
漸
く
進
む
に
従
ひ
、
法
律
上
財
産
た
る
の
位
地
よ
り
婦

女
を
救
ひ
出
し
、
遂
に
婦
女
に
独
立
の
地
位
を
有
せ
し
む
る
の
端

緒
を
開
き
し
も
の
な
り
。

後
に
至
り
婦
女
の
地
位
進
み
、
三
日
づ
つ
故
郷
へ
外
泊
を
免ゆ
る

し

且
つ
別
財
産
［
三
十
八
丁
表
］
を
持
た
し
た
る
に
至
れ
り
。

第
六
表
第
四
　
羅
馬
人
に
非あ

ら
ざ
れ
ば
期
満
効
に
よ
り
て
権
利

を
得
る
能
は
ず
。

抑
も
古
代
法
律
に
依
れ
ば
一
定
の
土
地
の
上
に
行
は
る
る
も
の

に
あ
ら
ず
し
て
一
定
の
人
の
上
に
行
は
る
る
も
の
な
り
。
即
ち
羅

馬
法
は
羅
馬
国
に
行
は
る
る
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
一
定
の
人
の
上

に
行
は
る
る
も
の
な
り
。
即
ち
羅
馬
法
は
羅
馬
国
に
行
は
る
る
も

の
に
あ
ら
ず
し
て
羅
馬
人
に
行
は
る
る
も
の
な
り
。
左
れ
ば
羅
馬

人
な
れ
ば
「
ゴ
ー
ル
」
に
居
る
も
「
ブ
リ
タ
ニ
ヤ
」
に
居
る
も

「
ア
フ
リ
カ
」
に
居
る
も
皆
常
に
羅
馬
国
法
の
支
配
を
受
く
。
之

に
反
し
て
他
国
人
な
れ
ば
、
例
ひ
羅
馬
府
に
所
居
す
る
も
の
羅
馬

 

［
三
十
七
丁
表
］

第
六
表
第
三
［
四
］　
時
効
に
よ
り
て
夫
権
を
得
る
は
一
年
を

以
て
足
れ
り
と
す
。
然
れ
ど
も
若
し
其
妻
一
ヶ
年
中
に
て
三
夜
引

続
き
外
論
し
た
る
と
き
は
男
は
夫
権
を
得
る
能
は
ず
。

抑
も
第
六
表
に
於
て
夫
権
即
ちm

anus

を
論
じ
た
る
所
以
は

当
時
妻
の
夫
の
財
産
と
見
俲
し
た
る
の
一
証
に
し
て
独
り
妻
は
財

産
た
り
し
の
み
な
ら
ず
妻
は
動
産
と
見
做
し
ら
れ
た
る
な
り
。
其

故
は
夫
が
妻
の
上
に
夫
権
即
ちm

anus

を
得
る
は
他
の
動
産
と

同
じ
く
一
ヶ
年
のusus

に
て
十
分
な
り
。
且
つ
第
六
表
に
は
財

産
権
を
利
解
く
所
に
之
を
へ
た
り
し
と
以
て
も
其
然
る
理
由
を
知

る
可
き
な
り
。

羅
馬
古
代
法
に
よ
れ
ば
結
婚
に
三
種
の
正
式
あ
り
。

第
一
　confarreatio

第
二
　coem

ptio

　
之
れ
古
代
売
買
婚
の
余
風
也
。 

 
 

［
三
十
七
丁
裏
］

第
三
　usus

　
之
れ
即
ち
時
効
結
婚
方
な
り
。

男
子
若
し
他
の
二
法
に
よ
ら
ず
し
て
婦
人
を
嫁
ぐ
、
一
年
を
経

過
す
る
と
き
は
完
全
な
る
夫
権
を
得
る
の
方
法
な
り
。
斯
の
如
き

結
婚
式
な
り
し
を
以
て
他
の
動
不
動
産
に
以
系
し
た
る
時
効
と
同

一
の
所
に
て
之
を
論
ぜ
し
な
り
。

（
八
三
九
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
三
号
（
二
〇
二
〇
年
一
月
）

一
七
八

土
地
に
草
木
な
く
ん
ば
直
に
隣
国
に
移
住
す
る
な
り
。
第
三

［
の
］
耕
作
時
代
に
至
り
初
め
て
社
会
と
土
地
と
密
着
す
る
な
り
。

左
れ
ば
古
代
は
帝
王
は
皆
土
地
の
帝
王
に
あ
ら
ず
し
て
人
種
の
帝

王
な
り
し
。
恰
もE

m
peror of all the R

om
ans

な
ぞ
の
名
称

は
之
れ
皆
其
余
風
な
り
。

故
に
猟
狩
牧
畜
の
時
代
に
あ
つ
て
は
土
地
と
社
会
と
の
関
係
余

り
な
か
り
し
が
、
商
工
業
の
時
代
に
至
り
て
は
益
々
其
関
係
密
着

す
る
に
至
れ
る
な
り
。

第
七
表
　
地
所
建
築
道
路
樹
木
等
に
関
す
る
規
則
を
定
む
。

（
余
り
大
切
な
ら
ず
）

行
政
法
及
び
警
察
法
に
属
す
べ
き
も
の
に
し
て
、
法
理
を
説
明

す
る
に
付
て
は
全
く
の
材
料
［
三
十
九
丁
裏
］
な
き
を
以
て
之
を

省
く
べ
し
。

第
八
表
　
私
犯
法
に
関
す

遺
存
す
る
も
の
二
七
ヶ
条

（
１
）
誹
謗
落
首
訛
言
等
を
流
布
し
人
民
を
蠱こ

惑わ
く

し
若
し
く
は
公

と
他
人
を
凌
辱
し
た
る
等
の
行
為
あ
る
も
の
は
之
を
重
罪

（capital punishm
ent

）
に
処
す
。

（
２
）
他
人
の
肢
体
を
毀
損
す
る
も
の
は
反
坐
法
（lex talionis

）

に
属
す
。lex talionis, law

 of lynch

同
字
義
に
し
て
、

法
の
適
用
を
受
く
る
能
は
ず
。

左
れ
ば
沿
革
法
律
学
上
よ
り
之
を
簡
単
に
云
ふ
と
き
は
人
に
属

す
る
法
律
よ
り
土
地
に
属
す
る
法
律
に
進
む
と
云
ふ
べ
き
也
。

之
れ
羅
馬
人
に
在
ら
ざ
れ
ば
時
効
に
よ
り
て
所
有
権
を
免
ま
ぬ
か
れ

さ

す
理
由
な
り
。

斯
の
如
く
古
代
の
法
律
は
属
人
法
な
り
し
を
以
て
羅
馬
に
居
留

し
た
る
［
三
十
八
丁
裏
］
外
国
人
に
羅
馬
法
を
適
用
せ
ざ
る
こ
と

は
羅
馬
人
の
大
に
栄
誉
と
せ
る
所
な
り
。
故
に
近
世
の
治
外
法
権

と
は
全
く
反
対
の
有
様
を
呈
出
せ
る
な
り
。
近
世
の
治
外
法
権
は

其
行
は
る
る
国
に
於
て
却
て
之
を
国
の
恥
辱
な
り
と
し
苟
も
外
人

た
る
も
の
は
其
居
留
国
の
国
法
を
奉
ず
べ
き
も
の
が
原
則
と
な
れ

り
。
而
し
て
其
国
法
を
遵
奉
せ
し
む
る
能
は
ざ
る
と
き
は
大
に
其

国
威
を
害
す
る
と
迄
に
思
へ
り
。

古
代
の
法
律
は
留
居
の
外
国
人
に
其
国
の
法
律
の
利
益
を
得
せ

し
め
ざ
る
を
以
て
却
て
之
を
栄
誉
と
せ
り
。
左
れ
ば
現
世
の
法
律

は
国
に
属
し
、
古
代
の
法
律
は
人
に
属
せ
し
な
り
。
而
し
て
其
然

る
所
以
は
之
に
皆
国
家
変
遷
に
共
と
も
な

ふ
も
の
に
し
て
、
抑
も
国
家

の
第
一
時
代
に
於
て
は
、
人
土
地
に
固
着
せ
ず
、
即
ち
第
一
の
猟

狩
時
代
に
あ
つ
て
は
人
に
定
ま
り
た
る
住
居
な
し
。
第
二
の
牧
畜

の
時
代
に
至
る
と
も
猶
ほ
己
れ
の
住
居
し
た
る
［
三
十
九
丁
表
］

（
八
四
〇
）



穂
積
陳
重
博
士
『
羅
馬
法
講
義
』
総
論
及
び
第
一
編

　羅
馬
法
律
史
（
吉
原
）

一
七
九

（
19
）
被
後
見
者
の
財
産
を
私
た
る
後
見
人
は
二
倍
の
課
料
に
処

す
。

（
23
）
偽
証
（perjury

）
を
為
せ
し
も
の
はT

arpeinan R
ock

の
上
よ
り
投
げ
落
す
べ
し
。

（
24
）
殺
人
罪
を
犯
し
た
る
も
の
は
重
罪
に
処
す
。（capital 

punishm
ent

）

現
行
盗
と
はfurtum

 m
anifestum

右
は
た
と
ひ
刑
法
に
関
す
れ
ど
も
、
主
と
し
て
私
犯
法
に
属
す
。

私
犯
法
に
関
し
た
る
ヶ
条
は
法
理
沿
革
上
よ
り
論
ず
る
に
は
甚

だ
大
切
な
り
。

第
八
表
は
主
と
し
て
私
犯
法
に
関
す
れ
ど
も
又
刑
法
に
類
似
せ

る
個
条
も
亦
少
な
か
ら
ず
。
其
理
由
は
古
来
の
法
律
に
て
は
未
だ

公
犯
私
犯
の
区
別
判
然
な
ら
ず
。
故
に
刑
法
民
法
常
に
相
混
同
せ

り
。
然
る
に
社
会
進
歩
す
る
［
四
十
一
丁
表
］
に
従
ひ
法
律
も
漸

く
分
化
し
て
遂
に
民
法
刑
法
の
区
別
明
白
な
る
に
至
れ
り
。

現
今
の
法
律
論
に
依
れ
ば
、
一
己
人
の
権
利
を
犯
し
た
る
所
為

は
之
を
私
犯
と
な
し
、
民
事
の
上
の
救
済
を
許
し
、
而
し
て
一
国

の
安
寧
を
害
せ
し
も
の
は
之
を
公
犯
と
な
し
、
刑
法
を
以
て
之
を

所
分
せ
り
。
然
れ
ど
も
古
代
の
社
会
に
於
て
は
或
は
人
を
殺
し
或

は
人
の
財
産
を
盗
み
た
る
も
の
あ
る
と
き
は
其
為
害
者
と
被
害
者

同
じ
き
を
以
て
之
を
報
ず
と
云
ふ
こ
と
に
し
て
、
英
法
に
所

謂tit for tat

［
し
っ
ぺ
返
し
の
意
］
な
り
。

（
３
）
自
由
人
民
の
歯
を
損
ず
る
も
の
は
三
百
ア
ス
、
奴
隷
の
歯

を
損
ず
る
も
の
は
一
百
五
十
ア
ス
を
弁
償
せ
し
む
。

（
４
）
其
他
の
損
償
に
は
卄
五
ア
ス
を
払
は
し
む
べ
し
。 
 

 

［
四
十
丁
表
］

（
６
）
四
足
獣
の
為
し
た
る
損
害
は
其
所
有
主
に
於
て
之
を
賠
償

す
る
か
若
し
く
は
為
害
動
物
を
被
害
者
に
渡
す
可
し
。
為
害

物
公
付
を
称
し
てnoxa

［e
］ datio

と
云
ふ
。

（
９
）
夜
間
に
耕
作
地
を
荒
し
農
民
を
害
す
る
も
の
は
死
刑
に
所

す
。

（
10
）
他
人
の
住
家
に
放
火
し
た
る
も
の
は
火
刑
に
処
す
。

（
14
）
現
行
盗
は
若
し
其
犯
者
に
し
て
自
由
人
民
な
る
と
き
は
之

を
鞭
む
ち
う
つ

た
る
後
被
害
者
に
渡
し
以
て
奴
隷
と
為
す
。

若
し
犯
人
に
し
て
奴
隷
な
る
と
き
は
之
を
鞭
た
る
後

T
arpeian R

ock

の
上
よ
り
突
き
落
す
可
し
。

（
18
）
貸
金
は
利
子
の
割
合
は
一
ヶ
年
八
分
の
三
分
の
一
を
超
ゆ

べ
か
ら
ず
。
若
し
此
の
利
律
以
上
に
て
借
金
を
為
せ
し
も
の

あ
れ
ば
、
課
料
と
し
て
其
金
の
四
倍
を
払
は
し
む
可
し
。 
 

［
四
十
丁
裏
］

（
八
四
一
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
三
号
（
二
〇
二
〇
年
一
月
）

一
八
〇

し
。然

る
に
社
会
進
歩
す
る
に
従
ひ
、
首
長
若
し
く
は
君
主
の
威
権

甚
だ
強
大
な
る
に
従
ひ
、
其
国
の
君
主
は
国
中
に
於
て
物
を
取
り

人
を
殺
す
を
禁
ず
る
に
至
る
。
斯
の
如
き
時
代
に
達
せ
し
と
き
に

於
て
近
世
刑
法
のgerm

初
め
て
現
は
る
る
な
り
。
即
ち
公
犯
即

ち
犯
罪
は
之
を
君
主
又
は
君
長
に
抵
抗
す
る
の
所
為
な
り
と
せ
り
。

而
し
て
君
主
に
抵
抗
す
る
の
所
為
に
関
し
て
は
君
主
自
ら
原
告
と

な
り
て
之
に
制
裁
を
蒙
ら
す
な
り
。
故
に
古
代
に
於
て
は
第
一
に

発
達
し
た
る
は
刑
法
に
し
て
、
而
し
か
し
て

刑
法
中
尤
も
早
く
発
達
せ
る

は
謀
反
大
逆
其
他
近
世
称
す
る
所
の
国
事
犯
の
罪
な
り
。
斯
の
如

き
犯
罪
は
国
家
を
害
す
る
の
所
為
と
し
て
之
を
罰
せ
る
也
。

人
を
殺
し
財
産
を
盗
む
等
の
事
は
一
己
人
に
対
す
る
罪
と
し
て

猶
ほ
民
法
に
残
せ
る
時
代
あ
り
。
故
に
諸
君
に
し
てJustinian 

Institutes

即
ち
［
四
十
二
丁
裏
］
羅
馬
法
の
実
に
発
達
を
極
め

た
る
時
代
を
見
る
も
猶
ほ
強
盗
竊
盗
を
民
事
犯
と
な
せ
り
。「
イ

ン
ス
チ
チ
ユ
ー
ト
」
の
第
四
巻
第
四
章
を
見
る
も
、
法
典
の
終
り

に
於
て
犯
罪
と
し
て
掲
げ
た
る
も
の
は
概
を
も
む

ね
皆
国
事
犯
に
属
す

る
も
の
な
り
。
而
し
て
此
国
事
犯
に
於
て
初
め
て
一
己
人
一
己
人

と
の
関
係
な
く
な
り
、
国
家
と
云
ふ
考
初
て
出
来
た
り
。
故
に
刑

法
の
初
め
は
皆
国
事
犯
よ
り
来
れ
る
な
り
。

と
の
直
接
の
関
係
は
之
を
見
る
を
得
た
れ
ど
も
其
犯
行
に
し
て
社

会
国
家
に
及
ぼ
す
の
影
響
は
之
を
見
る
を
得
ざ
り
し
な
り
。
故
に

時
と
し
て
は
被
害
者
に
之
に
復
讐
す
る
を
許
し
又
は
財
産
を
奪
ひ

た
る
も
の
は
自
ら
之
を
取
り
戻
す
こ
と
を
許
せ
り
。
或
は
之
を
法

庭
に
訴
へ
国
家
の
権
力
を
以
て
其
損
害
の
恢
復
を
計
る
こ
と
を
許

す
に
至
れ
り
。
然
る
に
現
世
の
如
く
貨
幣
の
用
ひ
方
未
だ
進
歩
せ

ざ
る
を
以
て
現
代
［
四
十
一
丁
裏
］
如
く
私
訴
の
十
中
八
九
は
全

員
を
以
て
之
を
償
ひ
得
る
の
力
未
だ
起
ら
ざ
り
し
。
故
に
古
代
の

法
律
に
て
は
民
事
の
訴
に
於
て
は
往
々
被
告
を
罪
す
る
こ
と
あ
り
、

或
は
其
曲
者
を
殺
し
或
は
之
れ
が
身
体
を
毀
損
し
或
は
之
を
鞭
ち

或
は
「
タ
ー
ペ
シ
ヤ
ン
ロ
ッ
ク
」［
タ
ル
ペ
イ
ア
の
巌
］
よ
り
之

を
突
き
落
す
等
の
事
あ
り
。

左
れ
ば
斯
の
如
き
法
律
は
其
跡
は
大
に
刑
罰
に
似
た
り
と
雖
ど

も
其
主
意
を
尋
ね
れ
ば
為
害
者
を
懲
戒
す
る
為
め
に
も
在
ら
ず
又

之
を
以
て
社
会
一
般
の
勧か
ん

戒
と
為
す
為
め
に
も
あ
ら
ず
、
只
主
と

し
て
被
害
者
を
、
被
害
者
の
心
を
満
足
せ
し
め
ん
が
為
め
な
り
。

云
は
ば
、
無
形
の
賠
償
と
も
云
ふ
べ
き
か
。

斯
の
如
く
第
八
表
に
於
て
は
往
々
刑
罰
に
類
似
す
る
九
条
あ
れ

ど
も
其
個
条
は
他
の
私
犯
法
と
左
程
異
な
り
た
る
も
の
に
あ
ら
ず
。

其
形
は
刑
法
に
し
て
［
四
十
二
丁
表
］
其
実
は
民
法
な
る
も
の
多

（
八
四
二
）
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一
八
一

れ
り
。
此
に
於
て
か
遂
に
公
犯
は
私
犯
を
埋
没
せ
し
む
る
と
の

form

行
は
る
る
に
至
れ
り
。

然
る
に
近
世
に
至
り
、
一
己
人
の
権
利
発
達
す
る
に
従
ひ
、
刑

法
の
学
説
一
変
し
、
凡
そ
犯
罪
は
直
接
に
一
己
人
を
害
し
間
接
に

国
家
を
害
す
る
も
の
と
せ
り
。
故
に
近
世
諸
国
の
治
罪
法
に
は
一

の
犯
罪
あ
れ
ば
公
私
の
訴
訟
を
并
び
起
さ
し
む
。
以
て
一
方
に
於

て
は
罪
人
を
懲
ら
し
め
、
一
方
に
於
て
は
被
害
者
に
賠
償
せ
し
む

る
の
制
度
を
立
つ
る
に
至
れ
り
。

前
陳
せ
し
事
を
約
言
す
れ
ば
、
古
代
に
於
て
は
一
切
の
犯
行
之

を
私
犯
と
な
し
、
其
後
に
至
り
、
国
事
犯
を
公
犯
と
し
其
後
に
及

ん
で
人
性
犯
を
公
犯
と
し
、
最
後
に
栄
誉
財
産
等
に
関
す
る
罪
を

公
犯
と
せ
り
。

又
古
代
に
於
て
は
一
切
の
犯
行
は
之
を
私
犯
と
な
し
為
害
者
と

被
害
者
と
の
間
の
関
係
と
な
り
し
が
、
中
世
に
至
り
犯
行
は
概
お
ほ
む

ね
之
を
［
四
十
四
丁
表
］
公
犯
と
為
し
国
家
と
為
害
者
と
の
関
係

と
為
り
し
が
、
近
世
に
至
り
て
は
犯
行
は
概
ね
公
犯
私
犯
と
の
性

質
を
兼
ね
有
す
る
も
の
と
な
し
、
国
家
及
び
被
害
者
た
る
一
己
人

と
為
害
者
と
の
関
係
を
合
せ
認
む
る
に
至
れ
り
。

第
八
表
の
第
二
、
三
、
四
項
及
び
第
十
項
に
於
て
は
法
を
定
む
。

抑
も
反
坐
法
の
起
り
は
全
く
未
開
人
民
の
復
讐
の
念
慮
を
満
足

然
る
に
社
会
猶
ほ
一
層
進
歩
し
て
性
命
の
安
全
は
社
会
の
凝
固

に
最
大
の
関
係
を
有
す
る
と
云
ふ
こ
と
を
啓さ
と

る
に
至
れ
り
。
故
に

刑
法
に
於
て
下
等
の
人
民
に
し
て
優
等
な
る
人
民
を
殺
す
の
個
条

も
出
来
又
或
は
同
等
人
相
互
に
殺
害
す
る
を
禁
ず
る
の
法
も
出
来

た
り
。
故
に
国
事
犯
に
次
て
起
る
刑
法
は
性
命
に
関
す
る
刑
法
な

り
。其

後
農
業
等
の
進
歩
に
よ
り
人
民
に
財
産
の
思
想
追
々
進
歩

［
四
十
三
丁
表
］
す
る
に
従
ひ
、
財
産
の
堅
固
も
亦
大
に
必
要
な

る
こ
と
を
覚
る
に
至
れ
り
。
此
に
於
て
か
財
産
に
関
す
る
罪
或
は

栄
誉
に
関
す
る
罪
と
を
罰
す
る
の
刑
法
起
れ
り
。
而
し
て
刑
法
の

発
達
な
る
も
の
は
社
会
徳
義
の
進
歩
に
共
と
も
な

ふ
も
の
に
し
て
、
近

世
に
至
り
て
商
業
工
業
等
大
に
盛
に
起
る
に
至
つ
て
は
信
用
を
害

す
る
の
罪
迄
も
之
れ
を
刑
法
に
合
す
る
に
至
れ
り
。

中
世
に
於
て
は
人
命
を
害
し
財
産
を
犯
す
が
如
き
所
為
は
国
家

安
寧
を
害
す
る
と
云
ふ
こ
と
明
に
な
り
。
且
又
君
主
の
権
威
盛
大

と
な
り
、
中
央
集
権
の
制
行
は
れ
、
国
王
の
利
益
国
家
の
利
益
を

計
る
所
為
を
以
て
大
な
る
徳
と
せ
り
。
故
に
他
人
を
殺
し
又
は
其

財
産
を
奪
ふ
が
如
き
所
為
は
国
家
を
害
す
る
の
所
為
な
り
と
見
做

し
刑
法
を
以も
っ
て而

之
を
処
分
し
一
己
人
た
る
被
害
者
に
対
す
る
損
害

賠
償
は
差
置
［
四
十
三
丁
裏
］
き
て
、
之
を
不
問
に
付
す
る
に
至

（
八
四
三
）
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一
八
二

［
四
十
五
丁
表
］
未
開
の
人
民
に
公
平
の
感
覚
を
示
す
に
便

な
り
。

第
四
　
反
坐
法
は
其
所
犯
と
懲
罰
と
の
同
種
類
な
る
を
以
て
無
智

の
人
民
を
け
い
戒
す
る
に
便
な
り
し
。

右
の
如
き
種
々
の
利
益
あ
り
し
を
以
て
反
坐
法
は
其
初
め
は
復

讐
の
念
慮
よ
り
起
り
た
れ
ど
も
後
世
に
至
る
迄
永
続
せ
し
も
の
な

り
。
故
に
反
坐
法
即
ちlex talionis

は
何
れ
の
国
に
て
も
在
り

た
る
に
こ
と
に
し
て
無
き
は
不
思
議
な
る
位
な
り
。

第
八
表
第
六
項
に
よ
れ
ば
四
足
戦
の
為
し
た
る
損
害
は
其
所
有

主
に
於
て
之
を
賠
償
す
る
か
、
若
し
く
は
為
害
動
物
を
被
害
者
に

渡
す
可
し
。

抑
も
此
法
令
は
古
代
に
於
て
責
任
の
帰
す
る
所
を
明
か
に
し
且

つ
其
責
任
の
真
価
を
示
す
に
甚
だ
有
用
な
る
法
令
な
り
。

凡
そ
人
が
他
人
又
は
他
物
よ
り
損
害
を
受
け
た
る
と
き
は
先
づ

胸
中
に
浮
ぶ
［
四
十
五
丁
裏
］
も
の
は
復
讐
の
念
な
り
。
故
に
野

蛮
討
伐
に
て
は
其
損
害
賠
償
の
責
は
其
為
害
者
に
付
着
せ
り
。
例

へ
ば
甲
に
し
て
乙
を
殺
す
と
き
は
乙
の
新
族
は
甲
の
身
体
を
得
て

之
を
殺
傷
せ
り
。
又
若
し
甲
の
奴
隷
に
し
て
乙
を
害
せ
る
と
き
は

乙
者
の
親
族
は
其
奴
隷
を
得
て
、
以
而
之
を
懲
罰
せ
り
。
又
若
し

甲
の
飼
犬
乙
を
噛
み
た
る
と
き
は
乙
は
其
直
接
に
害
を
為
し
た
り

せ
し
む
る
に
あ
り
同
じ
種
類
の
害
を
為
害
者
に
加
ふ
る
と
云
ふ
は

自
然
に
人
々
の
以
て
罰
と
す
る
に
適
当
な
り
と
の
こ
と
を
心
裡
に

浮
ぶ
も
の
な
り
。

然
る
に
反
坐
法
は
種
々
の
便
利
あ
り
し
を
以
て
殆
ど
何
れ
の
国

に
も
行
は
る
る
な
り
。
而
し
東
洋
諸
国
に
は
反
坐
法
の
跡
蹟
全
く

見
当
ら
ぬ
様
な
り
。
然
し
之
れ
索
探
の
不
足
な
ら
ん
。

反
坐
法
の
便
利
。 

［
四
十
四
丁
裏
］

第
一
　
蛮
族
中
に
於
て
は
他
の
種
族
と
の
勢
力
を
平
均
を
保
つ
こ

と
大
切
な
り
し
が
故
に
「
ス
ペ
ン
サ
ー
」
氏
等
も
云
へ
る
こ

と
あ
り
。
蛮
族
中
若
し
甲
の
酋
族
乙
の
酋
族
に
害
を
加
ふ
る

と
き
は
其
加
害
者
た
る
甲
酋
族
に
於
て
も
同
様
の
損
害
を
蒙

る
に
非
ら
ざ
れ
ば
両
族
中
の
勢
力
の
平
均
を
保
つ
能
は
ず
。

故
に
若
し
乙
族
に
於
て
十
人
の
犯
人
あ
る
と
き
は
甲
族
に
て

も
十
人
殺
し
以
て
其
平
均
を
保
つ
等
の
事
宜ぎ

の
慣
習
は
広
く

行
は
れ
た
る
も
の
な
り
と
云
ふ
。
反
坐
法
も
此
の
如
き
勢
力

平
均
の
慣
習
に
基
き
し
も
の
な
ら
ん
。

第
二
　
反
坐
法
は
犯
罪
と
之
に
対
す
る
懲
罰
と
の
同
種
類
な
る
を

以
て
矇
昧
の
人
民
に
犯
罪
と
懲
罰
と
の
関
係
を
示
す
に
尤
も

能
く
適
せ
り
。

第
三
　
反
坐
法
は
其
犯
行
と
懲
罰
と
同
種
同
量
な
り
し
を
以
て

（
八
四
四
）
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を
殺
傷
し
た
る
場
合
の
如
き
も
亦
其
損
害
を
代
償
し
以
て
甲
を
救

ふ
を
得
る
に
至
れ
り
。
又
若
し
牛
馬
其
他
の
家
畜
に
し
て
他
人
を

傷
害
し
或
は
他
人
の
耕
作
地
を
荒
ら
せ
る
と
き
は
其
被
害
者
は
直

に
其
為
害
物
を
差
を
さ
へ
自
由
に
之
を
処
分
す
る
の
権
あ
り
。
而

し
て
持
有
者
に
し
て
其
為
害
物
を
取
戻
さ
ん
と
な
れ
ば
金
銭
其
他

の
物
品
を
以
て
之
を
償
は
ざ
る
可
か
ら
ず
。
斯
の
如
く
為
害
者
の

親
族
又
は
為
害
物
の
所
有
主
に
し
て
其
為
害
者
又
は
為
害
者
の
為

せ
し
損
害
に
付
き
て
其
責
任
を
代
償
す
る
の
方
法
を
講
ず
る
に
至

つ
て
初
め
て
責
任
は
必
ず
人
に
属
す
べ
き
も
の
な
り
と
の
原
則
の

発
端
を
開
け
り
。

然
れ
ど
も
其
初
め
に
於
て
は
為
害
物
は
第
一
の
責
任
を
負
ひ
持

有
者
主
は
第
二
の
責
任
を
負
へ
り
。 

［
四
十
七
丁
表
］

故
に
羅
馬
法
及
び
其
他
の
古
法
に
至
つ
て
は
損
害
の
あ
り
し
と

き
は
為
害
者
の
持
有
者
に
は
其
為
害
物
を
交
付
す
る
か
又
は
之
を

代
償
す
る
か
の
二
者
の
中
其
一
を
選
ぶ
の
権
を
与
へ
し
な
り
。

前
陳
を
約
言
す
れ
ば
第
一
世
に
於
て
は
責
任
物
に
在
り
。
第
二

世
に
於
て
は
責
任
は
物
若
し
く
は
人
に
在
り
。
第
三
世
に
は
責
任

人
に
在
つ
て
物
に
在
ら
ず
と
云
ふ
を
得
べ
し
。

H
olm

es, C
om

m
on L

aw

の
第
一
巻
を
参
考
す
べ
し
。

第
八
表
十
四
項
　
現
行
盗
は
若
し
其
犯
人
に
し
て
自
由
人
民
な

し
犬
を
得
て
、
之
を
殺
傷
し
以
て
復
讐
の
念
慮
を
満
足
之
せ
し
め

た
り
し
。

右
の
場
合
に
て
は
其
責
任
を
有
す
る
も
の
は
甲
の
身
体
か
奴
隷

又
は
犬
に
し
て
、
其
奴
隷
の
主
人
、
犬
の
飼
主
た
る
甲
に
は
其
責

任
は
在
ら
ざ
る
な
り
。
甚
し
き
に
至
り
て
は
性
命
を
有
せ
ざ
る
物

よ
り
害
を
受
け
た
る
と
き
に
て
も
尚
ほ
其
為
害
者
に
復
讐
し
之
を

懲
罰
せ
る
こ
と
あ
り
。［
四
十
六
丁
表
］
猶
太
人
の
法
律
中
に
も

若
し
牛
他
人
を
突
き
殺
せ
る
と
き
は
之
を
石
殺
す
べ
し
。
然
れ
ど

も
其
所
有
者
は
罪
に
関
せ
ず
と
あ
り
。
又
「
グ
リ
ー
キ
」
の
「
ソ

ロ
ン
」
の
法
典
に
も
同
一
の
規
則
あ
り
。
又
「
ヅ
ラ
ゴ
」
の
法
律

に
も
木
石
等
の
無
性
物
を
裁
判
所
に
出
す
の
法
あ
り
て
紀
元
二
百

年
頃
迄
も
其
遺
風
存
し
た
り
し
。

第
八
表
に
於
け
るnoxa

［e

］ datio

為
害
者
交
付
の
規
則
は
即

ち
其
慣
習
に
基
き
し
も
の
な
り
。

前
述
の
如
く
古
代
法
律
に
て
は
責
任
為
害
者
に
固
着
し
て
其
所

有
者
に
及
ぼ
さ
ざ
り
し
を
以
て
其
結
果
た
る
や
若
し
甲
者
の
牛
乙

を
傷
け
た
る
と
き
は
甲
其
牛
を
乙
に
引
渡
す
れ
ば
他
に
責
任
を
蒙

る
こ
と
な
し
。
然
れ
ど
も
若
し
甲
に
し
て
其
飼
牛
を
を
し
し
た
る

と
き
は
其
牛
の
責
任
を
代
償
す
る
の
方
法
を
考
へ
ざ
る
可
か
ら
ず
。

此
事
は
［
四
十
六
丁
裏
］
単
に
家
畜
の
類
の
み
な
ら
ず
若
し
甲
乙

（
八
四
五
）
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一
八
四

会
に
及
ぼ
す
の
結
果
を
知
る
能
は
ざ
り
し
。
特
に
所
有
権
は

社
会
の
基
礎
に
し
て
盗
犯
の
如
き
所
有
権
を
害
す
る
の
所
為

は
之
れ
社
会
の
基
礎
を
攻
撃
す
る
の
大
罪
な
り
と
の
高
尚
な

る
考
へ
は
中
々
思
ひ
も
寄
ら
ざ
り
し
。

斯
の
如
き
有
様
な
る
を
以
て
当
時
の
立
法
者
は
つ
い
人
の
物
品

を
毀
た
る
も
之
を
盗
む
も
同
一
の
様
に
思
ひ
之
を
私
犯
中
に
入
れ

し
な
り
。

然
ら
ば
何
故
に
刑
事
に
類
似
し
た
る
の
懲
罰
を
之
に
加
へ
た
る

や
即
ち
之
を
鞭
む
ち
う

ち
以
て
奴
隷
と
為
す
等
の
如
し
。 ［
四
十
八
丁
裏
］

斯
の
如
き
罰
を
加
へ
た
る
は
之
れ
盗
犯
を
以
て
刑
事
と
見
做
し

た
る
の
所
為
に
非あ

ら
ず
し
て
何
ぞ
や
と
云
ふ
人
も
あ
る
可
け
れ
ど

も
、
然
く
其
制
済
を
考
ふ
る
と
き
は
全
く
民
事
に
属
し
て
刑
事
に

属
せ
ざ
り
し
こ
と
を
知
る
に
足
る
可
し
。

斯
く
為
害
者
を
鞭
ち
或
は
之
を
投
げ
落
す
等
の
事
は
其
犯
罪
を

懲
ら
し
め
他
人
の
懲
戒
と
為
す
等
の
目
的
に
あ
ら
ず
し
て
、
全
く

其
被
害
者
の
復
讐
の
念
を
満
足
せ
し
む
る
に
出
で
し
こ
と
に
し
て
、

之
れ
無
形
の
損
害
賠
償
な
り
。
即
ち
社
会
を
満
足
せ
し
め
ず
し
て

人
を
満
足
せ
し
む
る
に
出
で
し
こ
と
に
し
て
古
代
に
て
は
貨
幣
未

だ
盛
ん
に
行
は
れ
ず
、
故
に
外
人
に
害
す
る
も
の
あ
る
と
き
は
当

時
の
如
き
賠
償
金
は
無
く
し
て
偶
々
牛
羊
若
し
く
は
山
野
に
猟
し

る
と
き
は
之
を
鞭
ち
た
る
後
被
害
者
に
渡
し
以
て
奴
隷
と
為
す
。

若
し
犯
人
に
し
て
奴
隷
な
る
と
き
は
之
を
鞭
ち
た
る
後
「
タ
ー
ペ

シ
ヤ
ン
ロ
ッ
ク
」
の
上
よ
り
突
き
落
す
可
し
。

現
今
の
法
典
に
よ
れ
ば
盗
犯
は
刑
法
中
財
産
に
対
す
る
罪
の
中

［
四
十
七
丁
裏
］
尤
も
重
な
る
も
の
の
如
く
書
せ
り
。
然
る
に
羅

馬
法
の
八
表
に
て
は
民
法
中
に
在
り
て
民
事
犯
を
以
て
之
を
論
せ

り
。
且
つ
其
後
五
百
三
三
年
の
頃
迄
即
ちJustinian ’s Institutes

に
も
亦
之
を
私
犯
中
に
置
け
り
。

斯
の
如
く
古
代
諸
国
法
律
に
盗
犯
を
以
て
民
事
犯
と
為
せ
る
は

二
個
の
理
由
の
重お

も
な
る
も
の
あ
り
。

第
一
　
矇
昧
の
人
民
未
だ
徳
義
進
ま
ず
、
他
人
の
物
品
を
盗
む
を

以
て
悪
し
と
思
ふ
の
念
思
慮
甚
だ
薄
く
、
且
つ
戦
争
の
時
な

ぞ
に
は
分
取
り
と
之
を
名
づ
け
て
殆
ど
人
の
物
を
奪
ふ
は
通

常
の
事
に
し
て
、
刑
を
以
て
之
を
罰
す
る
程
に
悪
し
と
は
思

は
ざ
り
し
を
以
て
之
を
私
犯
に
入
れ
し
な
り
。

第
二
　
原
初
社
会
の
人
民
は
未
だ
智
識
に
乏
し
く
し
て
事
物
の

［
四
十
八
丁
表
］
直
接
の
関
係
は
之
を
知
れ
り
と
雖
ど
も
間

接
の
関
係
に
至
り
て
は
之
を
見
る
能
は
ざ
り
し
。
故
に
一
人

が
他
人
の
物
品
を
盗
み
た
る
と
き
は
其
盗
み
た
る
者
と
盗
ま

れ
た
る
人
と
の
関
係
は
之
を
見
る
を
得
た
れ
ド
其
行
為
の
社

（
八
四
六
）
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八
五

偸と
を

盗と
を

者
に
し
て
盗
を
為
し
た
る
場
合
又
は
直
に
逐
跡
せ
ら
れ
て

捕
れ
た
る
を
現
行
盗
と
す
。
而
し
て
若
し
犯
者
に
し
て
一
旦
其
場

を
免
れ
後
日
に
至
り
て
捕
は
れ
た
る
と
き
は
之
を
非
現
行
盗
と
す
。

而
し
て
非
現
行
盗
の
場
合
に
は
其
盗
み
し
物
の
価
の
二
倍
を
償
は

し
め
［
五
十
丁
裏
］
た
り
。

現
今
諸
国
刑
法
に
よ
れ
ば
、
其
場
に
て
捕
へ
ら
れ
た
る
も
其
後

に
捕
へ
ら
れ
た
る
も
二
者
の
中
刑
罰
に
一
の
軽
重
あ
る
こ
と
な
し
。

然
る
に
古
代
に
は
斯
の
如
き
区
別
あ
る
は
如
何
。

即
ち
古
代
の
法
律
は
人
民
の
私
闘と
を

復
讐
に
代
り
し
も
の
に
し
て

人
民
自
ら
盗
犯
者
を
捕
へ
且
つ
之
れ
を
懲
ら
し
め
た
り
し
を
国
家

之
に
代
り
し
も
の
な
り
。
左
れ
ば
斯
如
く
国
家
は
人
民
の
私
闘と
を

に

代
は
り
し
を
以
て
、
従
て
刑
罰
の
定
度
も
現
今
の
法
律
の
如
く
社

会
公
益
を
害
す
る
の
多
少
に
依
ら
ざ
り
し
な
り
。
全
く
被
害
者
の

忿
怒
の
定
度
を
標
準
と
為
し
以
て
刑
罰
の
定
度
を
定
め
し
も
の
な

り
。
此
定
度
の
事
に
付
て
も
盗
犯
は
民
事
な
る
こ
と
を
知
る
可
し
。

古
代
に
在
つ
て
は
被
害
者
に
し
て
若
し
盗
賊
を
直
に
捕
へ
た
る

場
合
か
［
五
十
一
丁
表
］
又
は
直
に
追
捕
し
た
る
等
の
と
き
は
直

に
之
を
打ち
ょ

擲
ち
ゃ
く

し
甚
し
き
は
之
を
殺
傷
せ
し
た
る
に
至
る
。
然
れ

ど
も
若
し
其
犯
者
に
し
て
一
旦
其
場
を
免
し
後
日
之
を
発
覚か
く

せ
る

と
き
は
被
害
者
の
怒
り
も
其
熱
度
を
減
ぜ
り
。
故
に
仮
令
ひ
其
時

た
る
獲
物
を
以
て
被
害
者
に
償
ふ
た
る
こ
と
も
時
と
し
て
は
有
り

た
れ
ど
も
、
未
だ
賠
金
を
以
て
賠
償
［
四
十
九
丁
表
］
損
害
の
通

常
の
方
法
と
為
す
に
は
至
ら
ざ
り
し
。

故
に
被
害
者
を
し
て
満
足
せ
し
め
ん
と
な
れ
ば
其
為
害
者
に
苦

痛
を
蒙
ら
す
が
第
一
番
に
通
常
な
る
方
法
な
り
し
。
故
に
十
四
項

に
あ
る
懲
罰
法
の
如
き
は
外
形
は
刑
罰
に
似
た
れ
ど
も
其
内
実
は

損
害
賠
償
の
精
心
な
り
。

然
る
に
其
後
に
至
り
私
犯
に
一
大
変
革
を
生
じ
遂
に
刑
事
民
事

を
し
て
明
か
な
ら
し
め
し
も
の
は
之
れ
貨
幣
の
制
度
な
り
。
貨
幣

あ
ま
ね
く
行
は
れ
て
よ
り
以
来
民
事
犯
は
主
と
し
て
賠
償
金
を
以

て
救
済
の
方
法
と
為
す
に
至
れ
り
。

十
二
銅
表
に
は
盗
犯
を
分
つ
て
二
種
と
為
す
。
現
行
盗

（furtum
 m

anifestum

）
及
び
被
現
行
盗
（furtum

 nec 
m

anifestum

）
即
ち
之
れ
な
り
。 

［
四
十
九
丁
裏
］

［
五
十
丁
表
］
羅
馬
法
筆
記
　
巻
弐
　
跡
静
逸
民

（
第
八
表
の
続
き
）

十
二
銅
表
は
盗
犯
を
分
つ
て
二
種
と
為
す
。
現
行
盗
（furtum

 
m

anifestum

）
及
び
非
現
行
盗
（furtum

 nec m
anifestum

）
即

ち
之
れ
な
り
。

（
八
四
七
）
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一
八
六

［
五
十
二
丁
表
］
の
皇
帝
の
勅
令
に
曰
く
償
金
を
以
て
私
と
を
復

讐
の
幣
習
を
廃
せ
ん
と
す
れ
ど
も
人
民
の
因い
ん

習
久
し
く
し
て
今
俄

に
之
を
全
廃
す
る
を
得
ず
。
故
に
止
む
を
得
ず
被
害
者
に
許
す
に

自
ら
戦
ふ
て
復
讐
を
為
す
か
又
は
法
庭
に
訴
て
償
金
を
要
求
す
る

か
の
一
を
選
ぶ
こ
と
を
以
て
せ
り
。
然
れ
ど
も
其
意
は
固
と
［
よ

り
］
人
民
を
し
て
復
讐
を
棄
て
法
庭
の
裁
判
に
由
ら
し
め
ん
と
す

る
に
在
る
が
故
に
王
は
極
め
て
償
金
の
額
を
大
に
し
て
以
て
人
民

を
法
庭
に
誘
導
す
る
所
以
な
り
と
勅
令
を
下
し
た
り
し
。

此
れ
ら
の
事
実
に
よ
り
て
見
る
も
十
二
銅
表
に
現
行
盗
非
現
行

盗
を
区
別
し
又
其
制
裁
に
差
等
の
あ
り
し
所
以
は
古
代
の
裁
判
は

人
民
の
私
と
を
代
は
り
し
所
以
な
り
。 

［
五
十
二
丁
裏
］

第
九
表
　
刑
法
に
関
す

遺
存
す
る
も
の
五
ヶ
条

（
１
）
一
己
人
に
の
み
関
す
る
法
即
ち
特
別
法
（privilegium

）

を
設
く
る
事
を
禁
ず
。

（
２
）com

itia centuriata

の
決
議
を
経
る
に
非
ら
ざ
れ
ば
人
民

を
死
刑
に
処
す
る
能
は
ず
。

（
３
）
法
官
に
し
て
賄
ろ
を
受
け
た
る
も
の
は
死
刑
に
処
す
。

（
４
）
殺
人
罪
審
判
員
の
職
制
を
定
め
且
つ
一
切
の
判
事
の
宣
告

に
対
し
て
上
告
を
許
す
。

に
至
り
之
を
捕
ふ
る
も
現
場
に
之
を
捕
へ
た
る
に
比
す
れ
ば
被
害

者
も
其
犯
人
を
懲
す
の
定
度
も
余
程
減
す
べ
し
。
故
に
同
一
の
竊

盗
強
盗
に
し
て
も
其
懲
罰
法
に
軽
重
の
差
あ
り
し
と
。

P
ost

［e
］
の
有
名
な
る
「
ガ
イ
ヤ
ス
」
の
註
釈
中
何
故
に
古

代
に
て
は
被
害
者
の
怒
り
を
以
て
懲
罰
の
定
度
と
為
せ
し
や
を
解

て
曰
く
若
し
斯
く
せ
ざ
れ
ば
社
会
に
争
止
ま
ざ
り
し
な
ら
ん
と
。

古
代
社
会
に
て
は
復
讐
の
念
盛
に
な
り
し
を
以
て
若
し
法
廷
の

［
五
十
一
丁
裏
］
裁
判
に
し
て
人
民
復
讐
の
念
慮
を
満
足
せ
し
た

る
能
は
ざ
る
と
き
は
（
即
ち
裁
判
に
し
て
人
民
の
復
讐
の
念
慮
と

一
致
せ
ざ
る
と
き
は
）
人
民
其
法
廷
の
制
裁
を
受
く
る
を
厭
ふ
に

至
る
可
し
。

故
に
古
代
法
律
に
於
て
は
成
る
可
く
被
害
者
が
自
ら
仇
を
報
ず

る
と
同
じ
方
法
を
以
て
人
民
を
し
て
私
戦
を
棄
て
以
て
法
廷
の
制

裁
に
依
ら
し
め
ん
と
為
し
た
り
。

古
代
の
法
律
家
は
人
民
に
復
讐
の
念
を
棄
て
し
め
ん
が
為
め
に

人
民
の
満
足
す
べ
き
懲
罰
法
を
設
け
た
る
こ
と
歴
史
上
の
実
験
に

度
々
あ
り
し
こ
と
な
り
。

「
ロ
ン
バ
ー
ド
」
国
王R

othari

は
被
害
者
を
し
て
復
讐
又
は

賠
償
金
の
一
つ
を
選
ぶ
べ
し
と
の
法
律
を
立
て
人
民
を
し
て
償
金

を
選
ば
し
め
ん
が
為
め
非
常
に
償
金
額
を
重
く
せ
り
。
其
時

（
八
四
八
）
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り
し
。
之
れ
英
国
のpenance &

 penalty

と
同
じ
こ
と
な
ら
ん
。

古
代
社
会
に
て
犯
罪
人
の
極
め
て
少
な
き
と
き
に
当
つ
て
は
斯

の
如
く
一
人
の
犯
罪
人
の
生
ず
る
毎
に
之
を
衆
議
に
附
す
る
こ
と

も
出
来
た
り
し
が
刑
法
の
範
囲
を
追
々
拡か
く

張
し
犯
罪
の
数
も
増
加

す
（
謀
殺
も
強
盗
も
刑
法
の
内
に
入
る
に
従
ひ
）
る
時
は
犯
人
を

出
す
こ
と
、
従
て
繁
く
一
個
の
犯
罪
あ
る
毎
に
国
会
に
て
議
決
す

る
こ
と
は
と
て
も
出
来
難
き
こ
と
な
り
。

茲
に
於
て
「
コ
ミ
シ
ヤ
」
に
於
て
裁
判
委
員
な
る
も
の
を
作
れ

り
。
之
れ
を
［
五
十
四
丁
表
］quaestio

　
と
名
づ
く
。
而
し
て

其
委
員
の
報
告
に
由
り
刑
罪
を
決
し
た
る
も
の
な
り
。
後
に
至
り

て
此
委
員
を
分
類
し
て
殺
人
罪
の
審
判
委
員
又
は
強
竊
盗
の
審
判

委
員
な
ぞ
と
云
ふ
も
の
を
作
り
た
り
し
。
加
之
な
ら
ず
犯
罪
人
の

数
の
増
加
す
る
に
従
ひ
其
委
員
に
常
置
委
員
の
如
き
形
を
為
さ
し

め
た
り
。
而
し
て
時
あ
り
て
直
に
之
を
裁
判
し
之
を
執
行
す
る
の

権
を
委
員
に
与
へ
た
り
し
。

之
れ
第
四
項
に
所
謂
殺
人
罪
審
判
委
員
と
は
之
の
一
種
な
り
。

斯
の
如
く
刑
事
の
裁
判
は
其
初
め
国
会
に
て
為
し
来
り
た
れ
も

其
後
に
至
り
特
別
に
命
じ
た
る
委
員
を
し
て
之
を
調
べ
し
め
国
会

其
判
決
を
為
す
に
至
れ
り
。
而
し
て
又
其
後
に
至
り
常
置
員
を
設

け
一
切
の
犯
罪
を
審
判
せ
し
た
る
に
至
れ
り
。 

［
五
十
四
丁
裏
］

（
５
）
羅
馬
の
公
敵
に
組
し
若
し
く
は
羅
馬
人
を
敵
に
引
渡
し
た

る
も
の
は
死
刑
に
処
す
。

第
八
表
に
論
じ
た
る
が
如
く
古
代
の
法
律
に
於
て
は
十
人
の
性

命
身
体
［
五
十
三
丁
表
］
財
産
に
関
し
た
る
犯
罪
は
皆
之
を
私
犯

と
為
せ
り
。
而
し
て
罪
と
し
て
刑
罰
を
加
へ
し
も
の
は
直
接
に
国

家
の
基
礎
を
攻
撃
せ
る
所
為
の
み
な
り
。

故
に
十
二
銅
表
に
於
て
罪
と
し
て
論
ず
る
の
所
為
は
概
ね
皆
現

今
の
国
事
犯
に
属
す
る
も
の
な
り
。
即
ち
直
接
に
国
家
の
基
礎
を

攻
撃
す
る
の
所
為
な
り
。

斯
の
如
く
古
代
刑
法
に
て
罪
と
し
た
る
所
為
は
国
家
を
直
接
に

攻
撃
す
る
の
所
為
な
る
を
以も
っ
て而

、
外
患
の
進
撃
と
形
は
異
な
れ
ど

も
其
実
は
異
な
る
こ
と
な
し
。
而
し
て
内
外
の
敵
を
拒
ぐ
は
兵
力

な
ら
ざ
る
可
か
ら
ず
。
外
患
を
拒
ぐ
に
は
兵
力
を
用
ゐ
内
患
を
防

ぐ
に
は
法
律
を
用
ゐ
た
り
し
な
り
。

兵
制
と
法
制
と
は
ほ
ぼ
其
働
き
を
同
一
せ
る
を
以
て
古
代
の

［
五
十
三
丁
裏
］
社
会
に
て
は
兵
馬
の
権
と
司
法
の
権
と
は
同
一

の
人
に
属
し
た
り
し
。
例
へ
ば
大
将
は
大
審
院
長
な
り
し
な
り
。

之
れ
羅
馬
に
て
も
刑
法
に
関
す
る
公
権
は
軍
事
国
会
な
る

com
itia centuriata

に
属
し
て
刑
事
の
裁
判
所
た
り
。
故
に
其

初
め
に
て
は
一
人
の
犯
罪
人
起
る
毎
に
之
を
国
会
の
議
に
附
し
た

（
八
四
九
）
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会
「
セ
ン
チ
ユ
リ
ヤ
タ
」
は
大
に
其
勢
力
な
か
り
し
其
時
代
に
当

り
て
は
刑
事
裁
判
の
委
員
を
命
じ
た
る
は
主
と
し
てcom

itia 
trbuta

な
り
し
。
然
る
にtributa

は
死
刑
を
宣
告
す
る
の
権
を

持
た
ざ
り
し
を
以
て
、
之
れ
よ
り
命
ぜ
ら
れ
た
る
委
員
も
亦
其
権

な
り
し
て
其
権
は
只
兵
事
国
会
に
限
り
た
り
し
。
故
に
羅
馬
共
和

政
治
の
末
年
に
当
り
て
は
死
刑
な
る
も
の
殆
ど
［
五
十
五
丁
裏
］

廃
さ
れ
た
る
位
に
て
死
刑
あ
り
し
か
見
ず
。
之
に
於
て
か
近
世
の

着
［
著
］
書
中
往
々
羅
馬
共
和
政
治
頃
に
は
死
刑
を
廃
し
た
り
と

の
説
を
為
す
も
の
あ
り
。
然
れ
ど
も
其
実
は
政
治
上
の
廃
死
刑
論

に
よ
り
て
起
り
し
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
前
述
の
如
く
沿
革
上
の
理

由
に
よ
り
て
刑
事
裁
判
官
が
死
刑
宣
告
の
権
を
持
た
ざ
り
し
に
帰

る
な
り
。

第
十
表
　
宗
教
に
関
す

遺
存
す
る
も
の
十
一
ヶ
条

第
十
表
は
主
と
し
て
宗
教
に
関
す
る
も
の
に
し
て
就
中
尤
も
重

も
な
る
も
の
は
其
儀
式
祭
祀
を
華
美
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
る
な
り
。

此
時
代
に
て
は
羅
馬
の
豪
族
漸
く
矯
奢
を
極
め
祭
典
葬
儀
の
あ

る
毎
に
事
更
ら
に
虚
礼
を
設
け
己
れ
が
富
威
を
示
し
た
り
し
。

何
れ
の
国
に
て
も
一
国
の
貴
族
の
勢
力
を
得
る
と
虚
礼
盛
ん
に

な
り
、
而
し
て
［
五
十
六
丁
表
］
平
民
之
素
盛
ん
に
な
る
に
従
ひ

之
れ
刑
事
裁
判
所
と
立
法
議
会
と
の
分
か
る
る
初
り
な
り
。

斯
の
如
く
古
代
は
立
法
議
会
と
裁
判
所
と
同
一
な
り
し
を
以
て

第
九
表
に
於
て
も
若
し
刑
事
裁
判
所
の
宣
告
に
伏
せ
ざ
る
と
き
は

其
司
法
権
の
本
原
な
る
立
法
議
会
に
上
告
を
許
し
た
り
し
も
の
な

り
。又

死
刑
の
如
き
は
（
刑
罰
中
尤
も
重
大
な
る
）
刑
事
裁
判
権
を

持
つ
国
会
の
議
決
を
経
る
に
非
ら
ざ
れ
ば
之
を
執
行
す
る
能
は
ず
。

前
陳
を
約
言
す
れ
ば
古
代
兵
法
同
一
な
り
し
。
故
に
羅
馬
に
て

軍
事
を
主
と
し
た
る
「
セ
ン
ツ
リ
ヤ
タ
」
国
会
は
刑
事
の
事
を
も

司
ど
り
し
な
り
。
刑
法
進
歩
し
犯
罪
も
増
加
す
る
に
従
ひ
委
員
を

設
く
後
に
之
をperiodical com

m
ittee
と
を
定
期
委
員
と
な
し

後
に
之
を
常
置
委
員
と
為
し
た
り
。

之
れ
皆
立
法
議
会
よ
り
分
離り

し
な
り
。
故
に
立
法
議
会
よ
り
分

離り

［
五
十
五
丁
表
］
な
し
た
る
を
以
て
上
告
及
び
死
刑
は
猶
ほ
立

法
議
会
に
属
し
た
り
し
。

前
陳
の
如
く
原
始
社
会
に
て
は
兵
馬
司
法
両
権
は
同
一
な
り
し

を
以
て
兵
事
に
基
き
た
る
。
国
会
な
る
「
セ
ン
チ
ユ
リ
ヤ
タ
」
の

み
が
独
り
刑
事
の
宣
告
を
為
す
を
得
た
り
し
。

然
る
に
共
和
政
治
の
未
に
至
りcom

itia tributa

大
に
勢
力

を
得
て
他
の
豪
族
国
会
（
コ
ミ
シ
ヤ
、
ク
ユ
ー
リ
ャ
タ
）
兵
事
国

（
八
五
〇
）
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此
十
一
、
十
二
表
の
事
に
付
て
は
後
に
論
ず
可
し
。

抑
も
前
陳
の
如
く
十
二
銅
表
は
紀
元
前
四
百
五
十
年
に
制
定
せ

る
も
の
に
し
て
初
め
十
人
のdecem

vir

が
其
内
の
十
個
を
制
定

す
る
や
否
や
直
に
皆
其
職
を
辞
し
之
を
新
に
選
挙
せ
ら
れ
た
る

decem
vir

に
任
せ
た
り
。
而
し
て
新
委
員
中
に
て
も
平
民
よ
り

選
挙
せ
ら
れ
た
る
も
の
其
過
半
を
占
め
た
る
を
以
て
豪
族
平
民
と

の
権け
ん

衡こ
うbalance

を
維
持
す
る
に
は
平
民
に
取
り
て
は
少
し
も
不

足
な
か
り
し
。
然
る
に
前
年
委
員
長
と
為
り
又
続
ひ
て
［
五
十
七

丁
表
］
新
選
委
員
長
と
な
り
た
るA

ppjus C
laudjus

（
有
名
な

る
政
策
家
）
な
る
人
は
固
と
豪
族
よ
り
出
で
た
れ
ど
も
豪
族
平
民

間
の
争
あ
り
た
る
と
き
は
専
ら
平
民
の
権
利
を
伸
張
す
る
こ
と
に

尽
力
し
た
り
し
為
め
に
豪
族
平
民
と
の
調
和
を
謀
る
に
功
あ
り
し

を
以
て
大
に
人
望
あ
り
た
り
。
左
れ
ば
に
や
二
度
迄
も
委
員
長
に

選
ば
れ
た
り
。
然
る
に
初
め
平
民
に
左
袒
し
た
る
は
全
く
同
氏
の

策
略
な
り
し
と
見
へ
、
再
度
選
挙
せ
ら
る
る
に
至
り
初
め
て
従
来

の
仮
面
を
棄
て
本
色
を
顕
は
し
、
漸
く
自
己
の
権
力
を
弄
し
再
び

貴
族
を
し
て
其
権
力
を
振
は
し
め
ん
と
せ
り
。
加
之
巧
み
に
他
族

委
員
を
籠ろ
う
ら
く絡

し
終
に
平
民
よ
り
出
で
し
委
員
な
ぞ
も
同
氏
に
同
意

し
て
豪
族
に
勢
力
を
加
ふ
る
に
尽
力
す
る
に
至
れ
り
。
当
時
之
を

評
し
て
古
し
え
は
一
人
のT

arquinius

あ
り
し
が
今
は
十
人
の

儀
式
の
衰
ふ
る
は
通
常
な
り
。

然
る
に
十
二
銅
表
制
定
の
と
き
は
平
民
の
勢
力
漸
く
盛
な
ら
ん

と
す
る
の
時
代
な
り
し
を
以
て
貴
族
の
矯
奢
を
制
減
せ
ん
が
為
め

に
葬
儀
其
他
虚
飾
の
礼
式
を
禁
ず
る
の
法
令
を
出
し
た
る
也
。

古
代
に
て
も
現
今
に
て
も
皆
然
る
こ
と
な
る
が
「
グ
リ
ー
キ
」

の
如
き
に
て
も
「
ソ
ロ
ン
」
の
法
典
に
は
負
債
の
こ
と
が
主
と
し

て
定
め
て
あ
る
な
り
。
左
れ
ば
第
十
表
の
如
き
も
古
に
は
り
し

sum
ptuary law

［
奢
侈
禁
止
法
］
の
一
部
と
し
て
は
少
し
見
持

が
相
違
す
る
な
り
。
之
れ
平
民
盛
ん
に
な
り
貴
族
の
勢
力
を
そ
ぎ

し
も
の
に
し
て
主
た
る
歴
史
上
よ
り
論
ず
れ
ば
平
民
と
貴
族
と
の

争
な
り
。

第
十
一
表
　［
婚
姻
］

豪
族
と
平
民
と
の
交
婚
を
禁
じ
同
族
結
婚
の
古
制

を
恢
復
せ
り
。

第
十
二
表
　［
奴
隷
］

他
人
に
損
害
を
与
へ
た
る
奴
隷
を
被
害
者

［
五
十
六
丁
裏
］
に
遺
棄
し
て
賠
償
に
代
ふ
る
を
得

せ
し
む
。
宗
教
上
の
費
用
に
充
填
が
為
め
起
し
た
る

負
債
に
対
し
て
はpignoris capio

と
称
し
た
る
特

別
な
る
財
産
差
押を
さ

へ
方
を
許
せ
り
。

（
八
五
一
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
三
号
（
二
〇
二
〇
年
一
月
）

一
九
〇

が
紀
元
四
年
に
至
りlex Julia

な
る
法
令
を
出
し
終
に
之
を
許

せ
り
。

其
後
は
羅
馬
人
民
の
交
婚
権
は
自
由
な
り
し
が
独
り
元
老
院
の

華
族
に
至
り
て
は
尚
ほ
制
限
を
存
じ
た
り
し
。

第
十
二
表
に
於
て
は
負
債
の
賠
償
法
及
び
負
債
主
の
財
産
差
押を
さ

へ
に
関
す
る
種
々
の
法
則
を
設
け
た
り
し
。
之
れ
一
に
債
主
の
地

位
に
立
つ
豪
族
の
利
益
を
計
り
し
も
の
な
り
。［
五
十
八
丁
裏
］

之
れ
に
て
第
一
期
を
終
れ
り
。

第
二
章
　
第
二
期
　
成
文
法
の
時
代
　

紀
元
前
四
百
五
十
年
よ
り
紀
元
前
百
年
に
至
る

審
定
法
の
時
代

第
二
期
をjudicial law

即
ち
審
定
法
の
時
代
と
云
ふ
。
即
ち

裁
判
に
よ
り
て
法
律
の
発
達
せ
る
時
代
な
り
。

十
二
銅
表
制
定
後
は
平
民
権
に
一
た
び
反
動
を
生
じ
「
ア
ピ
ヤ

ス
ク
ロ
ー
ジ
ヤ
ス
」
の
徒
勢
力
を
得
た
れ
ど
も
「
ツ
リ
ビ
ユ
ー

ン
」tribune

即
ち
平
民
の
ツ
リ
ビ
ユ
ー
ン
は
之
に
屈
せ
ず
し
て

益
々
豪
族
に
抵
抗
し
て
之
れ
と
廟
堂
の
権
を
得
る
こ
と
を
争
ひ
た

り
。平

民
権
伸
張
を
助
け
た
る
法
典

其
後
豪
族
と
争
ふ
こ
と
百
余
年
を
経
て
紀
元
前
二
百
八
十
六
年

T
arquinius

［
五
十
七
丁
裏
］
を
見
る
に
至
れ
り
と
云
へ
り
（
十

人
の
タ
ル
ク
イ
ン
を
見
る
）。

斯
の
如
く
第
二
のdecem

vir

は
「
ア
ピ
ヤ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ヤ
ス
」

［A
ppius C

laudius

］
に
同
意
し
て
反
覆
の
政
を
行
ひ
し
を
以
て

第
二
委
員
に
よ
つ
て
制
定
さ
れ
た
る
第
十
一
第
十
二
の
両
表
は
全

く
前
十
表
と
は
其
精
神
を
異
に
し
て
豪
族
の
利
益
と
な
る
事
の
み

を
定
め
た
る
な
り
。

第
十
一
表
に
於
て
豪
族
平
民
と
の
交
婚
権connubium

を
禁
じ
、

同
族
婚
の
旧
制
を
確
認
し
益
々
豪
族
血
統
の
乱
る
る
を
拒
が
ん
と

せ
り
。
之
れ
非
常
の
法
令
に
し
て
若
し
左
な
く
し
て
一
度
両
族
の

交
婚
を
許
す
と
き
は
貴
族
の
血
統
忽
ち
乱
れ
貴
族
の
依
り
て
以
て

尊
き
所
以
の
所
は
無
く
な
る
に
至
る
可
け
れ
ば
な
り
。
如
何
と
な

れ
ば
世
襲
財
産
と
同
族
婚
と
は
何
れ
の
国
に
て
も
貴
族
の
尊
厳
を

維
持
す
る
の
二
つ
の
様
た
り
。 

［
五
十
八
丁
表
］

紀
元
前
四
百
四
十
五
年
に
至
り
有
名
な
るL

ex C
anuleia

な

る
法
令
を
出
し
再
び
異
族
結
婚
を
許
す
る
に
至
れ
り
。
茲
に
至
り

て
豪
族
平
民
と
の
結
婚
は
許
し
た
れ
ど
も
尚
ほ
自
由
人 

（ingenui

生
れ
な
が
ら
奴
隷
な
ら
ざ
る
父
母
よ
り
生
じ
た
る
子
）
と

解
放
自
由
人
（libertini

エ
マ
ン
シ
パ
イ
シ
ヨ
ン
［em

ancipatio

］

に
依
り
て
自
由
を
得
た
る
も
の
）
と
の
間
の
交
婚
権
は
無
か
り
し

（
八
五
二
）



穂
積
陳
重
博
士
『
羅
馬
法
講
義
』
総
論
及
び
第
一
編

　羅
馬
法
律
史
（
吉
原
）

一
九
一

此
法
令
を
発
し
以
て
平
民
法
に
元
老
院
と
認
可
を
要
す
る
こ
と

を
廃
せ
り
。
之
に
於
て
平
民
国
会
の
権
力
一
歩
を
進
め
た
り
。

第
四
　lex H

ortensia

　
　
紀
元
前
二
八
六
年
［
頃
］

［
六
十
丁
表
］
之
れ
実
に
有
名
な
る
法
令
に
し
て
之
に
よ
り
て
豪

族
た
り
と
も
平
民
国
会
に
関
与
す
る
を
許
し
且
つ
平
民
国
会
に
て

決
議
し
た
る
平
民
法
は
羅
馬
国
民
の
全
部
を
支
配
す
る
の
権
を
得

べ
し
と
定
む
。

茲
に
於
て
平
民
国
会
の
立
法
権
は
初
め
て
完
全
し
建
国
以
来
よ

り
法
律
上
に
て
両
族
平
等
の
権
を
初
め
て
得
る
に
至
れ
り
。
抑
も

此
時
に
至
る
迄
は
羅
馬
は
地
中
海
辺
の
一
小
部
府
に
し
て
伊
国
南

部
は
「
グ
リ
ー
ス
」
の
植
民
地
に
し
て
伊
国
北
部
は
「
ゴ
ー
ル
」

人
種
住
居
し
た
り
し
。
然
る
に
第
二
期
に
於
て
は
此
等
は
皆
羅
馬

人
の
征
服
す
る
所
と
な
り
伊
国
全
部
は
皆
羅
馬
の
属
国
と
な
り
羅

馬
よ
り
官
吏
を
派
遣
し
以
て
之
を
支
配
せ
り
。

斯
の
如
く
範
囲
広
く
な
る
に
従
ひ
行
政
官
の
職
務
繁
多
と
な
り
、

従
来
少
人
数
に
て
司
ど
り
し
事
務
も
之
を
多
人
数
に
分
業
す
る
の

必
要
［
六
十
丁
裏
］
を
生
ぜ
り
。

茲
に
於
て
従
来
「
コ
ン
サ
ル
」
の
司
ど
り
し
裁
判
権
を
も
分
別

し
て
紀
元
前
三
百
六
十
六
［
七
］
年
にpraetor urbanus

な
る

民
事
裁
判
専
務
の
官
職
を
設
け
た
り
し
。（praetor urbanus

村

［
五
十
九
丁
表
］
に
至
り
初
め
て
其
目
的
を
達
し
法
律
上
廟
堂
の

権
を
得
る
に
至
れ
り
。
右
の
変
遷
に
付
き
法
律
上
尤
も
着

い
ち
じ
る

し
き

物
を
左
に
掲
ぐ
可
し
。

第
一
　lex C

anuleia

　
紀
元
前
四
百
四
十
五
年

十
二
銅
表
制
定
後
僅
に
四
五
年
を
経
て
右
の
法
令
に
よ
り
て

十
一
表
を
廃
し
両
族
の
交
婚
を
許
せ
り
。
斯
に
於
て
両
族
血
統
混

同
の
初
め
と
な
り
年
を
経
る
に
従
ひ
両
族
の
区
別
明
か
な
ら
ず
。

従
て
相
互
に
敵
視
す
る
の
情
薄
ら
ぎ
た
る
な
り
。
即
ち
貴
族
に
し

て
貴
族
た
る
の
特
別
な
る
地
位
を
失
ひ
平
民
権
を
得
た
る
の
第
一

法
令
と
も
云
ふ
可
き
な
り
。

第
二
　leges V

aleriae et H
oratiae

　

紀
元
前
四
百
四
十
四
［
九
］
年
［
五
十
九
丁
裏
］

（
此
等
の
名
称
は
初
め
起
草
し
た
る
人
名
を
取
つ
て
以
て
法
名

と
な
す
こ
と
甚
だ
多
し
）

此
法
律
に
よ
れ
ば
平
民
国
会com

itia tributa

よ
り
発
し
た

る
法
令
は
元
老
院
及
び
豪
族
国
会com

itia curiata

と
の
認
可

を
経
れ
ば
法
律
の
効
力
を
得
る
と
せ
り
。
茲
に
於
て
か
平
民
国
会

は
立
法
権
を
得
る
の
端
緒
を
開
き
た
り
し
。
而
し
て
斯
の
如
く
平

民
国
会
よ
り
発
し
た
る
法
令
をplebiscitum

平
民
法
と
云
ふ
。

第
三
　lex P

ublicia

　
　
紀
元
前
三
百
卅
九
年

（
八
五
三
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
三
号
（
二
〇
二
〇
年
一
月
）

一
九
二

て
若
し
［
六
十
一
丁
裏
］
外
国
人
相
互
ひ
の
間
に
訴
訟
の
起
り
た

る
と
き
は
原
告
人
の
本
国
の
法
に
よ
り
て
裁
判
す
べ
き
や
。
又
は

被
告
人
の
国
法
に
よ
る
べ
き
も
の
な
る
や
。
又
羅
馬
人
と
外
国
人

と
の
間
の
訴
訟
に
於
て
は
何
れ
の
国
の
法
律
を
適
用
す
べ
き
か
の

問
題
生
ぜ
り
。
之
に
於
てpraetor peregrinus

は
止
む
を
得
ず

当
時
羅
馬
と
交
通
せ
る
諸
国
に
普
通
な
る
法
律
慣
習
に
よ
り
て
之

を
裁
判
せ
り
。
而
し
て
斯
の
如
く
属
隷
諸
国
就
中
伊
国
地
方
に
普

通
な
る
慣
習
を
総
称
し
て
之
れ
をjus gentium

（law
 of 

nations

）
と
名な

づ

け
た
り
。
蓋
し
各
国
人
種
に
普
通
な
る
法
律
と

云
ふ
意
味
な
り
。

斯
の
如
く
茲
に
於
て
羅
馬
に
は
固
有
法
な
るjus civile

と
各

国
普
通
のjus gentium

と
の
両
法
行
は
る
る
様
に
な
れ
り
。

抑
も
沿
革
法
理
学
原
則
に
よ
る
に
一
国
が
他
国
の
法
律
を

［
六
十
二
丁
表
］
継
受
す
る
に
当
り
、
若
し
母
法
の
文
化
の
定
度

に
し
て
子
法
国
文
化
の
定
度
の
上
に
あ
る
と
き
は
其
継
受
法
と
固

有
法
と
の
割
合
に
於
て
継
受
法
其
大
分
部
を
占
む
べ
き
な
り
。

若
し
之
に
反
し
て
母
法
国
の
文
化
、
子
法
国
の
文
化
の
下
に
あ

る
と
き
は
継
受
法
は
少
分
部
を
占
む
る
も
の
な
り
。

而
し
て
当
時
は
羅
馬
は
世
界
中
尤
も
文
化
の
進
歩
し
た
る
国
な

り
。
其
故
に
其
初
め
に
於
て
はjus gentium

の
勢
力
はjus 

役
人
の
義
）
之
れ
非
常
に
後
世
迄
も
勢
力
を
振
ひ
た
り
し
。

右
の
官
職
を
設
け
以
て
羅
馬
人
相
互
の
間
に
起
り
し
訴
訟
を
司

ど
ら
し
む
。

然
る
に
羅
馬
国
益
々
盛
大
な
る
に
従
ひ
属
隷
諸
国
の
外
国
人

追
々
羅
馬
府
に
入
り
込
む
に
従
ひ
外
国
人
相
互
の
間
又
は
羅
馬
人

と
外
人
と
の
訴
訟
も
追
々
増
加
せ
し
故
に
紀
元
前
二
百
四
十
六

［
二
］
年
にpraetor peregrinus

な
る
外
国
人
事
件
の
裁
判
官

［
六
十
一
丁
表
］
を
設
け
た
り
し
。

前
の
両
官
は
外
人
奉
行
町
奉
行
の
如
き
も
の
な
ら
ん
。

然
る
に
当
時
に
羅
馬
に
行
は
れ
た
る
法
律
即
ちjus civile

（
国

法
）
は
所
謂
属
人
法personal statute
な
れ
ば
羅
馬
に
行
は
る

る
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
羅
馬
人
を
支
配
す
る
の
法
律
な
り
。
恰
も

「
モ
ー
ゼ
ス
」
の
法
律
は
猶
太
人
を
支
配
せ
る
が
如
し
。
即
ち
古

し
の
法
律
は
皆
属
人
法
に
し
て
或
る
人
種
を
支
配
す
る
の
法
な
り

し
。
故
に
「
メ
ー
ン
」
の
論
中
に
古
し
は
属
国
主
権
に
非
ず
し
て

属
人
主
権
な
り
と
云
へ
る
も
同
じ
理
由
な
り
。

故
に
苟
も
羅
馬
人
な
れ
ば
譬
ひ
属
隷
諸
国
に
あ
る
も
本
国
の
法

に
支
配
さ
れ
又
外
人
は
譬
ひ
羅
馬
府
に
居
留
す
る
と
も
自
国
の
法

に
よ
り
て
支
配
さ
れ
た
る
も
の
な
り
。

斯
の
如
く
羅
馬
法
律
は
之
を
外
人
に
適
用
す
べ
か
ら
ざ
る
を
以

（
八
五
四
）



穂
積
陳
重
博
士
『
羅
馬
法
講
義
』
総
論
及
び
第
一
編

　羅
馬
法
律
史
（
吉
原
）

一
九
三

界
無
形
界
を
論
せ
ず
（M

aine

の
説
よ
り
取
り
た
り
と
知
る
可

し
）。
皆
一
大
原
則
に
よ
り
て
支
配
さ
る
る
も
の
に
し
て
宇
宙
間

に
て
は
万
事
万
物
一
の
大
な
る
方
則
あ
り
て
其
原
則
に
従
ふ
も
の

に
し
て
何
事
に
も
方
あ
り
。
故
に
其
大
則
を
称
し
て
自
然
法
と
云

ふ
。
然
る
に
羅
馬
の
法
理
学
者
は
概
ね
「
ス
ト
イ
ッ
ク
」
哲
学
者

な
り
し
を
以
て
羅
馬
と
外
国
と
の
交
通
盛
ん
に
な
りjus civile 

and jus gentium

の
両
法
の
区
別
追
々
明
白
な
る
の
時
に
当
り
、

「
ス
ト
イ
ッ
ク
」
哲
学
の
原
則
を
法
律
に
適
用
し
各
国
普
通
な
る

法
律
は
則
ち
自
然
の
大
法
に
従
ふ
た
る
の
法
律
な
り
。
人
類
自
然

の
本
性
に
従
ふ
法
律
な
り
。

而
し
て
一
国
特
別
な
る
法
律
は
全
く
人
為
に
な
り
た
る
も
の
に

し
て
［
六
十
三
丁
裏
］
自
然
法
に
協
せ
し
も
の
と
為
す
能
は
ざ
る

も
の
な
り
と
せ
り
。

故
に
［jus

］ gentium

を
は
有
形
の
自
然
法
（concrete 

natural law

）
と
考
ふ
る
に
至
れ
り
。
茲
に
於
て
［jus

］ 
gentium

とjus naturale

と
は
全
く
同
一
な
る
も
の
と
な
れ
り
。

故
に
羅
馬
法
に
は
初
終
［jus

］ naturale

と
［jus

］ gentium

と

を
同
一
に
見
做
せ
り
。
奴
隷
の
一
点
を
除
く
の
外
は
同
一
な
り
。

斯
の
如
く
［jus

］ gentium

は
即
ち
有
形
の
自
然
法
な
り
と
見
做

さ
る
る
に
至
る
や
忽
ちjus civile

と
［jus

］ gentium

と
は
尊

civile

に
比
す
れ
ば
実
に
微
々
た
る
も
の
な
り
し
。
又
羅
馬
人
は

［jus
］ civile

を
尊
びjus gentium

を
賤
し
み
た
り
。「
ジ
ヤ
ス
　

ゼ
ン
シ
ヤ
ム
」［jus gentium

］
は
只
外
国
と
の
交
通
の
為
め
止

む
を
得
ず
採
用
せ
し
便
宜
法
た
る
に
過
ぎ
ず
と
認
め
た
り
し
。

然
る
に
初
め
蔑
見
さ
れ
た
る
［jus

］ gentium

は
後
に
至
り
非

常
の
勢
力
［
六
十
二
丁
裏
］
を
得
て
前
に
尊
重
さ
れ
た
るjus 

civile

を
圧
倒
し
て
遂
に
羅
馬
法
の
大
改
正
を
来
す
に
至
れ
り
。

其
理
由
は
「
グ
リ
ー
ス
」
の
「
ス
ト
イ
ッ
ク
」
哲
学
の
初
ま
り

た
る
に
由
る
な
り
。
次
回
に
述
ぶ
べ
し
。

抑
も
第
二
期
の
時
に
羅
馬
上
等
社
会
に
て
は
「
ス
ト
イ
ッ
ク
」

哲
学
専
ら
行
は
れ
た
り
。
然
る
に
羅
馬
人
は
天
性
実
用
を
尊
ぶ

practical m
an

な
る
を
以
て
高
尚
な
る
「
ス
ト
イ
ッ
ク
」
哲
学

の
入
り
込
む
や
直
に
之
を
実
用
に
あ
つ
る
に
至
れ
り
。

抑
も
「
ス
ト
イ
ッ
ク
」
哲
学
の
大
主
義
は
自
然
に
従
う
と
の
一

大
原
則
之
れ
な
り
。

故
に
自
然
に
従
ふ
て
生
活
す
る
を
人
生
の
大
務
と
せ
り
。
人
の

生
活
性
に
従
ふ
の
行
ひ
は
之
を
善
と
云
ひ
自
然
に
違
ふ
を
悪
と
云

ふ
。 

［
六
十
三
丁
表
］

物
自
然
に
従
へ
ば
其
所
を
得
之
れ
従
は
ざ
れ
ば
其
所
を
得
ず
。

而
し
て
「
ス
ト
イ
ッ
ク
」
学
派
の
所
謂
自
然
な
る
も
の
は
有
形

（
八
五
五
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
三
号
（
二
〇
二
〇
年
一
月
）

一
九
四

の
進
歩
は
決
し
て
斯
の
如
く
急
な
ら
ざ
る
可
し
。

左
れ
ば
羅
馬
法
の
変
遷
の
時
に
其
の
方
法
宜
し
き
に
依
り
て
斯

く
長
足
の
進
歩
を
な
せ
し
も
の
な
ら
ん
。
則
ち
完
全
な
る
「
ス
ト

イ
ッ
ク
」
哲
学
に
よ
り
て
其
改
良
を
為
し
た
る
こ
と
な
れ
ば
余
り

の
害
な
く
し
て
其
目
的
を
達
す
る
を
得
た
る
な
り
。
故
に
羅
馬
法

の
現
今
欧
洲
の
母
法
と
も
な
り
た
る
原
因
は
一
に
其
改
良
方
法
宜

し
き
を
得
た
る
を
以
て
の
故
な
り
。

而
し
て
第
二
期
に
於
てjus grntium

を
以
て
羅
馬
固
有
法
を

改
正
せ
し
も
の
は
之
れ
即
ちpraetor peregrinus

な
り
。
且
つ

其praetor

の
官
制
も
亦
法
律
を
改
正
す
る
に
は
甚
だ
都
合
宜
し

［
六
十
五
丁
表
］
な
り
し
な
り
。

抑
もpraetor

の
官
職
は
非
常
に
栄
誉
官
な
り
し
が
在
職
は
聊

か
に
一
年
な
り
し
。
而
し
て
当
時
の
有
名
な
る
法
律
家
は
皆
此
職

に
就
け
り
。

praetor

就
職
の
時
に
は
告
受
書
な
る
も
の
を
発
せ
り
。
而
し

て
其
告
受
書
と
は
其
在
職
中
依
り
を
以
て
法
律
を
裁
判
す
る
法
律

の
主
義
を
公
衆
に
示
せ
る
る
も
の
な
り
。
又
後
任
者
も
亦
同
じ
く

就
職
の
と
き
告
書
即
ちedict

を
発
し
前
任
の
「
プ
レ
ー
ト
ル
」

の
発
し
た
る
告
書
中
不
都
合
な
き
所
は
自
れ
のedict

の
内
に
存

せ
し
め
又
前
年
のedict

に
於
て
不
便
を
感
ぜ
し
所
又
前
年
中
社

卑
其
所
を
異
に
せ
り
。
而
し
て
羅
馬
一
国
に
行
は
る
るjus 

civile
に
し
て
若
し
諸
国
普
通
な
る
［jus

］ gentium

と
反
対
す

る
と
き
は
寧
ろ
［jus

］ gentium

に
従
ふ
可
し
と
為
す
に
至
れ
り
。

斯
に
如
於
てjus gentium

の
規
則
を
以
て
羅
馬
固
有
法
の
欠

典
を
補
ひ
羅
馬
法
律
を
し
て
羅
馬
社
会
の
変
遷
に
共
は
し

［
六
十
四
丁
表
］
た
る
を
得
る
に
至
れ
り
。

今
一
例
を
挙
げ
し
に
自
然
法
は
固
と
人
民
平
同
を
主
義
と
せ
る

を
以
て
羅
馬
固
有
法
中
の
人
民
の
区
別
を
追
々
廃
す
る
に
至
れ
り
。

即
ちagnatus

とcognatus

と
の
区
別
を
廃
し
凡
そ
自
然
の
血

流
に
基
き
た
る
血
統
の
み
を
認
め
又
自
由
人
民
解
放
自
由
人
民
奴

隷that is, ingenuii, libertini, servi
の
区
別
を
廃
せ
り
。
又

自
然
法
は
法
式
も
簡
単
に
し
て
整
粛
せ
る
を
尊
ぶ
を
以
て
羅
馬
固

有
法
のres m

ancipi, res nec m
ancipi

の
区
別
を
廃
し
一
切
物

件
の
譲
与
に
単
純
な
る
引
渡
し
の
み
を
以
て
其
要
素
と
な
せ
り

（traditio

）。

又
遺
嘱
の
制
度
を
改
良
し
契
約
譲
与
の
手
続
を
簡
単
に
し
て
訴

訟
法
の
手
続
き
を
改
良
す
る
等
の
如
き
羅
馬
法
の
進
歩
に
関

［
六
十
四
丁
裏
］
し
て
「
ス
ト
イ
ッ
ク
」
哲
学
の
自
然
法
則
の
力

与
つ
て
大
に
力
あ
り
し
と
云
ふ
可
し
。
然
れ
ど
も
若
しjus 

gentium

に
し
て
自
然
法
と
合
併
す
る
こ
と
な
か
り
し
ば
羅
馬
法

（
八
五
六
）



穂
積
陳
重
博
士
『
羅
馬
法
講
義
』
総
論
及
び
第
一
編

　羅
馬
法
律
史
（
吉
原
）

一
九
五

り
た
り
。
又
「
プ
レ
ー
ト
ル
」
は
其
実
は
立
派
な
る
立
法
官
に
し

て
此
の
告
受
書
は
法
律
歴
史
上
大
切
な
る
も
の
な
り
。

第
二
期
に
羅
馬
に
行
れ
た
る
法
律
の
種
類

前
陳
に
依
れ
ば
第
二
期
に
羅
馬
法
の
発
達
せ
る
は
主
と
し
て

jus gentium

と
「
ス
ト
イ
ッ
ク
」
哲
学
の
自
然
法
説
及
び
「
プ

レ
ー
ト
ル
」
の
職
制
に
依
り
し
こ
と
の
告
受
書
な
り
。
然
れ
ど
も

ど
も
当
時
羅
馬
に
行
は
れ
た
る
法
律
は
「
プ
レ
ー
ト
ル
」
の
告
受

書
の
外
に
猶
ほ
数
種
あ
り
た
り
。

第
一
　leges 

（pl., lex

）　
　
法

法
は
元
老
院
に
発
議
し
「
セ
ン
チ
ュ
リ
ヤ
タ
」
国
会
に
於
て
人

民
の
可
決
せ
る
［
六
十
六
丁
裏
］
法
令
に
し
て
主
と
し
て
公
法
に

属
せ
り
。

第
二
　plebiscita

　
　
平
民
法

平
民
法
は
「
ト
リ
ビ
ユ
ー
タ
」
国
会
に
於
て
「
ト
リ
ビ
ユ
ー

ン
」
の
発
議
に
依
り
議
決
す
る
法
令
な
り
。

平
民
国
会
の
議
決
は
も
と
法
律
た
る
の
効
力
な
か
り
し
が
紀
元

前
四
百
四
十
［
四
］［
九
］
年
のleges V

aleriae et H
oratiae

な
る
法
令
に
よ
り
法
律
た
る
の
効
力
を
得
。
又
紀
元
前
三
百
卅
九

年
のlex H

ortentsia

に
よ
り
て
平
民
法
は
羅
馬
人
一
般
の
上
に

行
は
る
る
事
と
な
り
紀
元
前
二
百
八
十
六
［
七
］
年
に
於
てlex

　

会
の
変
遷
に
よ
り
新
に
規
定
を
要
す
る
事
件
等
の
如
き
は
之
れ
を

己
れ
のedict

中
に
加
へ
て
布
告
せ
る
も
の
な
り
。 

 
 

［
六
十
五
丁
裏
］

斯
の
如
く
毎
年
就
職
の
際
告
受
書
を
発
す
る
を
以
て
社
会
常
態

の
変
遷
と
共
に
法
律
を
変
更
す
る
の
機
会
あ
り
た
り
。
而
し
て

「
プ
レ
ー
ト
ル
」
は
裁
判
官
な
り
し
を
以
て
表
面
に
は
立
法
権
を

持
た
ざ
り
し
。
故
に
其
告
受
書
に
は
皆
従
来
の
法
律
を
解
釈
敷
衍

す
る
の
名
義
な
れ
ど
も
其
実
は
厳
然
た
る
立
法
権
を
行
ひ
し
な
り
。

古
代
立
法
機
関
未
だ
活
溌
な
ら
ざ
る
の
と
き
に
当
つ
て
は
「
プ

レ
ー
ト
ル
」
の
告
受
書
の
如
き
も
の
な
か
つ
せ
ば
羅
馬
法
も
中
々

斯
の
如
き
長
足
の
進
歩
な
さ
ざ
り
し
な
る
可
し
。

第
二
期
中
尤
も
大
切
な
る
事
実
は

第
一
　「
プ
レ
ー
ト
ル
」
の
職
制
機
関

第
二 

　「
ス
ト
イ
ッ
ク
」
哲
学
の
後
だ
て
と
な
り
た

る
こ
と
（
間
接
）

第
三
　「
ゼ
ン
シ
ヤ
ム
」
之
れ
が
材
料
た
り
し
事 

 
 

［
六
十
六
丁
表
］

即
ち
「
ス
ト
イ
ッ
ク
」
哲
学
はabstract

に
し
て
「
ゼ
ン
シ

ヤ
ム
」
は
有
形
上
の
原
因
に
し
て
之
を
作
り
し
人
は
「
プ
レ
ー
ト

ル
」。
而
し
て
其
方
法
は
毎
年
発
布
す
るedictum

の
方
法
に
よ

（
八
五
七
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
三
号
（
二
〇
二
〇
年
一
月
）

一
九
六

第
二
　consuetudo

当
時
人
民
の
輿
論
又
は
便
宜
等
に
よ
り
て
生
じ
た
る
慣
習

法
也
。

第
三
　res judicatae

裁
判
官
の
下
し
た
る
判
決
例
に
依
り
て
な
り
た
る
不
文
法

也
。

右
の
分
別
は
実
に
面
白
く
何
れ
の
国
に
も
皆
此
三
種
の
法
律
あ

る
も
の
な
り
。 

［
六
十
八
丁
表
］

第
三
章
　
第
三
期
　
学
説
法
の
時
代

紀
元
前
一
百
年
よ
り
紀
元
二
百
五
十
年
に
至
る
、
即
ち
「
シ

セ
ロ
」
の
時
よ
り
「
ア
レ
キ
サ
ン
ド
ル
　
セ
ベ
ラ
ス
」
帝
に

至
る

第
三
期
は
帝
国
の
初
め
よ
り
帝
国
の
中
ば
に
至
る
こ
と
以
て
此

時
代
の
法
律
の
変
遷
を
解
く
に
当
り
初
づ
政
体
の
変
遷
を
略
言
せ

ざ
る
可
か
ら
ず
。

第
三
期
の
初
め
に
於
て
は
羅
馬
は
未
だ
共
和
政
治
な
れ
ど
も
其

実
は
一
八
の
専
制
君
主
せ
ざ
る
の
徒
の
支
配
の
下
に
あ
り
た
り
。

然
る
に
紀
元
三
一
年
に
於
てO

ctavius C
aesar

がA
ctium

の
一
戦
に
於
て
マ
ー
ク
　
ア
ン
ト
ニ
ー
に
勝
ち
た
る
後
遂
に
羅
馬

の
憲
法
を
変
じ
名
実
共
に
帝
国
と
為
し
自
ら
称
し
てA

ugustus

H
ortensia

に
依
り
て
他
の
法
律
と
同
一
の
効
力
を
得
る
に
至
れ

り
。第

三
　senatus consulta

　
　
元
老
院
令

元
老
院
令
はsenatus

が
人
民
の
同
意
を
持
た
ず
し
て
発
布
せ

し
も
の
［
六
十
七
丁
表
］
に
し
て
主
と
し
て
公
法
に
関
す
。

右
の
如
く
元
老
院
に
し
て
平
民
国
会
に
協
議
な
さ
ず
し
て
発
し

た
る
法
令
は
初
め
は
平
民
之
を
遵
奉
す
る
を
拒
み
た
り
し
。
然
る

にlex hortentae?

発
布
以
来
元
老
院
議
官
に
て
も
平
民
法
を
遵

奉
す
る
に
至
れ
る
を
以
て
平
民
も
亦
元
老
院
令
に
服
従
す
る
に
至

れ
り
。

第
四
　praetoris edicta 

（i.e. edicta praetorum

）

プ
レ
ー
ト
ル
告
受
書

プ
レ
ー
ト
ル
告
受
書
は
現
行
の
法
律
を
解
釈
若
し
く
は
敷
衍
す

る
の
名
義
を
以
て
発
せ
る
も
の
な
れ
ど
も
其
実
は
厳
然
た
る
一
の

法
律
な
り
。

第
五
　leges non scriptae

　
　
不
文
法
又
は
慣
習
法

第
二
期
に
於
て
は
慣
習
法
勢
力
尚
ほ
十
分
盛
ん
な
り
し
。
羅
馬

に
て
は
不
文
法
を
分
つ
て
三
種
と
為
す
。 

［
六
十
七
丁
裏
］

第
一
　m

ores m
ajores

（i.e. custom
 of ancient

）

祖
先
以
来
伝
へ
来
り
し
凡
俗
慣
習
に
依
り
た
る
法
律
な
り
。

（
八
五
八
）



穂
積
陳
重
博
士
『
羅
馬
法
講
義
』
総
論
及
び
第
一
編

　羅
馬
法
律
史
（
吉
原
）

一
九
七

と
称
す
。
皇
帝
の
代
理
者
な
るpraesides

を
派
遣
し

て
之
を
管
轄
せ
し
む
。
第
二
種
はprovinciae populi 

&
 senatus

と
て
人
民
又
は
元
老
院
の
属
国
と
称
し
元

老
院
に
於
て
之
を
管
轄
し
同
院
よ
り
選
任
し
た
る

proconsul

な
る
も
の
を
派
遣
し
て
之
を
管
轄
せ
し
む
。

然
る
に
第
三
期
の
末
に
於
て
は
属
隷
諸
国
は
悉
く
皇
帝

の
直
轄
に
帰
せ
り
。

第
三
権
　
永
久
の
命
令
者
（im

perator perpetuus

）

皇
帝
は
兵
馬
の
最
高
権
を
有
し
且
つ
其
長
た
る
を
以
て

自
ら
羅
馬
［
六
十
九
丁
裏
］
全
国
の
大
将
軍
と
な
れ
り
。

故
に
皇
帝
は
兵
馬
の
高
権
に
よ
り
宜
戦
権
利
の
全
権
又

は
徴
税
権
及
び
刑
罰
権
を
持
て
り
。
何
故
に
此
権
中
に

兵
馬
権
と
刑
罰
権
と
を
合
す
る
や
。
即
ち
古
代
国
民
よ

り
収
税
を
徴
収
す
る
は
主
と
し
て
国
軍
事
の
為
め
。
又

刑
罰
は
主
と
し
て
軍
事
に
属
せ
る
を
以
て
な
り
。

第
四
権
　
調
査
官
の
長
な
り
。

praefectus m
axim

us

警
視し

長
官
の
類

皇
帝
セ
ン
ソ
ル
の
長
官
な
り
。

第
五
権
　pontifex m

axim
us

大
僧
正

皇
帝
は
宗
教
の
長
な
り
。

帝
と
為
れ
り
。
而
し
て
此
迄
共
和
政
府
の
官
吏
た
り
し
ツ
リ
ビ

ユ
ー
ン
　
プ
レ
ー
ト
ル
　
セ
ン
ソ
ァ
ー
な
ぞ
の
権
力
は
［
六
十
八

丁
裏
］　
悉
く
皇
帝
の
一
身
に
集
り
た
り
し
。

皇
帝
の
権
力

コ
ミ
シ
ヤ
は
猶
ほ
存
し
た
れ
ど
も
其
実
力
は
実
に
微
々
た
る
も

の
な
り
。
又
プ
レ
ト
ル
も
存
せ
り
と
は
云
へ
ど
も
第
二
期
の
如
く

司
法
の
最
高
権
を
握
り
し
に
あ
ら
ず
し
て
只
皇
帝
の
代
官
と
し
て

裁
判
事
務
を
司
ど
り
し
に
過
ぎ
ざ
り
し
。
此
時
に
当
り
皇
帝
の
権

力
は
次
の
五
つ
に
あ
り
。

第
一
権
　
皇
帝
は
立
法
行
政
及
び
司
法
の
長
官
な
り
。

（tribunita potestas

三
種
の
権
力
）

故
に
コ
ミ
シ
ヤ
及
び
セ
ナ
ー
タ
ス
を
開
閉
し
且
つ
其
方

案
を
制
可
す
る
の
権
を
有
し
又
行
政
長
官
と
し
て
は
官

吏
を
統
制
し
之
を
選
任
免
ず
る
の
権
を
有
す
。
又
司
法

長
官
と
し
て
は
最
高
等
の
裁
判
官
と
な
り
諸
裁
判
所
よ

り
の
上
告
を
親
裁
す
る
の
権
あ
り
。

第
二
権
　
皇
帝
は
属
隷
諸
国
の
君
長
な
り
。 

［
六
十
九
丁
表
］

（proconslare im
perium

）

羅
馬
帝
政
の
初
め
に
属
隷
諸
国
に
二
種
あ
り
。
其
一
は

皇
帝
直
轄
の
諸
族
に
し
て
之
をprovinciae caesaris

（
八
五
九
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
三
号
（
二
〇
二
〇
年
一
月
）

一
九
八

第
三
期
に
於
て
は
共
和
政
治
よ
り
帝
政
に
移
り
た
る
を
以
て
人

民
の
立
法
権
次
第
に
衰
し
た
り
。
然
れ
ど
も
第
三
期
の
初
め
に
於

て
は
猶
ほlex

及
びplebiscita

を
発
布
せ
し
こ
と
少
な
し
と
せ

ず
。然

れ
ど
も
帝
政
の
基
礎
漸
く
（
堅
？
）
固
な
る
に
従
ひ
人
民
の

発
し
た
る
法
令
の
数
漸
く
減
少
し
第
三
期
の
末
に
至
り
て
は
人
民

余
り
立
法
権
を
失
ひ
た
り
と
云
ふ
も
過
言
に
は
あ
ら
ざ
る
べ
し
。

第
二
　senatus consulta

　
　
元
老
院
令

元
老
院
令
は
人
民
の
発
す
る
法
令
減
少
す
る
に
従
ひ
其
勢
力
を

増
加
［
七
十
一
丁
表
］
し
前
述
の
如
く
元
老
院
令
は
第
二
期
に
於

て
は
勢
力
微
弱
な
り
し
が
第
三
期
に
至
り
漸
く
大
切
な
る
法
令
と

な
る
に
至
れ
り
。

第
三
　constitutiones

　
　
帝
憲

帝
憲
は
本
期
に
於
て
初
め
て
現
れ
た
る
法
源
な
り
。

抑
も
羅
馬
国
は
共
和
政
府
よ
り
君
主
政
府
に
変
じ
た
る
も
の
故

に
帝
政
の
初
年
に
於
て
は
矢
張
王
権
は
人
民
に
在
り
と
思
へ
り
。

故
に
ヲ
ー
ガ
ス
タ
ス
帝
即
位
の
と
き
に
於
て
も
人
民
よ
り
し
て
皇

帝
の
権
利
を
譲
り
受
け
た
る
の
儀
式
を
行
ひ
た
り
し
。
而
し
て
其

後
の
皇
帝
も
其
例
俲
ひ
人
民
よ
り
し
て
主
権
を
皇
帝
に
譲
る
の
儀

式
を
行
ひ
且
つ
法
令
を
発
し
て
之
を
公
布
せ
り
。
斯
の
如
く
即
位

右
等
の
事
実
を
見
る
も
第
二
期
と
第
三
期
と
は
大
に
其
政
府
の

有
様
を
異
に
せ
り
。
而
し
て
学
説
及
び
学
者
の
説
の
行
は
る
る
時

代
は
多
く
は
帝
政
の
と
き
に
し
て
［
七
十
丁
表
］
共
和
政
府
の
時

は
然
ら
ざ
る
現
象
を
見
る
べ
し
。

第
二
期
に
於
て
は
羅
馬
府
と
属
隷
諸
国
の
区
別
甚
だ
判
然
と
し

て
其
法
も
亦
異
な
り
た
る
こ
と
は
前
述
の
如
し
。
然
る
に
羅
馬
憲

法
一
変
し
て
共
和
政
府
よ
り
帝
政
に
な
る
に
至
り
て
羅
馬
府
と
伊

太
利
諸
国
と
の
区
別
は
漸
々
其
跡
を
絶
つ
に
至
れ
り
。

紀
元
八
十
五
年
に
至
り
伊
太
利
全
国
の
人
民
は
完
全
な
る
羅
馬

人
た
る
の
人
種
を
得
、
国
会
に
参
与
し
又
羅
馬
法
を
遵
奉
す
る
に

至
れ
り
。
其
後A

ntonius C
aracalla

帝
の
と
き
に
至
り
羅
馬
帝

国
全
州
の
人
民
一
般
に
羅
馬
人
た
る
の
資
格
を
与
へ
た
り
し
。
此

に
於
て
羅
馬
府
属
国
と
の
区
別
廃
さ
れ
羅
馬
全
帝
国
の
人
民
は
同

一
な
る
権
利
を
有
し
同
一
の
法
律
に
支
配
さ
る
る
に
至
れ
り
。
斯

く
称
せ
し
所
以
は
決
し
て
公
平
な
る
考
よ
り
出
で
し
に
在
ら
ず
し

て
租
税
法
よ
り
来
り
し
と
云
へ
り
。
即
ち
一
人
に
付
き
何
種
か
羅

馬
人
［
七
十
丁
裏
］
た
る
の
資
格
を
得
る
に
払
は
せ
し
な
り
。
故

に
租
税
を
得
ん
が
為
め
民
権
を
売
り
た
り
と
云
へ
り
。

第
三
期
に
於
て
羅
馬
に
行
れ
た
る
法
律
の
種
類

第
一
　lex

及
びplebiscita

（
八
六
〇
）



穂
積
陳
重
博
士
『
羅
馬
法
講
義
』
総
論
及
び
第
一
編

　羅
馬
法
律
史
（
吉
原
）

一
九
九

第
四
　edictum

　
プ
レ
ー
ト
ル
の
告
受
書

プ
レ
ー
ト
ル
の
就
職
の
際
に
エ
ヂ
ク
ト
を
発
す
る
の
制
は
本
期

に
於
て
も
尚
ほ
存
せ
り
。
然
る
に
プ
レ
ー
ト
ル
は
往
々
之
を
守
ら

ざ
る
こ
と
在
り
。
其
の
為
め
に
紀
元
前
六
十
三
年
にC

ornelius

な
るtribune

の
発
議
に
よ
り
て
プ
レ
ー
ト
ル
は
告
受
書
に
従
つ

て
法
律
を
執
行
す
べ
し
と
の
法
令
を
出
せ
り
。

第
三
期
に
於
て
は
帝
憲
及
び
元
老
院
令
の
二
種
の
法
律
大
に
勢

力
を
得
て
十
分
に
羅
馬
社
会
の
需
要
に
応
ず
る
の
法
令
を
毎
年
発

布
す
る
を
得
た
り
し
を
以
て
他
の
立
法
権
機
関
の
十
分
に
完
全
せ

ざ
る
と
き
は
甚
だ
大
切
な
り
し
。
エ
ヂ
ク
ト
も
大
に
其
必
要
を
減

ず
る
に
至
れ
り
。

茲
に
於
て
ハ
ド
リ
ヤ
ン
皇
帝
は
当
時
法
律
家
の
泰
斗
と
呼よ
ば

れ
た

る
［
七
十
二
丁
裏
］S

alvius Julianus

に
命
じ
て
此
迄
プ
レ
ー

ト
ル
の
発
布
し
た
る
エ
ヂ
ク
ト
を
編
纂
し
て
一
の
書
物
と
せ
り
後

紀
元
百
三
十
一
年
元
老
院
令
を
以
て
此
法
典
を
公
認
し
更
に
法
律

た
る
の
効
力
を
付
与
し
た
り
。

此
よ
り
後
は
エ
ヂ
ク
ト
を
増
減
せ
ず
し
て
特
に
ジ
ュ
リ
ヤ
ナ
ス

の
編
纂
に
か
か
り
し
も
の
を
特
に
永
久
告
受
書
（edictum

 
perpetuum

）
と
称
せ
り
。

蓋
し
従
来
の
告
受
書
を
永
久
告
受
書
と
為
し
た
る
は
毎
年
之
を

の
際
に
発
す
る
の
法
令
をlex regia

と
云
ふ
。

然
れ
ど
も
皇
帝
の
権
力
益
強
大
な
る
に
従
ひ
帝
憲
は
只
羅
馬
唯

一
の
法
と
な
り
、
終
に
帝
の
欲
す
る
所
之
れ
法
な
り
と
云
ふ
に
至

れ
り
。 

［
七
十
一
丁
裏
］

that w
hich pleases the em

peror has the force of law
, 

quod principi

　palcuit, leges habet vigorem
.

抑
も
帝
憲
は
初
め
て
第
三
期
に
発
せ
し
法
令
に
し
て
之
れ
成
文

法
の
盛
大
と
な
る
初
ま
り
な
り
。

帝
憲
を
分
つ
て
左
の
四
種
と
す
。

（
第
一
）　edict

［a

］　
　
勅
令

皇
帝
よ
り
人
民
一
般
に
布
公
せ
る
勅
令
な
り
。

（
第
二
）　m

andata

　
　
勅
諭

皇
帝
よ
り
行
政
官
吏
に
示
し
た
る
法
令
又
は
勅
書
な
り
。

（
第
三
）　decreta

　
　
勅
裁

皇
帝
に
上
告
し
た
る
訴
訟
の
親
裁
。

（
第
四
）　rescripta

　
　
勅
答 

［
七
十
二
丁
表
］

司
法
官
吏
及
び
行
政
官
吏
よ
り
皇
帝
に
奉
り
た
る
伺
ひ
の

指
令
。

右
の
四
種
皆
帝
憲constitutio

と
称
し
て
法
律
の
効
力
を
持

て
り
。

（
八
六
一
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
三
号
（
二
〇
二
〇
年
一
月
）

二
〇
〇

法
律
家
の
説
一
致
す
る
と
き
は
裁
判
官
は
之
に
従
ふ
可
し
。
而
し

て
若
し
一
致
せ
ざ
る
と
き
は
裁
判
官
は
己
れ
の
心
を
以
て
判
決
す

べ
し
と
の
勅
諭
を
発
し
た
り
し
。 

［
七
十
三
丁
裏
］

其
後
第
四
期
に
至
り
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
帝
は
パ
ピ
ニ
ヤ
ン
、

ポ
ー
ル
　
二
氏
の
説
は
法
律
の
効
力
を
有
す
べ
し
と
命
令
せ
り
。

P
apinianus

　english

　P
apinian

P
aulus

　
　
　 

羅
馬
法
律
家
の
親
玉
に
し
て 

な
り
と
の
諺
の
生
じ
た
る
位
な
り
。

其
後
セ
オ
ド
シ
ヤ
ス
第
二
世T

heodosius

は
四
百
二
六
年
に

有
名
な
るlaw

 of citations

引
用
法
の
法
令
を
発
し
て
第
三
期

中
の
五
大
家
の
著
書
は
法
律
の
効
力
を
有
せ
し
む
べ
し
と
勅
令
し

た
り
し
。

羅
馬
に
於
る
法
律
五
大
家

羅
馬
に
於
て
法
律
五
大
家
と
称
す
る
も
の
は

P
apinianus

P
aulus

U
lpianus

G
aius

M
odestinus

之
れ
な
り
。

発
し
て
限
り
な
き
の
意
味
な
り
し
が
、
ジ
ュ
リ
ヤ
ナ
ス
の
編
纂
に

か
か
る
告
受
書
を
特
に
永
久
告
受
書
と
云
ふ
は
万
世
不
朽
の
意
味

な
ら
ん
。
而
し
て
プ
レ
ー
ト
ル
が
エ
ヂ
ク
ト
に
よ
り
羅
馬
法
の
進

み
し
は
ジ
ュ
リ
ヤ
ナ
ス
の
永
久
告
受
書
を
以
て
終
れ
り
と
云
ふ
べ

き
な
り
。
之
れ
よ
り
プ
レ
ー
ト
ル
は
純
粋
な
る
司
法
官
と
な
れ
り
。

第
五
　 responsa prudentium

　
法
律
家
の
学
説 

（
之
れ
第
三
期
の
主
た
る
法
源
也
）
物
知
り
の
答
の
義 

 

［
七
十
三
丁
表
］

羅
馬
に
於
て
法
律
家
は
共
和
政
治
の
時
代
よ
り
人
民
一
般
の
尊

敬
を
受
け
た
り
し
。
或
は
人
民
の
依
頼
に
応
じ
法
律
に
関
す
る
助

言
を
為
し
。
或
は
裁
判
官
な
ぞ
よ
り
下
問
せ
ら
る
る
と
き
は
之
に

意
見
を
附
せ
り
。
之
れ
を
通
常
法
律
家
の
答
即
ちresponsa 

prudentium

と
云
へ
り
。

然
し
法
律
家
の
答
案
は
一
己
人
の
私
見
た
る
を
以
て
其
実
力
は

大
な
り
し
と
は
雖
ど
も
公
然
た
る
法
律
た
る
の
力
は
な
し
。
然
る

に
皇
帝
オ
ー
ガ
ス
タ
ス
の
時
に
至
り
有
名
な
る
法
律
家
を
選
挙
し

て
之
れ
に
法
律
説
明
の
権
を
与
へ
り
。
而
し
て
此
等
の
法
律
説
明

権
を
与
へ
た
る
人
の
説
は
他
家
の
説
よ
り
は
余
程
強
き
勢
力
を
持

て
り
。

其
後
皇
帝
ハ
ド
リ
ヤ
ン
は
右
の
国
法
を
説
明
す
る
の
権
を
持
つ

（
八
六
二
）



穂
積
陳
重
博
士
『
羅
馬
法
講
義
』
総
論
及
び
第
一
編

　羅
馬
法
律
史
（
吉
原
）

二
〇
一

右
に
掲
げ
た
る
例
に
よ
れ
ば
羅
馬
法
の
第
三
第
四
の
両
期
に
於

て
学
者
の
法
律
の
進
歩
を
助
け
た
る
事
は
実
に
少
々
な
ら
ざ
る
な

り
。抑

も
学
者
の
説
は
直
接
に
法
源
を
為
す
こ
と
あ
り
。
又
間
接
に

法
律
の
淵
源
と
な
る
こ
と
あ
り
。

古
代
立
法
機
関
の
未
だ
備
は
ら
ざ
る
と
き
に
於
て
は
学
者
の
説

は
独
り
裁
判
官
及
び
立
法
官
の
参
考
と
な
り
て
間
接
の
法
源
を
為

す
の
み
な
ら
ず
、
直
に
立
法
者
の
為
め
に
採
用
せ
ら
れ
て
直
接
の

淵
源
を
為
す
こ
と
続
々
あ
り
。
然
れ
ど
も
近
世
に
至
り
立
法
機
関

は
漸
く
完
備
し
社
会
の
状
態
の
変
遷
に
共
つ
て
成
文
法
を
作
る
を

得
る
に
至
る
を
以
て
学
説
は
只た
だ

已す
で

に
制
定
せ
る
［
七
十
五
丁
表
］

成
文
法
に
解
釈
を
施
し
又
成
文
法
及
び
不
文
法
に
於
て
明
瞭
な
る

規
則
あ
ら
ざ
る
と
き
に
当
り
裁
判
を
為
す
の
標
準
と
な
る
べ
き
理

論
を
唱
ふ
る
に
過
ぎ
ず
故
に
現
今
に
於
て
は
ヲ
ー
ガ
ス
タ
ス
帝
以

来
法
律
家
の
勢
力
段
々
強
大
と
な
り
従
て
有
名
な
る
法
律
家
は
互

に
自
家
の
説
を
主
張
し
遂
に
学
者
中
党
派
を
為
せ
り
。

第
三
期
中
の
二
学
派

而
し
て
第
三
期
に
於
て
有
名
な
る
二
学
派
あ
り
。
其
一
を

P
roclian

と
云
ふ
。L

abeo

な
る
法
律
家
之
れ
が
主
唱
者
在
た
り
。

氏
は
共
和
主
義
の
学
者
に
し
て
且
つ
法
律
の
原
則
理
論
を
尊
び
専

近
世
は
学
者
の
説
は
間
接
に
法
律
の
淵
源
な
る
も
、
古
代

は
直
接
に
法
源
を
為
し
た
り
。
其
原
因
は
ヲ
ー
ガ
ス
タ
ス
　
ハ

ド
リ
ヤ
ン
　
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
及
び
セ
オ
ド
シ
ヤ
ス
第
二
世

の
引
用
法
等
な
り
。 

［
七
十
四
丁
表
］

而
し
て
若
し
五
大
家
中
説
の
異
同
あ
る
と
き
は
其
の
多
数
に
よ

り
て
之
れ
を
決
す
べ
し
と
せ
り
。
之
れ
セ
オ
ド
シ
ヤ
ス
及
び
バ
ラ

ン
チ
ン
の
引
用
法
な
り
。

若
し
或
る
事
件
に
関
し
て
反
対
の
説
を
有
せ
る
学
者
多
き
と
き
、

パ
ピ
ニ
ヤ
ン
の
説
の
方
に
従
ふ
べ
し
と
セ
オ
ド
シ
ヤ
ス
は
定
め
た

り
。
之
れ
を
以
て
見
る
も
パ
ピ
ニ
ヤ
ン
は
羅
馬
法
律
家
中
尤
も
勢

力
あ
り
し
こ
と
を
知
る
可
し
。

又
仏
国
の
有
名
な
る
キ
ュ
ー
ジ
ヤ
スC

ujas
氏
パ
ピ
ニ
ヤ
ン
を

評
し
て
曰
く
、
パ
ピ
ニ
ヤ
ン
以
前
に
彼
れ
が
如
き
大
法
律
家
な
く

其
又
彼
れ
が
以
後
に
て
も
決
し
て
あ
ら
ざ
る
可
し
と
云
へ
り
。

前
の
引
用
法
は
後
に
至
り
ジ
ヤ
ス
チ
ニ
ヤ
ン
帝
之
を
廃
せ
り
。

又
ジ
ヤ
ス
チ
ニ
ヤ
ン
帝
大
に
法
律
編
纂
の
事
業
を
起
せ
る
と
き

に
三
十
九
大
家
［
七
十
四
丁
裏
］
の
説
を
集
め
之
れ
を
一
大
法
典

と
な
し
名
づ
け
てP

andects

又
はD

igesta

と
せ
る
は
五
百

三
十
三
年
な
り
。
而
し
て
現
世
に
至
る
迄
ジ
ヤ
ス
チ
ニ
ヤ
ン
法
典

中
パ
ン
デ
ク
ツ
は
尤
も
勢
力
を
有
せ
る
も
の
な
り
。

（
八
六
三
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
三
号
（
二
〇
二
〇
年
一
月
）

二
〇
二

著
し
た
る
書
は
主
と
し
て
次
の
三
種
に
分
て
り
。

第
一
　
註
釈

例
へ
ば
十
二
銅
表
、
プ
レ
ー
ト
ル
告
受
書
、
平
民
法

（plebiscita

）
元
老
院
令
等
に
施
せ
し
註
釈
な
り
。

第
二
　
会
典
　D

igest

法
律
一
切
を
集
め
て
一
個
の
書
籍
と
為
す
之
を
会
典
と
云

ふ
。

第
三
　
教
科
書
　Institutiones

学
生
の
教
科
書
と
し
て
著
は
し
た
る
も
の
な
り
。

ガ
イ
ヤ
ス
発
見
の
困
難

其
他
羅
馬
法
律
書
の
著
書
多
く
あ
り
て
今
日
に
至
る
迄
其
名
を

存
た
る
も
の
少
な
か
ら
ず
と
雖
ど
も
数
百
年
の
星
霜
は
遂
に
法
学

上
の
記
念
［
七
十
六
丁
裏
］
を
失
ひ
し
も
の
甚
だ
多
し
。
後
世
に

遺
存
す
る
も
の
甚
だ
少
な
し
。
幸
に
し
て
今
日
に
伝
は
り
て
法
律

社
会
に
非
常
に
利
益
を
与
へ
し
も
の
はG

aius

のInstitutes

な

り
。

G
aius

は
百
六
十
九
年
頃
の
人
に
し
て
サ
ビ
ニ
ヤ
ン
派
の
学
者

な
り
。
同
氏
の
イ
ン
ス
チ
チ
ュ
ー
ト
な
る
教
科
書
を
著
し
た
る
事

は
世
人
の
熟
知
す
る
所
に
特
に
ジ
ヤ
ス
チ
ニ
ヤ
ン
帝
のD

igest

法
典
及
びInstitutes

法
典
等
にG

aius

氏
の
イ
ン
ス
チ
チ
ュ
ー

ら
改
進
主
義
を
採
れ
り
。

而
し
て
此
学
派
をP

rocnlian?

と
名
づ
け
し
所
以
は
ラ
ベ
オ

の
子
弟
中
尤
も
有
名
な
る
プ
ロ
キ
ュ
ー
リ
ヤ
ス
な
る
人
名
に
よ
る
。

第
二
学
派
はS

abinian

派
と
云
へ
り
。
有
名
な
る
法
律
家

C
apito

其
主
唱
者
た
り
。
同
氏
及
び
［
七
十
五
丁
裏
］
其
学
派

は
主
君
主
義
に
し
て
専
ら
慣
習
を
尊
び
実
用
を
重
ん
じ
保
守
主
義

を
採
り
た
り
。
而
し
て
此
学
派
を
サ
ビ
ニ
ヤ
ン
と
称
せ
る
は
同
学

派
中
尤
も
勢
力
あ
り
し
学
者
サ
ビ
ナ
ス
の
名
を
採
り
し
な
り
。

右
の
両
学
派
に
し
て
意
見
を
異
に
せ
る
は
甚
だ
多
く
あ
り
し
な

れ
ど
も
、
皆
勅
令
勅
裁
等
を
以
て
皇
帝
自
ら
之
を
決
せ
り
。
ジ
ヤ

ス
チ
ニ
ヤ
ン
の
と
き
に
至
り
て
は
此
両
学
派
の
差
別
殆
ど
其
絶
を

絶
つ
に
至
れ
り
。

第
三
期
の
後
半
に
至
り
て
羅
馬
法
律
学
は
実
に
尤
も
盛
隆
と
な

れ
り
。

ハ
ド
リ
ヤ
ン
よ
り
ア
レ
キ
サ
ン
ド
ル
　
セ
ベ
ラ
ス
帝
の
時
に
至

る
迄
即
ち
百
廿
年
よ
り
二
百
四
十
四
年
の
頃
に
至
る
迄
の
百
年
間

に
は
現
出
せ
る
法
律
家
中
有
名
な
る
人
尤
も
多
か
り
し
。

前
述
の
羅
馬
法
律
五
大
家
も
皆
此
時
代
に
在
り
た
り
。
故
に
後

世
此
の
［
七
十
六
丁
表
］
時
代
を
称
し
てgolden age of 

R
om

an jnusprudence

と
云
へ
り
。
此
時
代
に
於
て
法
律
家
の

（
八
六
四
）



穂
積
陳
重
博
士
『
羅
馬
法
講
義
』
総
論
及
び
第
一
編

　羅
馬
法
律
史
（
吉
原
）

二
〇
三

に
此
事
等
の
固
難
な
る
こ
と
は
［
七
十
七
丁
裏
］
実
に
名
状
す
べ

か
ら
ざ
る
程
に
し
て
第
一
に
濃
き
文
字
を
洗
ひ
落
し
淡
き
も
の
を

保
存
す
る
こ
と
、
第
二
、
全
書
の
中
四
分
の
三
程
は
三
重
に
書
け

り
。
第
三
、
全
書
の
十
分
の
一
は
全
く
消
滅
し
て
字
形
を
存
せ
ざ

り
し
こ
と
な
り
。

斯
く
如
き
困
難
に
か
か
わ
ら
ずG

öschen

氏
は
四
ヶ
年
の
間

此
事
業
に
身
を
委
ね
、
一
千
八
百
廿
年
に
至
り
て
初
め
て
其
全
書

を
世
に
公
に
せ
り
。

然
る
に
同
氏
の
出
版
に
か
か
る
も
の
も
猶
ほ
不
明
瞭
な
る
点
も

段
々
多
か
り
し
か
ば
、
其
後
独
逸
学
者
は
実
に
驚
く
可
き
勉
励
を

以
て
之
れ
を
補
助
し
、
今
日
に
至
り
て
は
遂
に
大
凡
原
本
を
得
る

に
至
れ
り
。
而
し
て
ジ
ヤ
ス
チ
ニ
ヤ
ン
のInstitutes

は
此
書
物

に
よ
り
て
作
り
し
を
以
て
此
書
と
ジ
ヤ
ス
チ
ニ
ヤ
ン
のInstitutes

の
両
書
を
比
較
す
る
と
き
は
ハ
ド
リ
ヤ
ン
帝
よ
り
ジ
ヤ
ス
チ
ニ
ヤ

ン
帝
迄
の
羅
馬
法
の
進
歩
変
遷
の
大
略
を
知
る
を
得
べ
し
。

故
に
此
書
は
羅
馬
法
中
尤
も
重
貴
な
記
念
碑
と
も
云
ふ
可
き
も

の
［
七
十
八
丁
表
］
に
し
て
此
書
発
見
後
は
法
律
学
の
有
様
を
一

変
せ
り
と
云
ふ
も
過
言
に
あ
ら
ざ
る
べ
し
。

G
aius

のInstitutes

の
外
に
猶
ほ
近
今
行
は
る
る
も
の
は

U
lpian

のF
ragm

enta

と
称
す
る
も
の
に
し
て
此
書
は
同
氏
の

ト
よ
り
引
用
せ
し
文
章
余
程
多
し
。

然
し
こ
れ
ら
に
て
只
一
班
を
伺
ふ
の
み
に
し
て
其
全
部
は
湮
滅

し
て
後
世
に
は
遺
存
せ
ざ
る
も
の
と
人
々
思
ひ
た
り
し
。

然
る
に
一
千
八
百
十
八
年
に
独
逸
有
名
な
る
学
者
ニ
ー
ブ
ル

（N
iebuhr

　
羅
馬
史
の
親
玉
）
羅
馬
に
遊
歴
し
ベ
ロ
ナ
ー
の
図

書
館
に
て
種
々
の
書
籍
を
調
べ
た
り
し
と
き
に
不
図
一
部
の
写
本

あ
り
。
然
る
に
其
書
物
［
七
十
七
丁
表
］
は
所
謂
復
写
書
な
る
も

の
に
し
て
羊
皮
紙
に
書
き
た
る
古
き
字
を
洗
ひ
落
し
て
其
間
に
セ

ン
ト
ゼ
ロ
ー
ム
（S

aint Jerom
e

）
の
教
文
あ
り
た
り
。
然
る
に

其
下
に
あ
り
て
消
え
ず
し
て
薄
く
残
れ
る
文
字
を
見
る
に
正
し
く

之
れG

aius

のInstitutes

な
る
こ
と
を
発
見
せ
り
。

茲
に
於
て
ニ
ー
ブ
ル
は
大
に
喜
び
直
に
之
を
有
名
な
る

S
avigny

に
通
知
せ
り
。
サ
ビ
ニ
ー
も
亦
之
れ
ガ
イ
ヤ
ス
の
原
書

な
る
こ
と
を
保
証
せ
り
。
之
に
於
て
之
を
伯
林
大
学
教
授D

r. 
G

öschen

氏
に
其
原
書
を
読
み
分
く
る
こ
と
を
依
頼
せ
り
。
而
し

て
同
氏
は
他
の
学
者
の
保
助
を
得
て
実
に
非
常
な
る
熱
心
を
以
て

種
々
様
々
の
工
夫
を
凝
ら
し
後
に
写
し
た
る
セ
ン
ト
ゼ
ロ
ー
ム
の

教
文
を
洗あ
ら

ひ
落
し
同
時
に
前
に
遺
存
せ
る
矇
朧
た
る
字
形
を
読
み

分
け
已
に
全
く
消
滅
せ
る
分
部
は
ジ
ヤ
ス
チ
ニ
ヤ
ン
のD

igest, 
Institutes

其
他
の
古
書
に
よ
り
て
之
を
補
は
ん
と
せ
り
。
然
る

（
八
六
五
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
三
号
（
二
〇
二
〇
年
一
月
）

二
〇
四

帝
の
廃
立
迄
も
行
ひ
た
り
し
。
且
つ
ア
レ
メ
ー
ン
（
独
逸
）
フ
ラ

ン
ク
　
ゴ
ス
の
徒
の
蛮
族
圧
め
国
境
を
犯
し
国
中
一
日
の
安
寧
な

か
り
し
。

然
る
に
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
帝
は
ビ
ザ
ン
チ
ー
ン
を
恢
復
し
政
府

を
茲
に
移
し
之
を
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
と
称
す
。 

 
 

［
七
十
九
丁
裏
］

其
後
紀
元
三
百
九
十
五
年
帝
国
を
東
西
両
部
に
分
ち
西
帝
国
は

H
onorius

を
帝
と
し
東
［
帝
］
国
はA

rcadius

を
王
と
せ
り
。

茲
に
至
り
て
全
く
二
部
に
分
離
せ
り
。

第
五
世
期
の
初
め
に
ビ
シ
ゴ
ス
［
西
ゴ
ー
ト
］
の
ア
ラ
リ
ッ
ク

初
め
て
羅
馬
に
乱
入
せ
り
。

其
後
は
北
方
の
蛮
族
属
々
羅
馬
府
を
犯
し
た
れ
ど
も
東
帝
国
は

之
を
援
ふ
る
こ
と
能
は
ず
し
て
徒
に
傍
見
せ
る
の
み
な
り
。

紀
元
四
百
七
十
六
年
に
至
り
北
方
蛮
族
の
王O

doacer

王
遂

に
西
帝
国
を
亡
ぼ
し
其
後T

heodoric

王
来
り
、
ヲ
ド
ー
サ
を
逐

ひ
伊
太
利
のO

stgoth

王
国
を
創
立
せ
り
。
之
れ
よ
り
以
来
は
羅

馬
帝
国
は
只
東
帝
国
の
み
な
り
。

ジ
ヤ
ス
チ
ニ
ヤ
ン
帝
再
び
伊
国
を
快
復
し
た
れ
ど
も
死
後
再
び

之
を
失
ひ
而
し
て
其
後
東
帝
国
は
紀
元
一
千
四
百
五
十
三
年
迄
存

し
た
れ
ど
も
、
遂
に
［
八
十
丁
表
］
ト
ル
コ
人
の
為
め
に
亡
ぼ
さ

他
の
書
物
よ
り
抜
萃
し
た
る
も
の
に
し
て
其
論
ず
る
所
も
極
め
て

明
か
な
り
。

此
書
の
原
書
も
羅
馬
法
王
の
書
庫
中
只
一
部
存
せ
し
の
み
な
り

と
云
ふ
。

抑
もU

lpian
の
名
声
はP

apinian

に
次
ぎ
、
ジ
ヤ
ス
チ
ニ
ヤ

ン
帝
のD

igest

の
三
十
九
家
の
説
の
中
に
は
本
書
よ
り
採
り
し

も
の
尤
も
多
し
と
云
へ
り
。

五
大
家
中
尤
も
多
く
の
説
を
残
せ
る
も
の
はU
lpian

及
び

G
aius

の
両
氏
な
り
。
而
し
て
明
文
に
ウ
ル
ピ
ヤ
ン
の
本
文
は
法

律
の
効
力
を
有
す
れ
ど
も
彼
れ
の
パ
ピ
ニ
ヤ
ン
の
書
中
に
註
釈
せ

る
も
の
は
其
効
を
有
せ
ず
と
あ
る
は
蓋
し
同
氏
は
パ
ピ
ニ
ヤ
ン
氏

の
名
声
を
妬
み
彼
の
書
を
悪
し
ざ
ま
に
解
釈
［
七
十
八
丁
裏
］
せ

る
に
よ
る
な
り
。 
［
七
十
九
丁
表
］

第
四
章
　
第
四
期
　
法
典
編
纂
の
時
代

紀
元
二
百
五
十
年
よ
り
紀
元
五
百
五
十
年
に
至
る
、

即
ち
ア
レ
キ
サ
ン
ド
ル
セ
ベ
ラ
ス
帝
よ
り
ジ
ヤ
ス
チ

ニ
ヤ
ン
に
至
る

政
体
の
沿
革
変
遷

セ
ベ
ラ
ス
の
死
後
は
羅
馬
帝
国
は
俄
に
衰
微
の
兆
を
現
は
し
其

政
体
は
主
と
し
て
武
断
専
制
に
し
て
軍
人
其
権
を
専
ら
に
し
て
皇

（
八
六
六
）



穂
積
陳
重
博
士
『
羅
馬
法
講
義
』
総
論
及
び
第
一
編

　羅
馬
法
律
史
（
吉
原
）

二
〇
五

に
至
り
外
の
法
源
漸
く
衰
は
る
に
従
ひ
皇
帝
の
勅
令
を
以
て
私
法

を
増
加
す
る
の
必
要
生
ぜ
り
。
故
に
同
帝
は
私
法
に
関
す
る
帝
憲

を
発
す
る
こ
と
頗
る
多
く
、
又
此
迄
の
私
法
に
改
正
を
加
へ
た
る

こ
と
も
少
々
な
ら
ず
。

此
時
よ
り
以
来
公
法
私
法
共
に
皇
帝
の
帝
憲
に
よ
り
て
定
ま
る

に
至
れ
り
。
沿
革
法
理
学
の
原
則
に
よ
れ
ば
何
れ
の
国
の
法
律
も

古
代
の
成
文
法
［
八
十
一
丁
表
］
は
公
法
に
関
す
る
も
の
多
く
而

し
て
社
会
進
歩
し
て
一
己
人
の
位
地
進
む
る
に
従
ひ
私
法
に
関
す

る
成
文
法
増
加
す
る
も
の
に
し
て
後
に
至
る
と
私
法
が
成
文
法
の

大
分
部
を
占
る
に
至
る
べ
き
也
。
而
し
て
羅
馬
に
於
て
は
コ
ン
ス

タ
ン
チ
ー
ン
帝
の
時
に
著
し
き
右
の
変
動
を
見
し
も
の
な
り
（
古

し
は
行
政
法
憲
法
な
ぞ
多
か
り
し
）。

前
述
の
如
く
追
々
法
律
も
増
加
す
る
に
従
ひ
新
し
き
新
法
を
出

す
よ
り
も
古
き
も
の
をcodify

す
る
の
必
要
を
見
る
に
至
れ
り
。

茲
に
於
て
か
追
々
法
典
編
纂
の
事
業
を
初
め
た
り
。

グ
レ
ゴ
リ
ヤ
ン
法
典
　Codex Gregorianus

ヘ
ル
モ
ジ
ニ
ヤ
ン
法
典
　Codex H

erm
ogenianus

皇
帝
憲
の
数
は
年
を
追
て
其
数
を
増
加
し
後
に
至
り
て
は
法
律

家
さ
へ
も
悉
く
之
を
知
る
能
は
ざ
る
に
至
れ
り
。
茲
に
於
て
コ
ン

ス
タ
ン
チ
ー
ン
帝
［
八
十
一
丁
裏
］
の
時
の
学
者
グ
レ
ゴ
リ
ヤ
ン

れ
た
り
。
之
れ
羅
馬
の
末
を
わ
り

な
り
。

法
律
の
変
遷

第
四
期
に
は
皇
帝
の
権
力
漸
く
強
大
に
至
り
。
之
に
反
し
て

consul, praetor
等
も
只
通
常
の
行
政
司
法
官
に
止
ま
り
て
昔
時

の
権
力
な
か
り
し
。
加
之
な
ら
ず
外
冦
打
ち
連
き
た
る
を
以
て
法

律
学
は
追
々
衰
へ
た
り
。
此
時
代
の
法
学
家
に
し
て
後
世
に
名
を

残
せ
る
も
の
は
僅
々
三
四
名
に
過
ぎ
さ
る
な
り
。

又
元
老
院senatus

は
猶
ほ
残
り
て
皇
帝
の
選
挙
に
参
与
し
元

老
院
令
を
発
す
る
の
権
を
有
し
た
れ
ど
も
其
実
を
見
る
に
只
虚
礼

に
参
与
し
皇
帝
の
規き

則そ
く

を
伺
ひ
元
老
院
令
を
発
す
る
に
過
ぎ
ざ
り

し
。
斯
の
如
き
有
様
な
り
し
故
、
他
の
法
律
の
淵
源
は
枯
凋
し
只

皇
帝
の
帝
憲
及
ひ
元
老
院
令
を
以
て
此
時
代
の
法
源
と
為
す
に
至

れ
り
。 
［
八
十
丁
裏
］

故
に
羅
馬
法
の
第
四
期
は
法
律
発
達
最
後
の
位
地
に
達
せ
る
を

以
て
成
文
法
の
時
代
に
初
ま
り
成
文
編
纂
の
時
代
に
終
は
な
り
。

何
れ
の
国
に
て
も
社
会
発
達
す
る
に
従
ひ
法
源
単
一
に
帰
す
る

の
現
象
を
見
る
べ
し
。

此
迄
私
法
の
淵
源
は
主
と
し
て
プ
レ
ー
ト
ル
の
告
受
書
又
は
学

者
の
学
説
な
り
し
か
ば
、
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ー
ン
帝
の
頃
に
至
る
迄

は
皇
帝
の
勅
令
は
主
と
し
て
公
法
に
関
せ
り
。
然
る
に
同
帝
の
時

（
八
六
七
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
三
号
（
二
〇
二
〇
年
一
月
）

二
〇
六

事
業
を
命
じ
、A

ntiochus

を
し
て
之
れ
が
委
員
長
た
ら
し
め
以

て
之
の
総
裁
せ
し
む
紀
元
四
百
三
八
年
に
東
帝
国
に
於
て
之
を
播

布
せ
り
。
此
法
典
を
以
て
帝
は
西
帝
国
の
バ
レ
ン
チ
ニ
ヤ
ン
第
三

世
に
送
り
し
に
同
帝
も
直
に
之
を
採
用
し
同
年
に
西
帝
国
に
て
之

を
播
布
せ
り
。

此
法
典
は
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
帝
よ
り
同
帝
迄
即
ち
三
百
十
二
年

よ
り
［
八
十
二
丁
裏
］
四
百
三
十
八
年
凡
そ
百
二
十
六
年
間
に
発

し
た
る
法
典
を
集
取
せ
る
も
の
な
り
。
而
し
て
全
編
を
分
つ
て
十
六

巻
と
な
し
各
巻
を
編
に
分
ち
一
編
毎
に
紀
元
体chronological 

order

に
従
ひ
、
帝
憲
の
年
月
に
従
ひ
之
を
編
纂
せ
る
も
の
に
し

て
巻
及
び
編
等
に
分
つ
は
論
理
的
に
分
ち
し
な
り
。

セ
ヲ
ド
シ
ヤ
ス
法
典
は
其
後
東
帝
国
に
於
て
は
ジ
ヤ
ス
チ
ニ
ヤ

ン
法
典
の
出
で
た
る
為
め
其
効
力
を
失
ひ
た
り
し
。
而
し
て
西
帝

国
に
て
は
蛮
族
の
羅
馬
を
取
り
た
る
後
も
猶
ほ
永
く
其
勢
力
を
有

せ
り
。
諸
蛮
族
皆
此
法
典
を
遵
奉
し
た
り
と
云
へ
り
。

此
法
典
も
初
め
の
五
巻
と
第
六
巻
の
初
め
に
み
後
世
に
伝
は
れ

り
。
而
し
て
其
伝
り
た
る
も
伊
国
ミ
ラ
ン
のA

bbey P
elon?

な

る
僧
大
に
之
れ
が
発
見
を
為
せ
し
に
依
れ
り
と
云
ふ
。 

 
 

［
八
十
三
丁
表
］

第
十
七
世
期
の
頃
ゴ
ド
フ
レ
ダ
ス
な
る
有
名
な
る
学
者
三
十
年

及
び
ヘ
ル
モ
ジ
ニ
ヤ
ン
の
二
氏
は
各
々
別
々
に
私
選
の
法
典
を
編

纂
せ
り
。
而
し
て
グ
レ
ゴ
リ
ヤ
ン
法
典
は
ハ
ド
リ
ヤ
ン
よ
り
コ
ン

ス
タ
ン
チ
ン
の
と
き
に
至
る
迄
の
帝
憲
を
編
纂
せ
る
も
の
に
し
て

紀
元
三
百
八
年
頃
に
之
を
出
版
せ
り
。

ヘ
ル
モ
ジ
ニ
ヤ
ン
法
典
は
グ
レ
ゴ
リ
ヤ
ン
法
典
の
そ
を
補
の
如

き
も
の
に
し
て
主
と
し
て
ヅ
オ
ク
レ
シ
ヤ
ン
及
び
マ
キ
シ
ミ
リ
ヤ

ン
両
帝
の
法
令
を
編
纂
せ
る
も
の
に
し
て
紀
元
三
百
六
十
五
年
頃

に
出
版
せ
り
。
右
の
両
法
典
は
固
よ
り
私
選
な
れ
ど
も
之
れ
が
為

め
初
め
て
羅
馬
社
会
に
法
典
（code
）
の
便
利
な
る
こ
と
を
示
せ

る
も
の
に
し
て
実
に
大
切
な
り
。

其
後
セ
オ
ド
シ
ヤ
ス
帝
の
法
典
編
纂
の
事
業
の
如
き
も
前
の
両

法
典
よ
り
其
考
へ
を
起
せ
し
も
の
な
り
。

如
何
な
る
法
律
に
て
前
述
の
如
き
順
序
を
経
る
も
の
な
り
。
即

ち
［
八
十
二
丁
表
］
不
文
法
よ
り
成
文
法
に
至
り
其
れ
よ
り
之
れ

を
法
典
に
編
纂
す
る
の
必
要
を
生
ず
る
な
り
。

セ
ヲ
ド
シ
ヤ
ス
法
典

羅
馬
帝
に
し
て
初
め
て
法
典
編
纂
の
事
業
を
起
せ
し
は
セ
オ
ド

シ
ヤ
ス
第
二
世
な
り
。

帝
は
勅
令
の
数
の
増
加
し
て
索
探
の
不
便
を
憂
ひ
且
つ
前
二
法

典
の
便
利
な
る
を
覚
り
十
六
人
の
委
員
を
選
び
之
に
法
典
編
纂
の

（
八
六
八
）



穂
積
陳
重
博
士
『
羅
馬
法
講
義
』
総
論
及
び
第
一
編

　羅
馬
法
律
史
（
吉
原
）

二
〇
七

第
一
　Codex

帝
は
五
百
二
八
年
に
な
る
の
法
律
家
を
選
び
法
典
編
纂
委
員
と

な
し
古
来
の
帝
憲
を
集
取
し
其
己
に
無
用
に
属
せ
る
も
の
は
之
を

除
き
其
改
正
を
要
す
る
も
の
は
之
を
補
ひ
当
世
社
会
に
適
す
べ
き

法
典
編
纂
の
事
を
命
ぜ
り
。

右
の
委
員
は
十
四
ヶ
月
の
後
に
其
事
業
を
終
り
翌
年
五
百
二
九

年
四
月
に
至
り
之
を
公
布
しC

odex

と
名
づ
く
。
後
世
に
第
一

法
典
と
称
す
る
も
の
即
ち
之
れ
な
り
。 

［
八
十
四
丁
表
］

然
る
に
其
後
帝
は
新
に
多
く
の
帝
憲
を
発
し
就
中
有
名
な
る

五
十
判
決
（fifty decisions, Q

uinquaginta decisiones

）
な

る
も
の
発
し
以
て
古
来
法
律
学
者
中
の
争
論
と
な
り
た
り
し
。

五
十
ヶ
条
の
事
を
勅
裁
せ
り
な
り
。

茲
に
於
て
第
一
法
典
の
修
整せ
い

を
要
す
る
に
至
れ
り
。
則
ち
帝
は

新
に
有
名
な
る
ツ
リ
ボ
ニ
ヤ
ン
（T

ribonianus

）
を
総
裁
と
し

て
四
名
の
委
員
を
置
き
以
て
第
一
法
典
修
正
を
命
せ
り
。
而
し
て

紀
元
五
百
三
四
年
に
於
て
此
第
二
法
典
を
播
布
す
る
に
至
り
前
の

第
一
法
典
は
廃
棄
せ
ら
れ
た
り
。

斯
の
如
く
コ
デ
ッ
キ
ス
、
帝
憲
を
集
め
た
る
も
の
な
り
。

第
二
　Codex repetitiae prelectionis

　
第
二
法
典

之
にrevised code

と
云
ふ
こ
と
に
し
て
通
常second code

間
に
し
て
之
れ
に
註
釈
を
加
へ
施
し
死
後
之
を
出
版
せ
り
と
云
ふ
。

グ
レ
ゴ
リ
ヤ
ン
　
ヘ
ル
モ
ジ
ニ
ヤ
ン
　
セ
ヲ
ド
シ
ヤ
ス
の
諸
法

典
其
ジ
ヤ
ス
チ
ニ
ヤ
ン
帝
以
前
に
発
布
せ
る
法
律
は
独
逸
学
者
の

羅
馬
法
第
一
の
オ
ー
ソ
リ
チ
ー
な
るH

aenel

氏
の
有
名
な
る
著

書 C
orpus juris ante Justinianum

［C
orpus legum

 ab 
im

peratoribus rom
anis ante Justinianum

 latarum

］（
ジ
ヤ

ス
チ
ニ
ヤ
ン
以
前
の
法
律
全
典
）
は
正
確
な
る
も
の
な
り
と
て

人
々
の
依
頼
す
る
も
の
な
り
。

ジ
ヤ
ス
チ
ニ
ヤ
ン
法
律

ジ
ヤ
ス
チ
ニ
ヤ
ン
の
御
世
は
紀
元
五
百
二
十
七
年
よ
り
五
百

六
十
五
年
に
至
る
。

歴
史
家
ギ
ボ
ン
氏
云
へ
る
こ
と
な
り
、
同
帝
即
位
の
と
き
に
当

り
其
以
前
十
世
期
の
間
に
出
で
た
る
法
令
及
び
学
説
は
数
千
巻
の

書
冊
を
為
し
如
何
な
る
富
力
も
之
を
講
求
す
る
能
は
ず
、
如
何
な

る
智
力
も
之
れ
を
識
別
［
八
十
三
丁
裏
］
す
る
能
は
ざ
る
に
至
れ

り
。
故
に
於
て
か
同
帝
は
此
弊
を
救
は
ん
が
為
め
即
位
の
後
直
に

法
律
編
纂
の
大
事
業
に
着
手
せ
り
。
而
し
て
遂
に
近
世
開
明
諸
国

の
母
法
た
る
羅
馬
法
の
全
典
を
播
布
す
る
に
至
れ
り
。

ジ
ヤ
ス
チ
ニ
ヤ
ン
帝
の
編
纂
に
か
か
る
法
典
は
左
の
如
し
。

（
八
六
九
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
三
号
（
二
〇
二
〇
年
一
月
）

二
〇
八

衷
し
て
之
れ
を
大
凡
十
五
万
行
に
縮
め
以
て
之
れ
を
一
部
の
法
典

の
内
に
納
め
た
り
。

右
の
三
十
九
大
家
中
共
和
政
治
の
時
代
に
属
す
る
も
の
は
僅
々

三
人
な
り
し
。
又
第
三
期
の
帝
政
初
年
の
学
者
中
に
は
殆
ど
一
人

も
無
し
。
ハ
ド
リ
ヤ
ン
帝
の
永
久
告
受
書
の
発
し
た
る
と
き
よ
り

セ
ベ
ラ
ス
帝
の
死
す
る
迄
の
間
の
法
律
家
大
部
分
を
占
む
。
就
中

U
lpian

の
書
中
よ
り
取
り
し
も
の
全
法
典
の
三
分
の
一
を
占
む

と
云
ふ
。
彼
れ
に
次
て
尤
も
其
説
を
用
い
ら
れ
た
る
も
の
は

P
aulus, P

apinian, Julianus, G
aius

の
諸
氏
［
八
十
五
丁
裏
］

な
り
。

会
典
は
之
を
分
つ
て
五
十
巻
と
為
し
巻
を
分
つ
て
凡
そ
四
百

四
十
章
と
為
せ
り
。
各
章
を
節
に
分
ち
て
其
編
纂
の
方
法
に
至
つ

て
は
頗
る
後
世
学
者
の
非
難
を
受
け
た
る
こ
と
多
け
れ
ど
も
其
後

法
律
学
の
基
礎
と
為
り
て
大
に
学
者
を
利
せ
し
も
の
は
之
れ
之
の

会
典
な
り
。

会
典
頌
布
後
は
従
来
の
法
律
を
用
い
る
を
禁
じ
且
つ
法
典
に
註

釈
す
る
を
禁
じ
た
り
し
。

会
典
の
編
纂
法
は
論
理
的
に
あ
る
と
き
は
不
都
合
な
れ
ど
も
歴

史
上
よ
り
之
を
見
る
と
き
は
都
合
宜
し
と
メ
ー
ン
氏
は
云
へ
り
。

と
云
ふ
。 

［
八
十
四
丁
裏
］

第
二
法
典
は
斯
く
称
せ
り
。
蓋
し
改
正
法
典
と
云
ふ
意
な
ら
ん
。

C
odex

と
し
て
近
世
に
遺
存
せ
る
も
の
は
此
の
第
二
法
典
に
し

て
第
一
法
典
は
一
部
分
も
遺
存
す
る
も
の
な
し
。
或
は
云
ふ
同
帝

の
第
二
法
典
を
発
布
せ
る
と
き
に
第
一
法
典
は
焼
棄
て
た
る
も
の

な
ら
ん
（
か
か
る
こ
と
は
古
代
有
り
勝
ち
な
る
こ
と
な
り
）。
然

し
確
証
の
あ
る
に
あ
ら
ず
。

此
第
二
法
典
は
全
編
を
十
二
巻
に
分
ち
巻
を
章
に
分
ち
各
章
は

期
年
体
に
従
ひ
帝
憲
を
裁
せ
た
り
。
而
し
て
五
百
三
十
四
年
に
発

布
せ
り
（
体
裁
は
日
本
の
（
類
聚
）
法
規
の
如
し
）。

第
三 

　D
igesta or Pandects

（or ［Pandect

］ae

）　
会
典

紀
元
五
百
卅
年
十
二
月
帝
は
ツ
リ
ボ
ニ
ヤ
ン
を
総
裁
と
為
し

十
六
人
の
委
員
を
選
び
古
来
尤
も
有
名
な
る
著
書
よ
り
し
て
当
世

に
適
切
な
る
学
説
を
抜
萃
し
一
編
の
法
典
を
編
纂
す
る
こ
と
を
命

じ
期
す
る
に
十
年
を
［
八
十
五
丁
表
］
以
て
せ
り
。

然
る
に
会
典
編
纂
委
員
は
非
常
な
る
勉
励
を
以
て
僅
に
三
年
間

に
之
を
成
就
せ
し
め
、
五
百
三
十
三
年
十
二
月
に
帝
は
之
を
播
布

せ
り
。

此
会
典
中
に
引
用
し
た
る
法
律
家
は
都
合
三
九
名
に
し
て
引
用

し
た
る
著
書
の
数
二
千
有
余
に
し
て
凡
そ
三
百
万
行
の
学
説
を
折

（
八
七
〇
）



穂
積
陳
重
博
士
『
羅
馬
法
講
義
』
総
論
及
び
第
一
編

　羅
馬
法
律
史
（
吉
原
）

二
〇
九

集
め
た
る
も
の
な
り
。

帝
は
固
とC

odex

及
びP

andect

の
両
法
典
を
以
て
羅
馬
法

を
網
羅
せ
ん
と
せ
る
を
以
て
右
の
新
法
を
もC

odex

中
に
編
入

せ
ん
と
企
て
た
れ
ど
も
未
だ
之
れ
を
果
さ
ず
し
て
死
せ
り
。
故
に

帝
の
死
後
は
別
々
の
法
典
と
為
し
て
発
布
し
た
り
。

右
の
新
法
の
中
に
編
入
し
た
る
帝
権
の
数
は
百
六
十
八
に
し
て

其
中
百
五
十
四
は
ジ
ヤ
ス
チ
ニ
ヤ
ン
帝
の
発
せ
る
も
の
な
り
。
而

し
て
他
の
十
四
は
帝
の
死
後
発
布
せ
ら
れ
た
る
も
の
な
り
。
而
し

て
ツ
リ
ボ
ニ
ヤ
ン
死
後
に
は
ジ
ヤ
ス
チ
ニ
ヤ
ン
帝
の
発
し
た
る
帝

憲
の
数
特
に
少
な
く
な
れ
り
。
此
一
事
を
以
て
も
同
氏
の
ジ
ヤ
ス

チ
ニ
ヤ
ン
の
立
法
に
功
あ
り
し
を
知
る
可
き
な
り
。
而
し
て
同
氏

の
死
は
五
百
卅
年
頃
［
五
四
七
年
］
な
ら
ん
。 

［
八
十
七
丁
表
］

新
法
は
主
と
し
て
私
法
に
関
す
。
就
中
第
百
十
八
号
第
百
二
七

号
の
如
き
は
同
帝
の
無
遺
嘱
相
続
法
に
大
改
正
を
加
へ
た
る
も
の

に
し
て
尤
も
有
名
な
る
帝
憲
な
り
。

右
に
述
べ
た
るC

odex, D
igesta, Institutes, N

ovellae

の

四
法
典
を
総
称
し
てC

orpus juris civiles

即
ち
羅
馬
法
全
典

と
云
ふ
。

後
世
伊
国
ボ
ロ
ナ
大
学
に
て
註
釈
せ
る
も
則
ち
之
れ
な
り
。
又

近
世
欧
州
諸
国
の
法
律
の
基
礎
と
な
り
し
も
亦
之
れ
な
り
。

第
四
　Institutes

　
教
科
書

帝
は
又T

heophilus, D
orotheus

の
二
名
の
学
者
を
委
員
と

為
し
ツ
リ
ボ
ニ
ヤ
ン
を
委
員
長
た
ら
し
め
以
て
法
律
学
を
修
む
る

学
生
［
八
十
六
丁
表
］
の
為
め
に
羅
馬
法
の
大
綱
を
編
纂
せ
し
め

会
典
と
同
年
同
月
同
日
に
之
を
頌
布
せ
り
。

此
教
科
書
は
専
らG

aius

のInstitutes

に
基
き
多
少
の
改
正

を
加
へ
た
る
も
の
な
り
。
全
編
を
四
巻
に
分
ち
巻
を
章
に
分
ち
其

章
数
は
九
十
九
章
な
り
。
後
世
羅
馬
法
の
教
科
書
と
な
り
た
る
も

の
即
ち
之
れ
な
り
。
而
し
て
帝
は
此
教
科
書
に
も
法
律
た
る
の
効

力
を
与
へ
た
り
。

抑
も
此
のInstitutes

は
実
に
驚
く
可
き
程
諸
国
頌
布
せ
る
も

の
に
し
て
其
注
釈
飜
訳
は
何
千
部
な
る
や
を
知
ら
ず
、
此
の
書
物

程
大
く
流
行
し
又
此
書
物
に
付
て
程
、
人
々
が
種
々
様
々
に
論
ぜ

し
も
の
は
未
だ
曽
て
之
れ
な
か
る
べ
し
。
実
に
大
切
な
る
も
の
な

り
。第

五
　N

ovellae constitutiones

　
新
法

ジ
ヤ
ス
チ
ニ
ヤ
ン
帝
は
第
二
法
典
を
頌
布
し
た
り
し
後
尚
ほ
多

く
の
法
令
を
［
八
十
六
丁
裏
］
発
し
旧
法
を
改
定
増
補
せ
し
も
の

少
な
か
ら
ず
。
而
し
て
新
法
と
称
す
る
も
の
は
紀
元
五
百
三
五
年

よ
り
五
百
六
十
五
年
に
至
る
迄
の
三
十
年
間
に
発
し
た
る
帝
憲
を

（
八
七
一
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
三
号
（
二
〇
二
〇
年
一
月
）

二
一
〇

故
に
東
帝
国
に
て
は
ギ
リ
シ
ヤ
語
の
羅
馬
法
全
典
行
は
れ
た
り
。

然
る
に
帝
の
死
後
東
帝
国
の
帝
属
ギ
リ
シ
ヤ
語
の
法
令
を
発
し
ジ

ヤ
ス
チ
ニ
ヤ
ン
の
法
典
を
変
更
せ
り
。
為
め
に
東
帝
国
に
て
は

C
orpus juris civilis

は
漸
々
其
効
力
を
失
ふ
に
至
れ
り
。

茲
に
於
て
ジ
ヤ
ス
チ
ニ
ヤ
ン
以
来
の
賢
明
な
るB

asalius

帝

は
紀
元
八
百
六
十
七
年
に
於
てC

orpus juris civilis

の
四
法

典
を
合
併
編
纂
し
て
一
の
法
典
と
な
し
之
れ
に
後
世
発
布
し
た
り

し
法
律
を
編
入
せ
ん
と
せ
り
。
而
し
てL

eo

［
八
十
八
丁
裏
］
帝

の
と
き
に
至
り
初
め
て
其
業
を
終
り
し
が
先
帝
の
期マ
マ

念
［
紀
念
］

の
為
か
其
大
法
典
を
名
づ
け
てB

asilica

と
称
せ
り
。
実
に
有

名
な
る
法
典
な
り
。

バ
シ
リ
カ
は
全
部
凡
そ
六
十
巻
に
し
て
東
帝
国
の
滅
亡
の
頃
迄

其
勢
力
を
持
た
り
し
が
全
部
は
不
幸
に
し
て
湮
滅
し
て
遺
存
せ
る

も
の
は
不
完
全
な
り
。

第
二
　
西
帝
国
に
於
け
る
羅
馬
法
の
運
命

ジ
ヤ
ス
チ
ニ
ヤ
ン
帝
の
法
典
を
編
纂
せ
る
と
き
は
伊
太
利
諸
国

は
ゴ
ー
ル
蛮
族
の
占
有
に
帰
し
た
り
し
が
其
時
に
当
り
旧
西
帝
国

に
行
は
れ
た
る
法
律
は
セ
オ
ド
シ
ヤ
ス
二
世
の
法
典
及
び
之
に
基

き
て
蛮
族
諸
王
の
制
定
せ
る
法
律
な
り
し
。

然
る
に
ジ
ヤ
ス
チ
ニ
ヤ
ン
は
将
軍V

ersalius

及
びN

arsas

全
典
中
二
則
互
に
抵
触
せ
る
と
き
は
新
法
は
旧
法
を
廃
す
る
と

の
解
釈
の
原
則
に
従
ふ
と
あ
り
（antinom

y

二
則
抵
触
）。

故
に
後
に
播
布
せ
るN

ovellae

の
効
力
は
他
の
三
者
の
上
に

在
り
。
又
第
二
法
典
の
効
力
はInstitutes

及P
andects

の
上

に
在
り
し
な
り
。 

［
八
十
七
丁
裏
］

左
れ
ど
もP

andects
とInstitutes

と
は
同
時
に
制
可
を
受

け
同
時
に
頌
布
さ
れ
た
る
も
の
な
る
を
以
て
此
二
法
典
中
の
規
則

に
し
て
互
に
抵て
い

触
し
ょ
く

す
る
も
の
あ
る
と
き
前
原
則
を
適
用
す
る
能

は
ず
。
故
に
此
場
合
に
於
て
は
司
法
官
は
自
己
の
意
見
を
以
て
之

を
決
す
る
を
得
た
り
し
。

 

抑
も
コ
ル
プ
ス
　
ジ
ュ
リ
ス
　
シ
ビ
リ
ス
は
モ
ム
セ
ン
の
著

書
に
か
か
るtext

を
以
て
尤
も
正
し
と
す
。
又
独
逸
文
に

せ
る
も
あ
り
。
此
全
典
は
人
呼
ん
で
世
界
第
二
の
書
籍
な
り

と
云
ふ
。
バ
イ
ブ
ル
第
一
に
し
て
全
典
之
に
次
ぐ
と
云
へ
る

も
蓋
し
過
言
に
あ
ら
ざ
る
べ
し
。 

［
八
十
八
丁
表
］

ジ
ヤ
ス
チ
ニ
ヤ
ン
帝
以
後
羅
馬
法
の
衰
亡
及
び
再
興

第
一
　
東
帝
国
に
於
け
る
羅
馬
法
の
運
命

東
帝
国
に
於
て
は
ジ
ヤ
ス
チ
ニ
ヤ
ン
帝
の
編
纂
に
掲
る
諸
法
典

は
之
れ
を
ギ
リ
シ
ヤ
語
に
直
し
（
初
め
は
ラ
テ
ン
）
且
つ
新
法
法

典
の
如
き
は
頒
布
の
と
き
已
に
ギ
リ
シ
ヤ
語
を
以
て
せ
り
。

（
八
七
二
）



穂
積
陳
重
博
士
『
羅
馬
法
講
義
』
総
論
及
び
第
一
編

　羅
馬
法
律
史
（
吉
原
）

二
一
一

様
を
存
せ
り
。

而
し
て
第
十
二
世
期
の
頃
に
至
り
伊
太
利
の
諸
市
府
漸
く
盛
大

に
赴
か
ん
と
せ
り
。
人
心
の
奮
起
す
る
に
従
ひ
学
問
の
盛
ん
に
な

る
は
之
れ
通
則
な
り
。
則
ち
断
然
にrevival of learning

の
あ

り
し
も
亦
此
の
時
代
な
り
。

当
時
ボ
ロ
ナ
府
に
一
学
士
イ
ル
ネ
リ
ヤ
ス
な
る
も
の
あ
り
し
が

同
府
に
法
律
の
学
を
起
し
一
千
百
年
頃
よ
り
一
千
百
十
八
年
の
頃

に
至
る
迄
自
ら
羅
馬
法
の
講
筵
を
開
き
た
り
し
が
茲
に
於
て
羅
馬

法
の
学
問
は
大
に
世
に
行
は
る
る
に
至
れ
る
な
り
。 ［
九
十
丁
表
］

イ
エ
リ
ン
グ
氏
羅
馬
法
の
運
命
を
一
樹
の
大
木
に
譬
へ
て
曰
く

羅
馬
法
は
初
め
羅
馬
人
民
の
耐
忍
力
を
以
て
培
養
し
年
を
経
る
に

従
ひ
其
枝
葉
繁
茂
し
遂
に
青
空
を
つ
く
に
至
れ
り
。
ジ
ヤ
ス
チ
ニ

ヤ
ン
帝
の
時
に
至
り
已
に
其
生
長
は
最
高
度
に
達
し
其
枝
に
花
さ

き
其
実
も
已
に
熟
し
た
り
。
而
し
て
羅
馬
帝
国
滅
亡
と
共
に
此
大

木
も
一
旦
枯
凋
し
た
り
。
然
れ
ど
も
前
に
結
び
た
る
果
実
は
久
し

く
地
に
あ
り
て
此
時
代
に
再
び
ボ
ロ
ナ
府
に
其
芽
を
発
せ
り
。
之

れ
よ
り
註
釈
派
の
培
養
を
受
け
て
遂
に
其
種
は
断
然
未
文
明
諸
国

に
繁
殖
せ
り
。

斯
く
如
く
羅
馬
法
を
再
興
せ
る
イ
ル
ネ
リ
ヤ
ス
の
徒
は
法
理
を

講
究
し
一
機
軸
を
出
し
た
る
の
学
者
に
は
あ
ら
ず
し
て
専
ら

等
の
力
に
よ
り
て
伊
太
利
地
方
（
即
ち
旧
帝
国
）
及
び
ア
フ
リ
カ

地
方
を
征
定
し
紀
元
五
百
五
十
四
年
［
八
十
九
丁
表
］
に
法
令
を

出
し
右
の
地
方
に
於
て
もC

orpus juris civilis

を
行
ふ
こ
と

を
布
告
せ
り
。
然
れ
ど
も
　
ジ
ヤ
ン
ス
地
方
及
び
イ
ス
パ
ニ
ヤ
地

方
は
尚
ほ
セ
オ
ド
シ
ヤ
ス
の
法
典
に
基
け
る
蛮
族
諸
王
の
編
纂
に

か
か
る
も
の
を
行
ひ
し
様
な
り
。
其
後
羅
馬
帝
国
滅
亡
と
共
に
ジ

ヤ
ス
チ
ニ
ヤ
ン
の
法
典
は
一
た
び
滅
亡
し
て
只
人
民
の
間
に
信
用

を
得
た
り
し
に
止
ま
り
し
な
り
。

然
る
に
俗
説
に
依
れ
ば
ジ
ヤ
ス
チ
ニ
ヤ
ン
法
典
は
一
た
び
全
く

湮
滅
に
帰
し
一
千
百
三
五
年
に
ア
マ
ル
フ
ィ
ー
（A

m
alphi

）
に

於
てP

andect

の
冩
本
を
発
見
せ
る
以
来
再
び
欧
州
諸
国
に
勢

力
を
得
た
る
も
の
な
り
と
云
へ
り
。

然
れ
ど
も
有
名
な
る
サ
ビ
ニ
ー
氏
の
中
世
羅
馬
史
に
よ
れ
ば

P
andect

発
見
の
説
は
全
く
虚
説
に
し
て
羅
馬
帝
国
の
西
部
の
人

民
は
第
九
世
期
よ
り
第
十
一
世
期
の
頃
に
至
り
て
は
セ
オ
ド
シ
ヤ

ス
法
典
よ
り
却
てC

orpus juris civilis

［
八
十
九
丁
裏
］
を
信

用
せ
し
と
の
事
な
り
。

第
三
　
中
世
羅
馬
法
の
再
興

羅
馬
法
は
帝
国
の
滅
亡
と
共
に
一
度
ひ
外
形
上
の
効
力
は
失
ひ

た
れ
ど
も
実
際
上
の
勢
力
に
至
つ
て
は
依
然
と
し
て
斯
の
如
き
有

（
八
七
三
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
三
号
（
二
〇
二
〇
年
一
月
）

二
一
二

筵
を
開
け
り
。
而
し
て
之
れ
を
聞
く
所
の
学
生
の
数
甚
だ
多
か
り

し
な
り
。

羅
馬
法
学
は
此
時
よ
り
大
に
仏
国
に
行
は
る
る
に
至
れ
り
。
ア

ル
シ
ヤ
ッ
ト
氏
一
千
五
百
四
十
六
年
を
以
て
残
去
せ
る
後
、

Q

マ
マ

ujas

（C
ujas in E

nglish

）
ブ
ル
ジ
ス
の
大
学
校
の
法
律
教
師

と
な
り
大
に
羅
馬
法
学
の
研
究
を
盛
ん
に
せ
り
。

同
氏
はP

aratitla

な
る
書
を
著
し
ジ
ヤ
ス
チ
ニ
ヤ
ン
の

P
andects

を
簡
明
に
註
釈
せ
り
。
其
以
来
同
氏
は
羅
馬
法
律
学

に
付
て
は
第
一
流
［
九
十
一
丁
裏
］
の
位
地
を
占
む
る
に
至
れ
り
。

即
ち
近
世
欧
州
諸
国
に
羅
馬
法
を
張
拡
せ
る
は
同
氏
の
功
に
よ
れ
り
。

近
来
に
至
る
迄
独
逸
の
諸
大
学
に
て
は
キ
ユ
ー
ジ
ヤ
ス
の
名
を

演
説
又
は
話
に
す
る
と
き
は
学
生
皆
其
幅マ
マ

［
巾
、
頭
巾
の
意
か
］

を
脱
せ
し
位
な
り
。
同
氏
は
一
千
五
百
九
十
年
に
ブ
ル
ジ
府
に
於

て
死
せ
り
。

C
ujas

と
同
時
にD

oneau

な
る
有
名
な
る
羅
馬
法
学
者
あ
り

し
が
専
ら
同
氏
の
説
に
反
対
せ
り
。

又H
otm

an

な
る
学
者
あ
り
て
一
千
五
百
六
十
七
年
に

A
ntitribonianus

な
る
書
を
著
し
キ
ユ
ー
ジ
ヤ
ス
の
学
派
に
抵

抗
を
試
み
且
つ
パ
ピ
ニ
ヤ
ン
　
ポ
ー
ル
　
ウ
ル
ピ
ヤ
ン
等
の
諸
大

家
の
説
迫
撃
を
試
み
少
し
も
は
ば
か
る
所
な
か
り
し
か
ば
遂
に

C
orpus juris civilis

の
原
文
を
註
釈
す
る
に
力
を
用
い
た
り
。

故
に
此
徒
を
称
し
てglossators

即
ち
註
釈
派
と
称
す
。
而
し
て

其
註
釈
書
を
［
九
十
丁
裏
］gloss

と
称
す
。

イ
ル
ネ
リ
ヤ
ス
の
死
後P

ostglossators

即
ち
後
註
釈
派
な
る

も
の
出
で
で
よ
り
羅
馬
法
の
研
究
一
変
せ
り
。
而
し
て
此
派
を
確

立
せ
し
人
の
中
有
名
な
る
はB

artolus, B
aldus

な
る
人
な
り
。

後
註
釈
派
は
独
りC

orpus juris civilis

を
註
釈
す
る
に
止

ま
ら
ず
し
て
羅
馬
法
が
欧
州
諸
国
に
進
入
し
た
る
後
如
何
な
る
変

更
を
経
た
る
か
を
研
究
せ
り
。

羅
馬
法
を
如
何
な
る
方
法
を
以
て
伊
太
利
よ
り
之
れ
を
欧
州
諸

国
に
頌
布
せ
る
哉
。
之
れ
仏
国
の
力
に
在
り
。

羅
馬
法
を
欧
州
に
起
し
た
る
は
伊
国
。
之
を
近
世
に
傅
へ
た
る

は
仏
国
。
而
し
て
之
れ
を
完
全
な
ら
し
め
し
は
独
逸
国
な
り
。

第
四
　
第
十
六
世
紀
の
仏
国
の
法
律
家 

［
九
十
一
丁
表
］

羅
馬
法
の
研
究
は
第
十
二
世
紀
に
ボ
ロ
ナ
に
起
り
其
後
三
四
百

年
の
間
は
羅
馬
法
学
は
羅
馬
法
の
本
部
な
る
伊
国
に
止
ま
れ
り
。

然
る
に
十
六
世
紀
に
至
り
同
法
は
欧
州
に
進
入
す
る
の
萌
を
現
せ

り
。伊

国
ミ
ラ
ン
府
にA

ndrea A
lciat

な
る
学
者
あ
り
し
が
仏
国

の
フ
ラ
ン
シ
ス
第
一
世
の
召
に
応
じ
ブ
ル
ジ
ス
に
て
羅
馬
法
の
講

（
八
七
四
）



穂
積
陳
重
博
士
『
羅
馬
法
講
義
』
総
論
及
び
第
一
編

　羅
馬
法
律
史
（
吉
原
）

二
一
三

中
々
得
ざ
り
し
を
以
て
学
説
及
び
判
決
例
は
大
に
乱
れ
て
一
轍
に

出
で
ざ
る
に
至
れ
り
。
左
れ
ば
に
や
右
の
如
き
反
動
的
の
勢
力
行

は
る
る
に
従
ひ
仏
の
法
律
学
及
び
判
決
例
は
大
に
品
位
を
落
す
に

至
れ
り
。
茲
に
於
て
其
後
未
だ
百
年
な
ら
ざ
る
に
羅
馬
法
の
研
究

再
び
仏
国
に
起
り
た
り
し
。

第
十
六
世
期
に
於
て
羅
馬
の
研
究
を
仏
国
に
起
せ
る
も
の
は

D
um

oulin

な
る
人
に
し
て
此
人
はA

ntirom
anist

の
勢
力
盛
ん

な
り
し
と
き
に
羅
馬
法
と
仏
の
固
有
法
と
を
合
せ
研
究
し
た
る
人

な
り
。
故
に
大
にA

ntirom
anist

の
学
派
［
九
十
三
丁
表
］
の

人
心
を
得
再
び
羅
馬
法
の
研
究
を
仏
国
に
起
す
の
中
立
ち
と
な
れ

り
後
に
雷
名
を
轟
か
せ
し
羅
馬
法
学
者
のP

orhias?

な
ぞ
も
多

く
此
人
の
説
に
よ
れ
り
と
云
ふ
。
其
後
仏
国
に
於
て
羅
馬
法
を
広

け
遂
に
羅
馬
法
典
を
仏
法
典
の
模
範
と
な
せ
し
も
のP

othiers?

な
り
。
氏
は
近
世
の
仏
国
立
法
に
功
の
あ
り
し
人
に
し
て
同
人
は

C
orpus juris civilis

の
編
纂
法
未
だ
十
分
な
ら
ず
し
て
其
秩
序

を
失
ひ
た
る
を
患
ひ
夙
にP

andect

を
改
撰
（
同
じ
三
九
大
家

中
よ
り
）
せ
ん
と
せ
り
。
而
し
て
十
二
年
間
の
勤
労
に
依
り
遂
に

此
大
事
業
を
成
就
せ
り
。
即
ちP

andects

法
典
を
精
確
な
る
論

理
的
に
論
じ
た
り
し
な
り
。
一
千
七
百
四
十
五
年
ラ
テ
ン
語
を
以

て
之
を
出
版
せ
り
。
之
れ
則
ち
同
氏
の
有
名
な
る
著
書

A
ntirom

anist

な
る
学
派
を
起
す
に
至
れ
り
。［
九
十
二
丁
表
］

此
学
派
は
キ
ユ
ー
ジ
ヤ
ス
の
羅
馬
法
即
ち
外
国
法
に
心
酔
す
る

こ
と
を
迫
撃
し
従
来
の
羅
馬
法
学
者
の
如
く
原
文
の
解
釈
に
汲
々

た
る
こ
と
を
悪
し
ざ
ま
に
云
へ
り
。
而
し
て
彼
れ
ら
は
羅
馬
法
に

於
て
も
取
る
可
き
は
之
を
取
り
捨
つ
べ
き
は
之
れ
を
捨
て
自
国
の

風
俗
に
基
づ
き
善
良
な
る
法
律
を
作
ら
ん
と
せ
り
。（
然
れ
ど
も

此
の
如
き
反
対
説
た
る
や
何
れ
の
国
に
も
起
る
こ
と
な
れ
ば
善
を

取
［
り
］
悪
を
捨
つ
る
は
よ
け
れ
ど
も
其
之
れ
を
識
別
す
る
は
蓋

し
難
し
と
云
ふ
べ
し
。）

当
時
仏
国
に
て
は
同
氏
の
説
大
に
勢
力
を
得
、
遂
に
一
千
五
百

七
十
九
年
に
於
て
パ
リ
ス
大
学
に
て
は
羅
馬
法
を
講
述
す
る
こ
と

を
禁
ず
る
の
法
令
を
発
す
る
に
至
れ
り
。
然
れ
ど
も
政
治
上
社
会

上
の
斯
の
如
き
議
論
と
同
じ
運
命
に
し
て
已
に
外
国
に
て
完
美
し

た
る
法
典
の
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
新
に
こ
と
さ
ら
に
之
に
よ
ら
ず

し
て
別
に
一
の
美
□
な
る
法
典
を
編
纂
す
る
は
実
に
困
難

［
九
十
二
丁
裏
］
な
る
こ
と
に
し
て
ヲ
ッ
ト
マ
ン
氏
の
説
も
遂
に

之
を
行
ふ
能
は
ざ
り
し
な
り
。
如
何
と
な
れ
ば
仏
国
に
於
て
彼
等

の
為
め
に
羅
馬
の
研
究
衰
へ
た
る
後
は
法
律
学
者
裁
判
官
代
言
人

等
は
之
に
迄
標
準
と
な
し
た
り
し
。
羅
馬
法
を
失
ひ
、
さ
ら
ば
と

云
ふ
て
之
に
代
は
る
可
き
羅
馬
法
よ
り
善
良
な
る
標
準
と
て
は

（
八
七
五
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
三
号
（
二
〇
二
〇
年
一
月
）

二
一
四

た
り
。

然
れ
ど
も
当
時
学
術
の
奨
励
者
た
る
僧
侶
は
ひ
そ
か
に
皆
羅
馬

法
律
学
を
貯
た
く
わ

て
羅
馬
法
の
講
究
を
勉
め
た
る
を
以
て
王
の
禁
令

も
為
め
に
羅
馬
法
の
根
を
英
国
に
絶
つ
能
は
ざ
り
し
。

其
後
英
国
に
於
て
法
律
学
者
の
初
祖
と
も
云
ふ
可
き
ヘ
ン
リ
ー

第
二
世
の
時
のB

racton

の
有
名
な
る
著
書
の
如
き
も
皆
ジ
ヤ
ス

チ
ニ
ヤ
ン
帝
の
法
典
に
よ
り
し
も
の
な
り
。

其
後
は
英
国
に
於
て
羅
馬
法
の
研
究
絶
え
ず
し
てC

om
m

on 
law

 

に
於
て
は
従
来
の
慣
習
の
無
き
場
合
に
は
羅
馬
法
を
参
考
し

て
判
決
を
下
せ
り
。
就
中
商
法
の
如
き
は
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
其

他
の
各
法
官
は
羅
馬
法
を
標
準
と
し
て
判
決
例
を
作
り
し
も
の
尤

も
多
し
。
加
之
［
九
十
四
丁
裏
］
な
ら
ず
英
国
のC

om
m

on law

及
びE

quity

は
主
と
し
て
其
淵
源
を
羅
馬
法
に
取
れ
り
。

然
る
に
近
世
に
至
る
迄
は
実
際
は
羅
馬
法
は
英
の
法
律
中
に
採

用
さ
れ
て
は
居
た
れ
ど
も
之
を
研
究
す
る
こ
と
甚
だ
少
な
か
り
し

がA
ustin, M

aine

の
諸
氏
出
で
て
其
法
理
論
の
材
料
を
羅
馬
法

に
採
り
た
る
こ
と
尤
も
多
く
あ
り
た
る
よ
り
、
現
今
に
至
り
て
は

羅
馬
法
の
研
究
も
盛
ん
に
な
り
其
著
書
も
増
加
せ
り
。

抑
も
英
国
に
て
は
羅
馬
法
を
以
て
法
王
の
法
律
の
如
く
想
像
せ

り
。
且
つ
羅
馬
旧
教
と
羅
馬
法
と
を
同
一
視
せ
り
。
又
新
教
の
行

P
andectae Justinianeum

 in novum
 ordinem

 D
igestae

（P
andects digested in new

 order

）
之
れ
な
り
。 

 
 

［
九
十
三
丁
裏
］

第
五
　
イ
ス
パ
ニ
ヤ
及
び
オ
ラ
ン
ダ
に
於
け
る
羅
馬
法

イ
ス
パ
ニ
ヤ
及
び
オ
ラ
ン
ダ
に
於
て
十
二
世
期
の
末
に
至
り
羅

馬
法
大
に
行
は
る
る
に
至
れ
り
。
第
十
三
世
期
の
頃
に
至
り
彼
の

国
際
法
の
祖
先
な
る
グ
ロ
ー
シ
ヤ
ス
　
ビ
ン
ケ
ル
シ
ヨ
ー
ク

（B
ynkershoek

）
の
諸
大
家
を
出
せ
り
。

彼
の
諸
氏
の
出
で
た
る
後
は
其
勢
は
仏
国
の
右
に
出
ず
る
に
至

れ
り
。
従
来
欧
州
諸
国
の
法
律
学
生
は
ブ
ル
ジ
　
ツ
ー
ル
ー
ジ
の

大
学
に
集
り
し
も
の
な
れ
ど
も
後
に
至
り
て
は
レ
ー
デ
ン

（L
yden

）
ユ
ー
ト
レ
ー
ト
（U

trecht

）
に
集
る
に
至
れ
り
。
之

れ
を
以
て
も
羅
馬
法
の
両
国
に
盛
な
り
し
を
あ
る
べ
き
な
り
。

第
六
　
英
国
に
於
け
る
羅
馬
法

英
国
に
於
て
初
め
て
羅
馬
法
を
講
述
せ
し
は
ロ
ン
バ
ー
ド
人
の

V
accarius

な
る
人
な
り
。
氏
は
イ
ル
ネ
リ
ヤ
ス
と
同
時
代
の
人

に
し
て
一
千
百
四
十
九
年
英
国
に
渡
来
し
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学

に
て
初
め
て
羅
馬
法
の
講
筵
を
開
き
た
り
し
。［
九
十
四
丁
表
］

其
後
ス
チ
ー
ブ
ン
は
バ
ッ
カ
リ
ヤ
ス
の
羅
馬
法
を
講
述
す
る
こ
と

を
禁
じ
た
り
。
且
つ
種
々
の
著
書
及
び
同
氏
の
著
書
を
焼
き
棄
て

（
八
七
六
）



穂
積
陳
重
博
士
『
羅
馬
法
講
義
』
総
論
及
び
第
一
編

　羅
馬
法
律
史
（
吉
原
）

二
一
五

て
或
人
は
羅
馬
法
の
精
神
に
在
ら
ず
し
て
真
正
の
万
国
法
の
精
神

な
り
と
云
ふ
人
も
有
る
程
な
り
。

サ
ビ
ニ
ー
以
前
に
は
多
く
註
釈
に
傾
き
し
が
中
ゝ
材
料
集
り
た

る
後
追
々
論
理
学
的
に
之
を
論
ぜ
り
。

近
世
歴
史
羅
馬
法
学
を
起
せ
し
は
サ
ビ
ニ
ー
な
り
。

近
世
の
著
書
に
て
は
イ
エ
リ
ン
グ
尤
も
有
名
な
り
。

右
に
略
述
し
た
る
羅
馬
法
律
学
歴
史
に
よ
り
て
見
る
も
羅
馬
法

の
勢
力
は
未
だ
全
く
衰
へ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
益
盛
大
に
赴
く
の
勢

あ
り
。
羅
馬
法
は
近
世
諸
国
の
私
法
の
基
礎
と
為
り
、
又
近
世
諸

国
の
［
九
十
六
丁
表
］
裁
判
の
標
準
と
な
り
、
又
同
法
は
近
世
諸

国
の
法
律
学
の
材
料
と
な
り
、
其
の
価
値
は
殆
ど
之
れ
を
万
世
不

朽
な
る
言
葉
を
以
て
す
る
も
余
り
誤
り
た
る
こ
と
に
は
あ
ら
ざ
る

可
し
と
信
ず
。

 

羅
馬
法
律
歴
史
終
了

は
れ
た
る
が
為
め
其
研
究
も
盛
ん
に
せ
ざ
り
し
理
由
な
り
。

之
れ
羅
馬
法
に
関
し
て
英
法
学
者
の
功
少
な
き
所
以
な
り
。

然
れ
ど
も
羅
馬
法
を
利
用
し
て
法
律
学
問
を
進
歩
せ
し
め
た
る

点
に
［
九
十
五
丁
表
］
於
て
は
英
国
も
仏
独
に
譲
ら
ざ
る
也
。

第
七
　
独
逸
に
於
け
る
羅
馬
法

独
逸
諸
国
は
羅
馬
法
を
直
接
に
継
受
せ
る
を
以
て
第
十
八
世
期

の
頃
よ
り
し
て
羅
馬
法
の
研
究
非
常
に
進
歩
せ
り
。

仏
国
は
現
世
欧
州
諸
国
に
羅
馬
法
を
傅
頌
し
た
る
の
功
あ
り
。

独
逸
国
は
羅
馬
国
法
の
研
究
を
完
全
に
し
た
る
栄
誉
あ
り
。

G
aius

のInstitutes

を
発
見
し
且
つ
之
れ
を
恢
復
せ
る
も
独

逸
人
の
功
。T

heodosius

法
典U

lpian
の
著
書
其
他
多
く
の
古

典
を
発
見
せ
し
も
独
逸
な
り
。
又
羅
馬
法
を
材
料
と
な
し
歴
史
法

律
学
起
せ
し
も
独
逸
な
り
。
即
ち
サ
ビ
ニ
ー
大
家
の
如
し
。

第
十
九
世
期
の
初
め
よ
り
し
て
独
逸
国
に
有
名
な
る
羅
馬
法
学

者
を
出
し
た
る
こ
と
は
実
に
数
ふ
る
に
遑
ま
あ
ら
ず
。 

 
 

［
九
十
五
丁
裏
］

現
今
に
於
て
羅
馬
法
律
学
者
に
て
尤
も
有
名
な
る
人
は
ゲ
ッ
チ

ン
ゲ
ン
大
学
の
教
授
の
イ
エ
リ
ン
グ
氏
な
ら
ん
。
同
氏
の
著
述
に

か
か
る
有
名
な
る
羅
馬
法
の
精
神
と
云
へ
る
書
あ
る
が
同
書
に
は

羅
馬
法
を
材
料
と
し
て
古
今
諸
国
の
法
理
を
論
じ
た
る
も
の
に
し

（
八
七
七
）




